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第１節 活動態勢 

■基本方針 

○市は、市域の災害応急対策を推進する中心的な組織として市災害対策本部を速やかに設

置し、その活動態勢を確立する。 

○各防災関係機関は、業務大綱等に基づく災害応急対策を円滑に実施するための活動態勢

を確立する。 

○市及び各防災関係機関は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それら

の影響が複合化することにより被害が深刻化することで災害応急対応が困難になる事

象）の発生を考慮し、要員、資機材の配置等に備えるものとする。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 市職員の動員・配備 各班 

第２ 市災害対策本部の設置・運営 各班 

第３ 防災関係機関の活動体制 各防災関係機関 

 

 

第１ 市職員の動員・配備 

１ 配備態勢の判断 

市は、地震が発生したとき、又は、南海トラフ地震臨時情報発表時、次の配備基準による警

戒・非常配備態勢をとる。 

なお、各配備段階に動員する職員は、あらかじめ作成する非常配備編成表による。 

■配備態勢の基準（地震） 

配備態勢 判断基準 配備内容 

警

戒

配

備

態

勢 

警戒 

第１  

①市内で震度４を観測したとき。 

②東海地震調査情報(臨時)が発表されたとき。 

③その他、状況により副市長が必要と認めたと

き。 

災害情報の収集・連絡等を

円滑に行い、災害対策本部の

設置に備える態勢。 

警戒 

第２ 

①市内で震度４を観測し、被害が発生したとき。 

②その他、状況により市長が必要と認めたとき。 

 各種警戒活動の実施に備え

る態勢。これより高次の配備

では災害対策本部を設置。 

警戒 

第３ 

①市内で震度５弱を観測したとき。 

②その他、状況により市長(本部長)が必要と認め

たとき。 

 各種警戒活動を円滑に実施

する態勢。 

非

常

配

備

態

非常 

第１ 

①市内で震度５強を観測したとき。 

②市内の複数の地区で被害が発生したとき。 

③その他、状況により市長(本部長)が必要と認め

たとき。 

 

各種災害応急対策活動を円

滑に実施する態勢。 
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勢 非常 

第２ 

①市内で震度６弱以上を観測したとき。 

②東海地震注意情報が発表されたとき。 

③市内に甚大な被害が発生したとき。 

④その他、状況により市長(本部長)が必要と認め

たとき。 

市の組織、機能のすべてを

発揮してすべての災害応急対

策活動を実施する態勢。 

（注）震度による場合は、自動配備とする。 

 震度による自動配備以外の判断基準による場合は、以下の要領で配備態勢を決定する。 

(1) 警戒第１配備 

防災防犯対策課長からの状況報告を踏まえ、副市長が判断する。 

(2) 警戒第２配備～非常第２配備 

市民生活部長（災対市民生活部長）又は防災防犯対策課長（本部班長）からの状況報告

を踏まえ、市長(本部長)が配備レベルを判断する。 

ただし、市長が不在の場合は、①副市長（副本部長）、②市民生活部長（災対市民生活

部長）の順に代決する。 

※平成 29年 11月 1日から「南海トラフ地震に関連する情報」の運用に伴い、東海地震の

みに着目した情報（東海地震に関連する情報）の発表は行わない 

■配備態勢（南海トラフ地震臨時情報発表時） 

配備基準 配備態勢 本部員 

避難所

開設職

員 

その他職員 
(左記のいず

れにも該当し

ない職員) 

参集方法 参集場所 

調査中 警戒第１配備 
左記に加え 

全員参集 
待機 待機 

連絡を待たず 

自主参集 

(参集しない職員には

メールによる待機指

示) 

市役所新館

１階 

会議室６及

び７ 

巨大地震

注意 

警戒第３配備 

【災害対策本部

設置】 

全員参集 待機 待機 

連絡を待たず自主参

集（家族の居場所や

安否確認方法等を確

認の上 1週間自活でき

る食料等を持って参

集すること） 

市役所新館

１階 

災害対策本

部 

巨大地震

警戒 

非常第２配備 

【災害対策本部

設置】 

全員参集 
本庁へ 

参集 
 

連絡を待たず自主参

集（家族の居場所や

安否確認方法等を確

認の上 1週間自活でき

る食料等を持って参

集すること） 

各自の非常

配備態勢カ

ードに指定

される場所 

(注１) 配備基準にかかわらず、職員は情報を報道等で自ら確認すること。なお、自身の参集基準に 

達しない場合は、事態が収束するまで速やかに参集できるよう待機するものとする。 

参集にあたっては、参集前に家族の居場所や非常食の連絡手段及び集合場所の確認等を

行った上で、1 週間は自活できるだけの水、食料その他の必要な物資を必ず用意すること。 

(注２) それぞれの配備態勢ごとの参集職員は、非常配備編成表（地震・風水害）のとおりとする。 

ただし、本部員は南海トラフ地震臨時情報（調査中）、避難所開設職員は南海トラフ地震臨時 

情報（巨大地震注意）の発表をもって先に参集すること。 
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(注３) 警戒・非常配備態勢については、市長（市長不在時にあっては副市長）の判断により必要と認 

められる場合は、適宜変更できる。 

(注４) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が南海トラフ地震臨時情報（調査終了）に切り替わった場合 

は、住民対応等の必要な事務を完了した後、警戒配備態勢を解除する。 

 (注５) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意又は巨大地震警戒）発表時は、原則として１週間程

度それぞれ該当する非常配備態勢を継続する。 

(注６) 長期の非常配備態勢にあたっては、職員の心身への負担を考慮し、適宜ローテーションにより

休憩及び睡眠又は一時帰宅等の休息が取れるよう本部員会議において必要な措置を講ずる 

(注７) 南海トラフ地震臨時情報の発表による非常配備態勢にあっても、勤務時間内は明らかに危険

を伴うものを除いて可能な範囲で通常業務を継続し、窓口サービス等は停止しない。 

(注８) 消防団については、非常配備態勢が長期となることや、地震発生が確実ではないことから、消

防団員の本業等への影響に鑑み、情報提供は行うものの参集又は待機を指示しない。 

 

２ 動員・参集 

(1) 動員連絡、自主参集 

ア 勤務時間内 

秘書広報課長（情報班長）は、庁内放送及び各課長（各班長）に配備レベルを連絡する。 

また、各部長(各災対部長)及び課長(各班長)は、所属職員にその旨を周知する。 

イ 勤務時間外 

市内の発表震度に応じた自動参集とし、震度の発表がない場合は体感した揺れや収集し

た情報によって市内の震度を職員自ら推定し、配備レベルを判断する。 

また、市長の判断による場合は、秘書広報課長(情報班長)から各部長（各災対部長）及

び課長（各班長）へ配備レベルを携帯電話等で連絡する。各部長（各災対部長）及び課長

（各班長）は、あらかじめ定める組織内の非常連絡網により、所属の職員へ動員又は待機

等の連絡を行う。 

(2) 参集場所 

勤務場所への参集を基本とするが、次の職員は震度５強以上の地震の場合にはあらかじ

め指定された施設に参集するものとする。 

ア 市長から「避難所開設職員」に指名された職員は、震度５強以上の場合、指定された

避難所へ参集し、避難所の開設等の初動活動を行う。 

イ 所属長から、勤務場所以外への参集を指名された職員は、指定された場所へ参集し、

指定された活動を実施する。 

(3) 参集時の留意事項 

ア 災害の状況により勤務場所への登庁が不可能な場合は、最寄りの市の施設に参集し、

各施設の責任者の指示に基づき、災害対策に従事する。 

また、病気その他やむを得ない状態によりいずれの施設にも参集できない場合は、なん

らかの手段をもってその旨を所属長又は最寄りの市の施設の責任者等へ連絡する。   

なお、警戒第１・２配備職員は、病気その他やむ得ない状態により参集できない場合

次席者で対応する。 

イ 作業服又は作業に適する服装を着用し、特に指示があった場合を除き、身分証明書、

携帯電話、食料、飲料水、ラジオ、懐中電灯等を携行とする。 

ウ 参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後直
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ちに参集場所の責任者に報告する。 

(4) 参集報告 

各課長（各班長）は所定の様式で職員の参集状況を記録し、所属部長を通じて秘書広報

課長（情報班長）に報告する。 

秘書広報課長（情報班長）は、所定の様式により職員の参集状況をとりまとめ、市長

（本部長）に報告する。 

報告の時期は、市長（本部長）が特に指示した場合を除き、災害発生当日は１時間ごと

とする。 

 

３ 職員の服務 

市職員は、配備、参集及び災害対策活動にあたって、以下の事項を遵守する。 

ア 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 

イ 勤務場所を離れる場合には、所属の長と連絡をとり常に所在を明確にしておく。 

ウ 不急の行事、会議、出張等を中止する。 

エ 正規の勤務時間が終了しても所属の長の指示があるまで退庁せず待機する。 

オ 現場に出動するときは、所定の腕章、名札等を着用する。 

カ 自らの言動によって住民に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を払う。 

 

４ 職員の配置調整 

各種災害応急対策業務の対応にあたる職員は非常配備編成表によるが、職員の配置に偏りが

ある場合は次の調整を行う。 

(1) 部内の配置調整 

各部長（各災対部長）は、部内の職員の参集状況等を踏まえ、また、被害状況や所管業務

のニーズを考慮し、部内各班の職員の配置を調整する。この場合、市長（本部長）に速や

かに報告する。 

(2) 部門間の配置調整 

各部長（各災対部長）は、他の部から職員の応援を求める場合、市長（本部長）に職員の

臨時シフトを要請する。 

ア 防災防犯対策課長（本部班長）は、部長からの職員応援要請、被害状況及び各種災害

対策のニーズ、各部各班の職員の参集・配置状況等の情報を踏まえ、シフト候補職員を

選定し、本部長に提示する。 

イ 本部長及び関係部長は、シフト候補職員を協議し、本部会議で決定する。 

ウ 関係部長及び班長は、シフトが決定した職員にその旨を通知し、業務の引き継ぎを指

示する。 

 

第２ 市災害対策本部の設置・運営 

豊明市災害対策本部条例及び豊明市災害対策本部運営要綱に基づき、豊明市災害対策本部

（以下「市災対本部」という。）の設置、運営を行う。 

 

１ 市災対本部の設置等 

(1) 設置の判断等 
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警戒第２以上の配備基準に該当する場合は、市災対本部を設置する。また、設置の決定

は、配備態勢の決定方法に準ずる（第１の「１ 配備態勢の判断」参照）。 

(2) 設置・廃止の通知 

市災対本部を設置又は廃止した場合、市（本部班）は県に報告し、また、防災会議の構成

機関を始めとする防災関係機関への連絡、市民への広報を行う。 

防災関係機関に通知する際は、必要に応じて市災対本部へ本部連絡員を派遣するよう要

請する。 

(3) 組織の編成 

市災対本部の本部長、副本部長、本部員、部及び班を次のとおり編成する。 

なお、部及び班の構成は、警戒配備又は非常配備の特性を考慮して段階的な編成とす

る。各部、各班の所掌事務は、豊明市災害対策本部運営要綱の災害対策業務分担表による。 

■豊明市災害対策本部の組織構成 

本
部
員
会 
議 

本  部  長 市長 

副 本 部 長 副市長、市民生活部長 

本 部 員 教育長、各部長、議会事務局長 

庶 務 担 当 防災防犯対策課、秘書広報課、総務課 

     

 各部 部の構成組織 

（
警
戒
配
備
の
場
合
） 

警戒本部事務局 
◎市民生活部長 
○行政経営部長 
○議会事務局長 

指令担当 
防災防犯対策課、総務課、市民協働課、税務課、債権管
理課 

情報担当 
秘書広報課、企画政策課、公共施設管理課、情報システ
ム課、財政課、出納室、議事課、監査委員事務局 

警戒避難部 
◎教育長 
○健康福祉部長
○教育部長 

市民課、地域福祉課、長寿課、健康推進課、新型コロナワクチン接種

推進室、こども保育課、保険医療課、子育て支援課、学校教育課、学校

支援室、学校職員(市費)、生涯学習課、図書館 

警戒経済建設部 
◎経済建設部長 

産業支援課、農業政策課、土木課、都市計画課、市街地整備課、下水
道課、環境課 

警戒消防部 消防団 

   

 各部 各班 班の構成組織 

（
非
常
配
備
の
場
合
） 

災対行政経営部 
◎行政経営部長 
○会計管理者 

情 報 班 
秘書広報課、企画政策課、公共施設管理課、
情報システム課 

会 計 班 財政課、出納室 

災対市民生活部 
◎市民生活部長 
○議会事務局長 

本 部 班 防災防犯対策課、総務課、市民協働課 

調 査 班 税務課、債権管理課 

市 民 班 市民課 

特 命 班 議事課、監査委員事務局 

災対健康福祉部 
◎健康福祉部長 
○保健医療課長 

高 齢 者 班 長寿課 

福 祉 班 地域福祉課 

児 童 班 こども保育課、子育て支援課 

医 療 防 疫 班 
保険医療課、子育て支援課、新型コロナワクチン
接種推進室 

災対経済建設部 
◎経済建設部長 

物 流 班 産業支援課、農業政策課 

土 木 班 土木課 
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○下水道課長 下 水 道 ・ 住 宅 班 都市計画課、市街地整備課、下水道課 

環 境 班 環境課 

災対教育部 
◎教育長 
○教育部長 

教 育 １ 班 学校教育課、学校支援室、学校職員(市費) 

教 育 ２ 班 生涯学習課、図書館 

 災対消防部 消 防 団 消防団 

（注１） ◎の付く者を部長、○の付く者を副部長とする。 

（注２） 部員又は班員の欄において最も左側に記載の課を主管課（室）とし、主管課（室）の課（室）長 

を班長とする。 

（注３） 各部において最上段に記載の班を部の主管班とする。 

（注４） 部長は警戒配備態勢においては部の主管課（室）から、非常配備態勢において主管班から本

部連絡員を指名し、本部員会議に派遣する。 

（注５） 各部及び各班に配備する職員は、あらかじめ指名する。ただし、各部又は各班の配備職員に

偏りがある場合は調整を行う。 

(4) 本部員会議室等の設営 

本部員会議室等は市役所東館に開設する。ただし、被災等で使用できない場合は、尾三消

防本部豊明消防署に設置する。 

本部班長は、本部員会議室を設置した建物の正面玄関等に「豊明市災害対策本部」の標識

板等を掲げる。 

■本部員会議室等の設置予定場所 

本 部 員 会 議 室 新館第６会議室 

本 部 事 務 局 室 新館第６・第７会議室 

本部連 絡員執務 室 新館第４・第５会議室 

 

２ 市災対本部の運営 

(1) 情報連絡系統 

市災対本部内の情報伝達は次の系統で行う。伝達に当たっては、緊急の場合を除いて所定

の様式をもって行う。 

本部長・本部員会議 

    ↓(指示等) 

[庶務担当] 

 

本部長・本部員会議 

   ↑(報告) 

[庶務担当] 

[本部員(各災対部長)] 

(報告) 

 

↓  ↑     （報告） 

各部長、本部連絡員  
情報班 

（全体とりまとめ） 

 

(伝達) 

本部連絡員 

（部内とりまとめ） 

↓         ↑ 

各 班 長  各 班 長 

↓  ↑ 

各 班 員  各 班 員 

（指示・命令等の伝達系統）          （情報の収集系統） 

(2) 本部員会議 

災害対策の基本方針及び重要事項等の決定、総合調整等を行うため、本部長は随時本部員
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会議を開催する。 

会議は本部長が議長を務め、本部事務局は本部員への連絡及び会議の庶務等を行う。 

(3) 現地災害対策本部の設置 

本部長は、現場付近で総合的な応急対策の指揮をとる必要があると認めるときは、現地災

害対策本部を設置し、現地本部長等を指名する。 

 

３ 災害救助法の適用等 

(1) 市における措置（災害救助法第 13条） 

ア 救助の実施 

市長は、市の区域に災害救助法が適用され、知事の委任を受けた場合、災害救助法に基

づく救助を行う。 

イ 県が行う救助の補助 

市長は、知事から委任を受けた救助以外に県が行う救助の補助を行う。 

(2) 災害救助法に基づく救助事務 

   本市に災害救助法が適用され、知事から同法に基づく救助事務が市長に委任された場合、

又は災害救助法の適用が見込まれると市長（本部長）が判断した場合は、豊明市災害対策本

部運営要綱の災害対策業務分担表に基づいて各種救助事務を分担し（次表参照）、当該事務

を執行する。 

各担当班は、愛知県災害救助法施行細則等の実施基準を踏まえて救助事務を施行するとと

もに、同法に基づく帳簿等を作成して会計班に提出する。 

会計班は各種帳簿をとりまとめ、本部班を通じて県に報告する。 

■災害救助法による各種救助事務の分担 

救助事務 担当班 

避難所の供与 高齢者班、福祉班、児童班、教育１班、教育２班 

応急仮設住宅の供与 下水道・住宅班 

炊き出しその他による食品の給与 物流班 

飲料水の供給 物流班 

被服、寝具、その他生活必需品の

給与又は貸与 

物流班 

医療及び助産 医療防疫班 

被災者の救出 尾三消防組合、消防団 

被災住宅の応急修理 下水道・住宅班 

生業に必要な資金の貸与 福祉班 

学用品の給与 教育１班 

埋葬 市民班 

遺体の捜索 愛知警察署 

遺体の処理 市民班、愛知警察署 

住居障害物の除去 下水道・住宅班 

輸送及び賃金職員等の雇上 情報班、本部班 
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第３ 防災関係機関の活動体制 

１ 組織及び活動体制 

各防災関係機関は、災害発生時においてその所掌する災害応急対策を速やかに実施すると 

ともに、他の防災関係機関が実施する災害応急対策が円滑・的確に行われるよう、お互いに平

時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える関

係」を構築し信頼感を醸成するよう努め、相互の緊密な協力体制を整える。 

また、訓練・研修等を通じて、構築した関係を持続的なものにするよう努める。 

 

２ 勤務時間外における体制の整備 

各防災関係機関は、休日及び夜間の勤務時間外における災害発生に備えた情報連絡体制を 

あらかじめ整えておくものとする。 

 

３ 職員の派遣要請 

(1) 国の職員の派遣要請（災害対策基本法第 29条） 

市長は、災害応急対策又は災害復旧を実施するに当たり当該機関の職員のみでは不足す

る場合、指定地方行政機関の長に対して、職員の派遣を要請することができる。 

(2) 他市町村の職員の派遣要請（地方自治法第 252条の 17） 

市長は、市の事務処理のため特別の必要があると認める場合、他の市町村長に対して、職

員の派遣を要請することができる。 

(3) 職員派遣のあっせん要求（災害対策基本法第 30条） 

市長は、知事に対し災害対策基本法第 29条の規定による指定地方行政機関の職員の派遣 

について、あっせんを求めることができる。また、市長は、知事に対し地方自治法第 252条

の 17の規定による他の市町村職員の派遣について、あっせんを求めることができる。 

(4) 被災市町村への職員の派遣 

市は、被災市町村に職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努

めるものとする。 

その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマス 

ク着用等を徹底するものとする。 
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第２節 通信運用 

■基本方針 

○市及び防災関係機関は、災害に関する予報・警報及び情報その他災害応急対策に必要な

指示、命令、報告等の重要通信の疎通を確保する。 

○迅速かつ的確に情報を収集・伝達するため、通常の通信手段のほか、衛星通信施設、電

話施設の優先利用、放送事業者等への依頼等を行う。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 通信手段の確保 各班、各防災関係機関 

第２ 放送等の要請 本部班 

第３ 通信事業者等の応急措置 西日本電信電話(株)、エヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ（株）、(株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)、ソ

フトバンク(株)、楽天モバイル（株） 

第４ 郵便業務の応急措置 日本郵便(株) 

 

第１ 通信手段の確保 

市及び各防災関係機関は、保有する通信手段の保守、復旧及び代替手段の確保に努め、相

互の通信機能を確保する。 

また、地上系の防災行政無線網に障害、輻輳や混信が発生した場合には、地域衛星通信ネッ

トワークを活用した衛星通信施設により、情報の受伝達に努める。 

 

１ 通信手段の確保 

各機関が保有する各種通信手段の使用の可否を確認し、支障がある場合は速やかな復旧に努

める。 

■主な通信手段 

通信手段 主な通信区間 

愛知県高度情報通信ネットワ

ーク（無線電話） 

市庁舎、尾三消防組合、県庁、県出先事務所、他市町

村、他消防本部、気象台、自衛隊、指定公共機関等 

豊明市消防関係無線 尾三消防組合、消防分団、消防車両 

豊明市防災行政無線（移動

系） 

市庁舎、避難所、各区防災拠点、市内各所（車載、携

帯） 

災害時優先電話 市庁舎、防災関係機関 

携帯電話 各所 

 

２ 代替通信手段の確保 

保有する通信手段が使用不能となった場合は、電波法第 52 条による非常時の特例措置等を

活用し、次の通信手段を確保する。 

(1) 非常通信協議会の活用 
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東海地方非常通信協議会に加入する機関（警察等）に、非常通信の協力を要請する。 

(2) その他の無線局等の活用 

業務用移動無線利用事業者（タクシー事業者、運送事業者等）、職員や市内のアマチュ

ア無線愛好家等に非常通信の協力を依頼する。 

 

３ 連絡窓口等 

市各部及び各防災関係機関は連絡責任者を指名し、連絡窓口及び通信手段を管理する。 

また、連絡責任者は連絡窓口、通信手段、通信従事者を市（情報班）に報告する。 

 

第２ 放送等の要請 

１ 放送事業者への要請 

市は、緊急を要する場合で、かつ、特別の必要があるときは、中部ケーブルネットワーク

(株)に協定に基づく災害放送を要請する。 

また、県と協定を締結したＮＨＫ及び民放各社（※下記参照）に災害放送を依頼する場合

は、県を通じて行う。 

※県と協定した民放各社：中部日本放送(株)、東海ラジオ放送(株)、東海テレビ放送(株)、名古屋放送

(株)、中京テレビ放送(株)、(株)エフエム愛知、テレビ愛知(株)、(株)エフエム名古屋 

 

２ ポータルサイト・サーバ運営事業者への要請 

 災害により市の Webサイトへのアクセスが集中してアクセスが困難となった場合は、ヤフー

(株)に協定に基づくキャッシュサイトの構築等を要請する。 

 

第３ 通信事業者等の応急措置 

１ 西日本電信電話(株)、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)における措置 

垂れ下がった通信ケーブル等による住民等への二次災害の防止を図るとともに、被災電気

通信設備の応急復旧を行う。震度６弱以上の地震が発生した場合は、電話の輻輳を緩和するた

め、直ちに災害用伝言ダイヤルを提供するとともに、報道機関への連絡等を行う。また、イン

ターネットを利用して安否確認を行う災害用伝言板を、災害用伝言ダイヤルの提供に準じて運

用する。 

また、防災関係機関等の加入電話の疎通確保、通信の孤立防止、緊急に復旧を要する市外

電話回線の復旧等を優先して速やかに実施する。 

 

２ (株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)、ソフトバンク(株)及び楽天モバイル（株）におけ 

る措置 

緊急に必要な災害対策機関等、災害救助活動に直接関係する重要通信の確保及び通信の途

絶の解消に留意し、速やかに応急復旧を行う。また、震度６弱程度以上の地震が発生した場合

には、被災地域への通信の疎通確保対策として、災害用伝言板を運用する。 

 

３ 放送事業者における措置 

地震及びこれに伴う二次災害の発生時において、放送設備が故障又は被災し、放送が中断
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した場合、可及的速やかに放送を再開する。 

第４ 郵便業務の応急措置 

 日本郵便(株)は、災害時に次の応急措置を講ずる。 

１ 郵便物の送達の確保 

(1) 被災地における郵便物の運送及び集配の確保又は早期回復を図るため、災害の態様及

び規模に応じて、運送又は集配の経路若しくは方法の変更、郵便物の区分方法の変更、

臨時運送便又は臨時集配便の開設等機宜の応急措置を講ずる。 

(2) 災害時において、重要な郵便物の送達の確保又は交通の途絶のため、やむを得ないと

認められる場合は、災害の規模及び郵便事業施設の被災状況に応じ、地域及び期間を限

って郵便物の運送若しくは集配便を減便し、又は運送業務若しくは集配業務を休止する。 

２ 郵便局の窓口業務の維持 

災害時において、被災地における郵便局の窓口業務の維持を図るため、被災により業務

継続が不能となった店舗について、仮店舗による窓口業務の迅速な再開、臨時窓口の開設、

窓口取扱時間又は取扱日の変更等の措置を講ずる。 

なお、災害の態様、被災者・被災地の実情に応じ、郵便業務に係る次の災害特別事務取

扱いを実施する。 

(1) 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被災世帯に対し、

通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 

(3) 被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める法人又は

団体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施する。 
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第３節 災害情報の収集・伝達・広報等 

■基本方針 

○発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め

る。 

○市は災害情報を一元的に把握するとともに、関係機関を含めて災害に関する情報を共有

することができる体制のもと、相互に連携して適切な災害応急対策が実施できるよう努

める。 

○被災者等へ的確かつ分かりやすい情報を速やかに公表・伝達するとともに、相談窓口の

設置等により、住民等からの問い合わせに対応する。 

○各防災関係機関は、広聴活動を通じて住民の動向と要望事項の把握に努める。 

○被災者の早期の生活再建を図るため、支援金等の支給及び税金や公共料金等の減免並び

に各種貸付・融資などの手続きに必要となる罹災証明書を速やかな発行に努める。この

ため、罹災証明に必要な被害家屋調査の実施体制を計画的に整備する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 地震情報等の伝達 本部班、各防災関係機関 

第２ 被害状況等の収集・伝達 各班、各防災関係機関 

第３ 広報活動 本部班、情報班、各防災関係機関 

第４ 問い合わせ・相談等の対応 各班 

第５ 罹災証明、被災者台帳の作成等 調査班、情報班、市民班 

※尾三消防組合(火災のみ) 

 

第１ 地震情報等の伝達 

１ 市の措置 

地震が発生した場合、市（本部班）は、市内の震度計や愛知県震度情報ネットワークシス

テム等で各種地震情報を確認し、本部長及び関係者等に伝達する。 

また、特別警報（震度６弱以上の緊急地震速報）が発表された場合は、緊急速報メール等

を活用して直ちに市民等へ伝達し、警戒等を呼びかける。 

■地震情報の種類と発表基準等 

情報の種類 発表基準 内  容 

緊急地震速
報 

・予報：最大震度３以上またはマグニ
チュード３．５以上 

・警報：最大震度５弱以上 
・特別警報：震度６弱以上 

地震の発生直後に、震源に近い地震計で捕えた
観測データを解析して震源や地震の規模（マグ
ニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各
地での主要動の到達時刻や震度を予測し、可能
な限り素早く知らせる地震動の予報及び警報並
びに特別警報 

震度速報 ・震度３以上 
地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した
地域名（豊明市は「愛知県西部」）と地震の揺れ
の検知時刻を速報。 
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情報の種類 発表基準 内  容 

震源に関す
る情報 

・震度３以上 
（津波警報又は注意報を発表した場
合は発表しない） 

地震の震源やその規模を発表。 
「津波の心配ない」又は「若干の海面変動がある
かもしれないが被害の心配はない」旨を付加して 
地震の発生場所（震源）やその規模（マグニ
チュード）を発表。 

震 源 ・ 震 度
に関する情
報 

以下のいずれかを満たした場合 
・震度３以上 
・津波警報又は注意報発表時 
・若干の海面変動が予想される場合 
・緊急地震速報(警報)を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ
ード）、震度３以上の地域名（豊明市は「愛知県
西部」）と市町村名を発表。 
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し
ていない地点がある場合は、その市町村名を発
表。 
※ 地震が多数発生した場合には、震度３以上の
地震についてのみ発表し、震度２以下の地震に
ついては、その発生回数を「その他の情報（地震
回数に関する情報）」で発表します。 

各地の震度
に関する情
報 

・震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の震源
やその規模を発表。 
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し
ていない地点がある場合は、その地点名を発
表。 
※ 地震が多数発生した場合には、震度３以上の
地震についてのみ発表し、震度２以下の地震に
ついては、その発生回数を「その他の情報（地震
回数に関する情報）」で発表します。 

遠地地震に
関する情報 

・マグニチュード７．０以上 
・都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな
地震を観測した場合 

国外で発生した地震について地震の発生時刻、
発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を
おおむね３０分以内に発表。 
日本や国外への津波の影響に関しても記述して
発表。 

その他の情
報 

・顕著な地震の震源要素を更新した
場合や地震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震
が多発した場合の震度１以上を観測した地震回
数情報等を発表。 

推計震度分
布図 

・震度５弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、１ｋｍ四方ご
とに推計した震度（震度４以上）を図情報として発
表。 

 

２ 関係機関の措置 

気象庁又は名古屋地方気象台から直接情報等を受けない防災関係機関は、ラジオ放送、テ

レビ放送に留意し、さらに県、市と積極的に連絡をとり、情報等の周知徹底を図る。 

 

第２ 被害状況等の収集・伝達 

１ 通報等の対応 

(1) 通報等の受信 

市（情報班）は、市民等からの通報受信体制を速やかに確立し、通報内容の記録、対応

機関への伝達を行う。 

(2) 異常現象の通報 

地震に伴う災害が発生し、又は拡大するおそれのある異常な現象を発見した者は、直ち

に市長（本部長）又は警察官に通報する。 

なお、警察官が通報を受けた場合は、その旨を速やかに市長（本部長）に通報する。 
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２ 被害情報の収集・伝達 

(1) 被害状況の把握・伝達 

震度５強以上の地震が発生した場合、市及び各防災関係機関は、所管施設・地域等の被

害状況を把握する。ただし、気象条件等を踏まえ、巡視等に当たる職員等の安全を最優先

として情報収集に当たるものとする。 

ア 所管施設の点検等 

市（各班）及び防災関係機関は、所管施設の被害の有無、使用可否等を点検する。 

イ 各地区の被害状況把握 

市（調査班）は、現地調査員を市内各地区に派遣し、地区ごとの被害の有無・規模及び

人命救助等に必要な事項を直ちに情報収集して情報班に報告する。 

また、市（本部班）は、各区長に行政区内の被害情報の収集を依頼する。 

【地震直後に把握すべき主な事項】 

① 火災（出火地点、延焼方向・範囲） 

② 建物の被害（倒壊、全壊等の発生箇所） 

③ 人的被害（死者、重症者、行方不明者、生き埋め者等の発生箇所） 

④ 市民等の避難状況 

⑤ 土砂災害（斜面の異常、がけ崩れ等の発生箇所） 

⑥ 河川災害（堤防、護岸等の損壊箇所、浸水範囲） 

⑦ 道路の被害・機能障害（橋梁・盛土等の被害、倒壊・落下物・がけ崩れ等による道路

閉塞、渋滞等の発生箇所） 

⑧ ライフラインの被害・機能障害（ガス漏れ、水道管の破裂箇所等） 

⑨ 鉄道・バスの運行状況、帰宅困難者の発生状況 

⑩ 重要施設（庁舎、消防署、学校、病院等）、危険物施設等の被害 

⑪ その他重大な被害 

ウ 重要情報の報告等 

市（各班）及び各防災関係機関は、緊急対応を要する情報（死者・重傷者の発生、河川

の決壊等）を確認した場合は直ちに、その他の情報は随時、市本部（情報班）へ報告する。 

また、重要情報（死者・重傷者の発生、堤防の決壊、避難情報、警戒区域の設定、交通

規制等）については、カメラ付携帯電話等を活用して映像等での報告に努める。 

なお、地上での確認が困難な場合は、ヘリコプターによる空中偵察等を市（本部班）が

県等へ要請する。 

エ 県派遣職員との連携 

市内の通信手段の途絶等により市から県へ被害情報等を報告できないため、県から情報

収集・連絡を行う職員が派遣された場合は、当該職員と連携して情報収集、連絡を行う。 

(2) 安否不明者・行方不明者情報の収集・伝達 

市（市民班）は、住民登録の有無にかかわらず、市内で安否不明者・行方不明となった

者について、県警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。 

また、安否不明者・行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行ってい

ることが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者な

ど住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ国を通じて大使館等）に連絡する。 

(3) 被害調査 

災害の危険が解消した段階で、市（各班）及び防災関係機関は、所管施設等の被害調査
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を行う。 

(4) 情報の整理・伝達 

市（各班）及び各防災関係機関は収集・調査した情報を整理し、市（情報班）及び県（愛

知県地域防災計画「被害情報の伝達要領」に基づく県の各担当部局）に伝達する。 

■被害情報等の整理項目 

種類 主な情報項目 

被害

情報 

① 参集途上等に収集した被害状況 

② 所管施設等の被害状況 

 ・来所者、入所者、職員等の安否 

・施設、設備、資機材の被害、機能障害及び災害対策上の使用の可否 

③ 災害対策に従事中の事故等 

④ その他、各部が担当する調査項目の被害状況 

措置 

情報 

① 被害に対する応急対策の状況 

② 活動体制（参集者、勤務状況） 

③ 協力団体・事業所等の対応能力及び応援要請 

要請 

情報 

① 建物、斜面等の応急危険度判定 

② 職員、ボランティアの派遣 

③ 応急対策用施設、設備、用地、資機材、車両等の確保、調達 

④ 広報 

ア 情報伝達の第一報は災害発生から１時間以内に行い、その後も当日は１時間ごとに定

時報告する。また、２日目以後は、毎日定時に報告する。ただし、緊急情報、本部への

要請事項等については、その緊急度に応じて適宜報告する。 

イ 緊急の場合を除いて、文書（ファックス又はメール）で伝達し、可能な限り図や画像

の情報（地図、絵、写真等）の添付に努める。 

ウ 情報の整理に当たっては、県防災情報システムを活用し、地図情報の整理や関係機関

との情報共有に努める。 

(5) 関係機関相互の情報共有 

各防災関係機関は、他機関が所管する被害情報を把握する必要があるときは、原則とし

てそれぞれを所管する関係機関に照会する。 

また、全県的な被害状況については、県防災情報システムを有効活用するほか、必要に

応じて愛知県災害対策本部災害情報センター（河川、貯水池、ため池、砂防被害、道路被

害、水道施設被害については関係課）へ照会する。 

 

３ 県等への報告 

市（本部班）及び尾三消防組合は連携して、火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日

消防災第 267号。以下「即報要領」という。）に基づく県又は国への報告を適宜実施する。 

(1) 即報 

即報要領に定める即報基準に該当する火災、災害を覚知したときは、原則として、30 分

以内で可能な限り早く、わかる範囲で、その第一報を県に報告し、以後、判明した事項を

逐次報告するものとする。 

なお、第一報に際して県に連絡が取れない場合は、直接内閣総理大臣（消防庁経由）に

報告し、連絡が取れ次第、県にも報告を行う。 
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(2) 直接即報 

一定規模以上の災害（即報要領「第３ 直接即報基準」に該当する火災、災害等）を覚

知したときは、第一報を、直接消防庁に対しても原則として 30 分以内で可能な限り早く、

わかる範囲で報告を行う。 

この場合において消防庁長官から要請があった場合には、第一報後の報告も、引き続き

消防庁に対しても行う。 

なお、消防機関への 119番通報が殺到した場合には、即報要領様式にかかわらず、最も迅

速な方法により県及び国に報告する。 

(3) 確定報告 

  災害応急対策完了後 15 日以内に文書で県に確定報告を行う。 

 

４ 災害救助法に関する報告 

市（本部班）は、市の災害の規模が災害救助法の適用基準に該当する場合、又は該当する

見込みがある場合は、直ちにその状況を県に報告する。 

(1) 適用基準 

人口が５万～10 万人の区分に該当する本市は、市域の被害状況が次のいずれかに該当す

る場合に災害救助法が適用される。 

ア 家屋の全壊、全焼、流失等によって住家を滅失した世帯（以下、「滅失世帯」とい

う。）の数が 80世帯以上。 

イ 県内の滅失世帯の数が 2,500世帯以上で、市の滅失世帯の数が 40世帯以上。 

ウ 県内の被害世帯の数が 12,000 世帯以上に達する場合、又は当該災害が隔絶した地域に

発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする、内閣府令で定め

る特別の事情がある場合で、市の滅失世帯数が多数である場合。 

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で、内閣府令

で定める基準に該当するとき。 

(2) 滅失世帯の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定は、被害家屋調査（第５「１ 被害家屋調査」参照）に

よる住家の全壊（全焼・流失）した世帯数を基準とする。 

半壊等については、災害救助法施行令第１条第２項の規定に基づき、次のとおり全壊に

換算して行う。 

ア 全壊（全焼・流失）住家１世帯は、滅失世帯数１ 

イ 半壊（半焼）住家１世帯は、滅失世帯数１／２ 

ウ 床上浸水や土砂の堆積で一時的に居住できない住家１世帯は、滅失世帯数１／３ 

 

第３ 広報活動 

１ 広報活動 

市及び各防災関係機関は相互に連携して保有する広報手段を有効活用し、効果的な活動広

報を実施する。特に避難情報等については、災害情報共有システム（Ｌアラート）を活用して

迅速かつ的確に情報発信を行う。 

■市及び防災関係機関の主な広報事項 
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市 防災関係機関 

① 災害発生状況 

② 災害応急対策の状況 

③ 交通状況 

④ 給食・給水実施状況 

⑤ 衣料・生活必需品等供給状況 

⑥ 地域住民のとるべき措置 

⑦ 避難指示 

⑧ その他必要事項 

① 災害発生状況 

② 道路情報 

③ 公共交通機関の状況 

④ 電気・ガス・水道等公益事業施設状況 

⑤ 給食・給水実施状況 

⑥ 衣料・生活必需品等供給状況 

⑦ 河川・橋梁等土木施設状況 

⑧ 住民の心得等民心の安定及び祉会秩序保

持のための必要事項 

⑨ ボランティアの募集 

(1) 広報手段の確保 

 市（本部班、情報班）及び防災関係機関は、次の広報手段を活用して市民等へ効果的に

情報を周知する。特に、停電や通信障害発生時は、被災者が情報を得る手段が限られてい

ることから、被災者生活支援に関する情報についてはチラシの貼り出し、配布等の紙媒体

や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供を行う。 

【主な広報手段】 

ア 報道機関（テレビ・ラジオ放送局、通信社、新聞社）への情報提供 

イ ケーブルテレビへの放送要請（ＣＣＮｅｔの協力等） 

ウ インターネット Webサイトへの掲示（市の Webサイト等） 

エ インターネットポータルサイトサーバ運営事業者※のサイトへの掲示（Yahoo等） 

   ※災害対策基本法第 57 条の規定により、緊急を要する場合、県又は市が当該事業者に対してイン

ターネットを利用した情報提供を要求できる。 

オ ツイッターなどのソーシャルメディアによる情報提供 

カ 携帯電話（豊明市メール配信サービス、緊急速報メール等）による情報提供 

キ 広報紙（広報とよあけ災害情報等）の配布等 

ク 広報車の巡回放送 

ケ 掲示板への貼紙（指定避難所等） 

コ その他広報手段（航空機による放送等） 

(2) 広報の留意点 

ア 緊急かつ重要な情報については、即報手段（豊明市メール配信サービス、緊急速報メ

ール、豊明市災害情報ブログ、テレビ・ラジオ放送、広報車による巡回放送）を活用す

るとともに、緊急度や重要度が伝わるように実施する。 

イ 災害情報共有システム（Ｌアラート）に情報を提供することにより、テレビ・ラジオ

や携帯電話、インターネット等の多様で身近なメディアを通じて住民等が情報を入手で

きるよう努める。 

ウ 広報紙については、指定避難所等への掲示、区長・自主防災組織等を通じての在宅避

難者への配布等に努める。また、ポルトガル語、英語、中国語等の外国語版の作成に努

める。 

エ Webサイトに災害情報ページを開設し、最新の災害情報を掲示する。 

オ 市（情報班）は、必要に応じて各班及び防災関係機関から市民等へ提供すべき情報を
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収集し、広報記事を総合的にとりまとめる。 

 

２ 報道機関との連携 

市及び各防災関係機関は、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を活用し、報道メディアを

活用した広報に努める。 

(1) 市の報道対応 

報道機関への発表、質疑対応等は共同記者会見方式で行うこととし、市（情報班）は本

庁舎内にプレスセンターを設置し、指定する日時に本部長、副本部長又は災対行政経営部

長による会見を行う。 

また、報道機関からの取材等の申し込み、問い合わせ等は、災対行政経営部長の指示に

基づいて対応することを原則とし、職員等に周知徹底する。 

(2) 放送事業者への要請 

市（本部班）は、警報等を市民等に伝達するに当たって特別の必要がある場合には、災害

対策基本法第 56 条により、基幹放送事業者（ＮＨＫ、民放各社）に警報等の放送を要請す

る。 

 

第４ 問い合わせ・相談等の対応 

１ 被災者総合支援センターの設置・運営 

市（会計班）は、被災者からの問い合わせ、相談、各種被災者支援策の手続き等を総合的

に行う必要があるときは被災者総合支援センターを設置する。 

取り扱う分野は、おおむね次のとおりとする。 

① 安否情報（家族の消息等）     ② 捜索依頼の受付け 

③ 罹災証明書の発行         ④ 埋葬許可証の発行 

⑤ 他各種証明書の発行        ⑥ 仮設住宅の申し込み 

⑦ 住宅の応急修理の申し込み     ⑧ 他災害見舞金、義援金の申し込み 

⑨ 被災者生活再建支援金の申し込み  ⑩ 生活資金、営業資金等の相談等 

⑪ 福祉、法律関係の相談       ⑫ 職業のあっせん等の相談 

ア 各分野の対応は、それぞれの分野を所管する班が担当することとし、市の関係各班は

被災者総合支援センターに担当者を派遣する。 

イ 被災者総合支援センターは本庁舎１階に設置する。ただし、本庁舎が使用不能な場合

等は他の公共施設に設置する。また、災害の状況等に応じて、出張所等への分散配置に

努める。 

 

２ 安否情報の照会対応 

市（市民班）は、被災者の安否情報について家族及び親族等から照会があった場合、災害

対策基本法に基づき、被災者関係者の利益侵害（暴力、ストーカー行為、児童虐待、債権の取

り立て、営業行為による被害等）のないように配慮して適切に回答する。 

(1) 安否情報の収集、管理 

市は、市が管理する被災者の安否に関する情報（避難所収容者名簿、医療救護診療記録、

避難行動要支援者名簿による安否確認結果等）を必要な限度で内部利用し、また、必要に
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応じて県、警察等に被災者の安否に関する情報提供を求め、被災者ごとの安否情報を整理

する。 

(2) 安否照会の受付 

市は、被災者総合支援センター等の相談窓口で安否照会を受け付け、照会者に対して運転 

免許証、健康保険の被保険証、在留カード、住民基本台帳カードなどの本人確認書類等の提

示を求めて本人確認を行う。 

■安否照会者の確認事項 

① 照会者の氏名、住所 

② 照会に係る被災者の氏名、住所、生年月日及び性別  

③ 照会をする理由 

 

第５ 罹災証明、被災者台帳の作成等 

１ 被災家屋調査 

 市（調査班）は、罹災証明書（火災は除く。）の発行に先立ち、内閣府の「災害に係る住家

の被害認定基準運用指針」等に基づき、住家の被害程度の判定調査を行う。また、調査結果か

ら罹災台帳を作成する。 

この場合、必要に応じて、(公社)愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会、建築関係団体

等の協力を得て円滑な実施に努めるものとする。 

 

２ 罹災証明書の発行 

(1) 罹災証明書の対象 

罹災証明は、災害対策基本法第２条第１項の規定による地震等の災害により被害を受けた

住家について、次の項目の証明を行う。 

家屋の損壊等に関する証明項目 

① 全壊、大規模半壊、半壊、半壊に至らない 

② 流失、床上浸水、床下浸水 

③ その他 

(2) 罹災証明書の発行 

市（調査班）は、広報及び罹災証明（火災は除く。）の対象となる家屋の所有者等への

通知を行い、被災者総合支援センター（第４の「１ 被災者総合支援センターの設置・運

営」参照）等において受付、判定結果の説明、再調査の申請等を一括して行うよう努める。 

 

３ 被災届出証明書の発行 

上記に掲げる住家の損壊及び火災以外の住家の付帯物及び家財並びに非住家等の被害につい

ては、被害の事実ではなく届出があったことを証明する「被災届出証明書」を必要に応じて発

行する。 

市長（本部長）が特に必要と認める場合は、その状況や被災者が提出した証拠資料等を踏ま

え、可能な範囲で被害の届け出があったことを証明するものとし、市（調査班）は、申請の受

付、証明書の発行等の速やかな実施に努める。 
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４ 被災者台帳の作成 

被害が甚大な場合等で市長（本部長）が必要と認める場合、災害対策基本法による被災者

台帳を作成し、被災者に関する次の情報を管理する。 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④（住民基本台帳に記載の）住所又は居所 

⑤ 住家の被害その他市長が定める種類の被害状況 

⑥ 援護の実施の状況（支援金等の支給、租税・公共料金の減免等） 

⑦ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

⑧ 世帯の構成 

⑨ 罹災証明書の交付状況  

⑩ 台帳情報の提供先（市以外の者への台帳情報の提供に被災者本人が同意した場合） 

⑪ 台帳情報を提供した旨及び日時（台帳情報を提供した場合） 

⑫ その他被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 

(1) 被災者台帳の作成 

市（情報班）は、被災者への各種援護措置を実施する関係各班と連携し、被災者ごとの被

害状況や援護の実施状況等の情報（次記参照）を被災者台帳に整理し、被災状況に応じて被

災者が受けられる援護措置に漏れなどがないか確認する。 

なお、災害救助法による救助（第１節 第２「３ 災害救助法に基づく救助事務」参照）

が行われたときは、災害救助法第 30 条の規定により、必要に応じて県に対して被災者に関

する情報提供を要請する。 

■被災者台帳の作成に利用する主な情報 

基本情報 

① 住民基本台帳 

② 避難行動要支援者名簿 

③ 罹災台帳（被災家屋認定調査結果） 

付加情報 

① 罹災証明書発行記録 

② 被災者生活再建支援金、義援金等の支給記録 

③ 各種税金・公共料金等の減免申請記録 

④ 応急仮設住宅への入居、被災住宅の応急修理等の申請記録 

(2) 被災者台帳の利用、提供 

市（調査班）は、被災者への罹災証明書交付の際、被害に応じて受けられる各種援護措置

（支援金等の支給、税金・公共料金の減免等）の申請にあたり、被災者台帳の掲載情報を市

が利用することで各種援護措置の効率化（支援金の支給申請における罹災証明書添付の省略

等）などが図られることを説明する。 

なお、市以外の各種援護措置の実施機関（電力会社、ガス会社、ＮＨＫ等）への被災者台

帳掲載情報の提供について本人が情報提供することに同意する場合は、調査班はその申し出

を受付ける。また、情報班は、外部機関から情報提供の申請があった場合、本人同意の範囲

内で被災者台帳掲載情報を当該機関に提供する。 
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第４節 応援協力・派遣要請 

■基本方針 

○各機関はあらかじめ締結された応援協定等に基づき、災害時に当たっては相互に協力

し、応急対策活動を円滑に実施する。 

○被災地の速やかな自立や復興を進めるために、事前に登録されたボランティアグループ

などの受入れはもとより、災害時に全国各地から集まるボランティアについての窓口を

設置して適切な受入れを行うことにより、ボランティア活動が円滑に行われるよう努め

る。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 応援協力及び広域応援等 情報班、本部班 

第２ 自衛隊の災害派遣 本部班 

第３ ボランティアの受入れ 福祉班、豊明市社会福祉協議会 

第４ 防災活動拠点の確保等 本部班 

第５ 南海トラフ地震の発生時

における広域受援 

本部班、県、愛知警察署 

 

第１ 応援協力及び広域応援等 

１ 知事等への応援要求 

(1) 知事への応援要求 

市長（本部長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市の災害

応急対策を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本法第 68 条の規定により

知事に対して応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 

(2) 他市町村への応急要求 

市長（本部長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市の災害

応急対策を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本法第 67 条の規定により

他の市町村長に対して応援を求める。 

また、災害時の相互応援協定に基づき、協定を締結した市町村に対して応援を求める。 

なお、県が市町村間の応援調整を行う場合は、県からの指示等に留意するものとする。 

(3)「被災市町村広域応援の実施に関する協定」に基づく応援     

市長（本部長）は、当協定に基づき行われる応援について、県、県市長会、県町村会及

び他の市町村と調整・連携した上で実施するものとする。 

(4) 応援の受入れ 

市（情報班）は県と連携して、応援隊等の宿泊や活動の拠点（候補地：農村環境改善セ

ンター）を確保する。 

 

２ 広域消防応援 

(1) 市（本部班）は、尾三消防組合及び県と連携して、応援活動部隊の宿泊施設及び車両等の

保管場所等の活動拠点（候補地：文化会館施設、駐車場）を確保する。 
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また、緊急消防援助隊指揮支援本部の設置・運営に協力する。 

(2) 市（本部班）は、大規模な災害等が発生した場合は、愛知県内広域消防相互応援協定に基

づく援助要請及び緊急消防援助隊の要請を尾三消防組合と連携して行うものとする。 

 

３ 防災関係機関における措置 

防災関係機関相互においては、あらかじめ定められた手続等に基づき、応援要求又は応急

措置の要請を行う。 

防災関係機関は、災害対策上必要な資料又は調査の成果を相互に交換する。 

 

４ 災害緊急事態における措置 

内閣総理大臣が災害緊急事態の布告を発し、愛知県内が関係地域の全部又は一部となった

場合、県、市をはじめ防災関係機関は、政府が定める対処基本方針に基づき、応急対策を推進

し、県の経済秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に適切に対応する。 

 

第２ 自衛隊の災害派遣 

１ 災害派遣の要請 

市長（本部長）は、自ら保有する手段では対応が困難と判断し自衛隊の災害派遣を必要と

認めるときには、速やかに知事に対して自衛隊の災害派遣要請を依頼する。 

(1) 依頼の手続き 

市は、尾張方面本部（尾張県民事務所）を通じて知事に災害派遣要請を依頼する。 

ただし、時間にいとまがない場合等、やむを得ない場合は、直接知事（防災安全局）に

依頼し、できるだけ速やかに尾張方面本部ヘも連絡する。 

また、事態が急迫して文書によることができない場合は、口頭又は電信若しくは電話に

より連絡し、事後速やかに文書を提出する。 

(2) 自衛隊への状況通知 

災害派遣を依頼した場合、市は、その旨及び市域に係る災害の状況を関係自衛隊に対し

て必要に応じて通知する。 

また、災害の状況等を自衛隊に通知をしたときは、速やかにその旨を知事に通知する。 

■災害派遣要請の担任地域等 

災害派遣の要請を受けることができる者 担任地域 

陸上自衛隊 

第 10師団長 県内全域※ 

第 10特科連隊長（豊川駐屯地司令） 
県東部（西三河北部、東三河北部、西

三河南部、東三河南部） 

航空自衛隊第１輸送航空隊指令（小牧基地司令） 県内全域 

海上自衛隊横須賀地方総監 県内全域 

※ただし、県西部（尾張北東部、尾張西部、名古屋、知多）の連絡・調整は、第 35 普通科連隊長担任 

 

２ 災害派遣部隊等の活動範囲 

災害派遣部隊等の活動範囲は、次のとおりである。 
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■災害派遣の活動範囲 

項   目 内      容 

被 害 状 況 の 把 握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行なって

被害状況を把握する。 

避 難 の 援 助 
避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行なわれる場合で必要

があるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜索救助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活動に優先

して捜索活動を行う。 

水 防 活 動 
堤防，護岸等の決壊に際しては、土のう作成、運搬、積込み等の水

防活動を行う。 

消 防 活 動 

火災に際しては、利用可能な消防車その他の防火用具(空中消火が

必要な場合は航空機)をもって、消防機関に協力して消火にあたる

が、消火薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用するものと

する。 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し又は障害物がある場合は、それらの啓開

又は除去にあたる。 

応急医療救護及び防疫 
被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は通常関

係機関の提供するものを使用するものとする。 

人 員 及 び 物 資 の 

緊 急 輸 送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び援助物資の緊急輸

送を実施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を

要すると認められるものについて行う。 

給 食 及 び 給 水 被災者に対し、給食及び給水を実施する。 

入 浴 支 援 被災者に対し、入浴支援を実施する。 

救援物資の無償貸付 

又 は 譲 与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令」

に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅ

つ品を譲与する。 

危険物の保安及び除去 
能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び

除去を実施する。 

通 信 支 援  通信機器を用いて情報の収集及び伝達を行う。 

広 報 活 動  航空機，車両等を用いて、住民に対する広報を行う。 

そ の 他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについて

は、所要の措置をとる。 

 

３ 災害派遣部隊の受入れ 

市は、次の点に留意して、派遣部隊の活動が充分に達成されるように努める。 

(1) 職員の中から派遣部隊との連絡責任者を指名する。 

(2) 応援を求める内容、所要人員及び資機材等の確保について計画をたて、部隊到着後は速や

かに作業が開始できるようあらかじめ準備しておく。 

(3) 部隊が到着した際は、部隊を目的地に誘導するとともに部隊指揮官と協議して、作業が他

の機関の活動と競合重複することがないよう最も効果的に作業が分担できるよう配慮する。 

(4) 自衛隊の宿泊施設又は野営施設及び車両等の保管場所を確保する（候補地：中京競馬場東

第５駐車場、代替候補地：中央公園、唐竹公園）。 

(5) ヘリコプターによる災害派遣を受け入れる場合は、次の事項を準備する。 

事

前

の

① ヘリポート用地として、基準を満たす地積を確保する。その際、土地所有者又は管

理者との調整を確実に実施しておく。 

② ヘリポートの位置確認のため、ヘリポート及びその周辺地域を含む地図（縮尺１ 万
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準

備 

分の１ 程度のもの）を提供する。 

③ 夜間等の災害派遣に備えて、ヘリコプターの誘導のための照明器具を配備するとと

もに、緯度・経度によりヘリポート位置を明らかにする。 

④ 自衛隊があらかじめ行う各ヘリポートヘの離着陸訓練に協力する。 

受

入

時

の

準

備 

① 着陸点には、Ｈ記号を風と平行方向に向けて表示するとともに、ヘリポートの近く

に上空から風向、風速の判定ができる吹き流しを掲揚する。 

② ヘリポート内の風圧に巻き上げられるものは、あらかじめ撤去する。 

③ 砂塵の舞い上がるときは散水、積雪時は除雪又はてん圧を実施する。 

④ ヘリポート付近の住民に対してヘリコプターの離着陸等の広報を実施する。 

⑤ 物資を搭載する場合は、その形状と重量を把握し、事前に自衛隊と調整する。 

⑥ 離着陸時のヘリポートには、関係者以外立ち入らせない。 

(6) 自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として派遣を受けた市が負担するものとし、下記

を基準とする。なお、負担区分について疑義が生じた場合あるいはその他の必要経費が生

じた場合は、その都度協議して決めるものとする。 

ア 派遣部隊の宿営及び救援活動に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

イ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱費（自衛隊の装備品を稼働させるため通常必

要とする燃料を除く）、水道料、汚物処理料、電話等通信費（電話設備費を含む）及び

入浴料 

ウ 派遣部隊の救援活動に必要な自衛隊装備以外の資機材等の調達、借上げ、その運搬、

修理費 

エ 県、市町村が管理する有料道路の通行料 

 

４ 撤収要請 

市長は、災害派遣の目的を達成したときは、速やかに知事に撤収を要請する。 

 

第３ 災害ボランティアの受入れ 

１ 災害ボランティアセンターの設置・運営 

(1) 一般ボランティアの募集等 

大規模な災害が発生した場合、市（福祉班）及び豊明市社会福祉協議会は、災害ボラン

ティアセンター（候補施設：総合福祉会館、勤労会館）を設置する。 

また、ボランティア団体（とよあけ災害ボランティアネットワーク等）や県の広域ボラ

ンティア支援本部等と連携して、災害ボランティアコーディネーターを確保する。 

災害ボランティアセンターでは一般の災害ボランティアの募集・受付、被災者からのボ

ランティアニーズの受付及びボランティア活動のコーディネート等を行う。 

(2) 専門ボランティアの受入 

専門分野での活動を希望する個人及び団体については、市各班及び各防災関係機関が募

集、受付等を行う。 

 

２ 災害ボランティアセンターとの連携・協力 

(1) 市災対本部との連携 

市（福祉班）は、市各班における災害ボランティアのニーズを把握、整理し、災害ボラ

ンティアセンターを通じて必要なボランティアの募集をかける。 
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また、社会福祉協議会、県内及び県外から被災地入りしているＮＰＯ等のボランティア

団体と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握

し、連携のとれた支援活動が展開できるよう努める。 

(2) 活動拠点等の提供等 

市は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、必要に応じてボランティア活動に必要な

駐車場、施設、設備、資機材等を提供し、又は貸与する。 

(3) 周辺市町での災害時の対応 

周辺市町で被災した場合、本市においてもボランティアの受付体制をとるとともに、県

広域ボランティア支援本部及び被災市町の災害ボランティアセンターと連絡調整の上、現

地に派遣する。 

 

３ 防災サポーターの設置及び協力要請 

 市は、「豊明市高等学校生徒防災サポーター設置要綱」及び「豊明団地居住学生防災サポー

ター設置要綱」に基づき、避難所等において、豊明市高等学校生徒防災サポーター（以下「高

校生防災サポーター」という。）及び豊明団地居住居住団地防災サポーター（以下「団地居住

学生防災サポーター」という。）の協力要請を学校法人名古屋石田学園星城高等学校長、愛知

県立豊明高等学校長及び藤田医科大学地域包括ケア中核センター長に求めることができる。 

 

第４ 防災活動拠点の確保等 

(1) 市は、大規模な災害が発生し県内外からの広域的な応援を受ける場合に、自衛隊・警察・ 

消防を始めとする応援部隊等の展開及び宿営の拠点、資機材・物資の集結・集積に必要と

なる拠点について、関係機関との調整の上、確保を図るものとする。 

(2) 当該拠点は、市が応援活動を行う場合の活動拠点としての活用も図るものとする。 

(3) 物資の輸送拠点について、市は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調

達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録さ

れている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や

開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための

準備に努めるものとする。 

 

第５ 南海トラフ地震の発生時における広域受援 

市は、南海トラフ地震の発生時においては、市は、「南海トラフ地震における愛知県広域

受援計画」及び「豊明市受援計画」に基づき、国が実施する災害応急対策活動に対し、次の広

域的な受援活動を実施するものとする。 

(1) 緊急輸送ルートの確保 

被害が甚大な地域へ人員・物資・燃料等の輸送活動が迅速かつ円滑に行われるための緊急 

輸送ルートの確保のための活動 

(2) 救助・救急、消火活動 

あらかじめ定めた救助活動拠点を開設し、広域応援部隊を迅速かつ円滑に受け入れるため 

の活動 

(3) 災害医療活動 
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全国から派遣されたＤＭＡＴ等による被災地域内における医療機関への支援・調整を行

う活動 

(4) 物資調達 

国が被災県からの具体的要請を待たず支援する避難所避難者への支援物資の受入、配分

に係る活動 

(5) 燃料・電気・ガスの供給 

災害応急活動に必要な燃料や、重要施設の業務継続のための燃料・電気・ガスのを確実

に確保し、迅速かつ円滑に供給する活動 
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第５節 救出・救助対策 

■基本方針 

○市、尾三消防組合及び警察は、災害により生命及び身体が危険となった者を早急に救出

し、負傷者については医療機関に搬送する。 

○救出にあたっては、要配慮者を優先する。 

○発災直後に上空からの救急救助等が必要な場合は、県の防災ヘリコプターを活用する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 救出・救助 尾三消防組合、消防団、警察署 

第２ 防災ヘリコプターの活用 本部班、教育２班、尾三消防組合 

 

第１ 救出・救助活動 

１ 市における措置 

市（消防団）は、尾三消防組合及び警察等と緊密な連携のもと要救助者の救出を行う。 

(1) 自ら救出の実施が困難な場合、他市町村又は県へ救出の実施又はこれに要する要員及び

資機材につき応援を要求する。 

(2) 広域的な消防部隊の応援要請を行う必要が生じた場合、尾三消防組合は「愛知県内広域

消防相互応援協定」及び「愛知県消防広域応援基本計画」の定めるところにより消防相互

応援を行う。 

 

２ 合同調整所の設置 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調整

所を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活動

調整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。 

また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や緊急災害対策派遣隊（ＴＥ

Ｃ－ＦＯＲＣＥ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連携して活動する。 

 

第２ 防災ヘリコプターの活用 

１ 緊急出動要請 

市（本部班）は、防災ヘリコプターの応援を要請する場合、あらかじめ（名古屋市消防航

空隊）に電話で次の事項を速報し、通報後、遅滞なく緊急出動要請書に判明している事項を記

入し、ＦＡＸにて送信する。 

ア 災害の種別 

イ 航空機が行う支援活動の内容 

ウ 災害発生場所 

エ 災害発生場所の気象状態及び地形状況 

オ 離着場所の住所地及び地上支援の体制 

カ 指揮本部及び地上支援隊の無線呼出し名称 
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キ その他必要な事項 

 

２ 臨時ヘリポートの設置 

市（教育２班）は、飛行場外離着陸場に選定された臨時ヘリポート（予定地：中央公園、中

京競馬場、花き市場、豊明中学校、唐竹公園）について、施設管理者の協力を得てヘリコプタ

ーの安全な離着陸環境を確保する。 

確保の方法は、第４節 第２「３ 災害派遣部隊の受入れ」(3)に準ずる。 
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第６節 消防活動・危険性物質対策 

■基本方針 

○大規模地震発生時には、火災の多発により極めて大きな人命危険が予想されるため、消

防団員はもとより市民、事業者あげて出火防止と初期消火を行う。 

○消防機関は、関係消防機関と連携を保ちつつその全機能をあげて避難の安全確保をはじ

め、重要な地域、対象物の防御と救助・救急及び地震による火災の防御等に当たり、激

甚な大規模災害等から市民の生命、身体及び財産を保護する。 

○地震により危険物施設等が被害を受け、又は危険物の流出その他の事故が発生した場合

は、災害の拡大を防止するための適切かつ迅速な緊急措置を実施し、周辺住民等に被害

が及ばないように努め、必要に応じて情報提供、災害広報、避難誘導を実施する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 消防活動 尾三消防組合、消防団 

第２ 危険物施設対策 尾三消防組合、危険物施設事業所 

第３ 毒物劇物取扱施設対策 尾三消防組合、毒物劇物取扱事業所 

 

第１ 消防活動 

１ 市及び尾三消防組合の活動 

市（本部班）は、尾三消防組合と緊密に連携して、迅速に重点的な消防活動を行うものと

する。特に、大規模な震災の場合は、最重要防御地域等の優先順位を定め迅速に対応するもの

とする。 

また、災害事象に対応した防御活動を展開し、市民等の生命、身体及び財産を保護すると

ともに、被害を軽減する。 

 

２ 消防団の活動 

消防団は地域に密着した防災機関として、出火防止をはじめとする住民指導及び現有装備

を活用した延焼火災その他災害の防御に当たるものとする。 

なお、激甚な大規模災害が発生した場合、指揮命令系統の途絶も考えられることから、分

団単位で消火・救急救助活動が行えるよう資機材等の整備に努めておくものとする。 

(1) 出火防止 

発災と同時に居住地付近の住民に対し、出火防止を広報するとともに、出火した場合は

住民を督励して初期消火の徹底を図る。 

(2) 消火活動 

消防隊出場が不能若しくは困難な地域における消火活動又は主要避難路確保のための消

火活動を単独若しくは消防隊と協力して行う。 

(3) 消防隊の応援 

消防隊の応援要員として消火活動に従事するとともに、道路障害の排除及び消防隊の誘

導に当たる。 

(4) 救助救急 
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要救助者の救助・救出と負傷者に対する止血その他の応急処置を行い、安全な場所へ搬

送を行う。 

(5) 避難方向の指示 

避難指示等がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡をとり

ながら火勢の状況等正しい情報に基づき、住民に安全な方向を指示する。 

 

第２ 危険物施設対策 

１ 事業所の所有者、管理者又は占有者における措置 

(1) 情報収集及び防災要員の確保 

事業所の所有者、管理者又は占有者は、地震発生後直ちに地震に関する情報を収集し、

関係者に伝達するとともに、防災要員を確保する。 

(2) 応急措置及び通報 

事業所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設の実態に応じ、危険物の流出、出火

等のおそれのある作業を緊急に停止するとともに、施設の応急点検を行い、被害状況を把

握する。 

また、危険物施設が被害を受け、又は危険物の流出その他の事故が発生した場合は、災

害の拡大を防止するための応急措置を講ずるとともに、直ちに警察、消防機関等へ通報す

る。 

(3) 情報の提供及び広報 

事業所の所有者、管理者又は占有者は、地震による災害が発生し、事業所の周辺に被害

を及ぼすおそれが生じた場合は、周辺住民に対し、災害の状況や避難の必要性等に関する

正確な情報を速やかに提供するとともに、いたずらに住民の不安を増大させないための災

害広報活動を積極的に行う。 

 

２ 市における措置 

市は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する

概括的な情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。 

また、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡す

る。 

 

第３ 毒物劇物取扱施設対策 

１ 事業所の所有者、管理者又は占有者の措置 

危険物施設対策に係る措置（第２「１ 事業所の所有者、管理者又は占有者における措置」

参照）のほか、次の措置を実施する。 

毒物劇物貯蔵設備が被害を受け、毒物劇物の流出事故が発生した場合には、それによる被

害の拡大を防止するために、第一に当該施設の従業員及び周辺の住民に対し、それらの情報等

を提供し、早急に避難を呼びかける。 

 

２ 市の措置 

  毒物劇物の流出事故が発生した場合、市は次の措置を講じる。 
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(1) 県への報告 

人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括

的な情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。 

また、県に応急対策の活動状況、対策本部設置の状況、応援の必要性等を連絡する。 

(2) 事故処理の応援 

災害の状況等により事故処理剤が不足する場合は、事故処理剤の確保、供給を県に要請

する。 

(3) 周辺住民の避難等 

地震により災害が発生し、周辺住民等に被害を及ぼし、不安を与えるおそれがある場合

は、災害の状況や避難の必要性等について、速やかに正確な情報を住民等に提供する。 
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第７節 医療救護・防疫・保健衛生対策 

■基本方針 

○医療救護は、災害医療コーディネーター、医師会、周産期リエゾン、透析リエゾン、日

本赤十字社、災害拠点病院、災害拠点精神科病院、市町村等広範囲な協力体制の確立に

努める。 

○防疫措置は、生活環境の悪化、防御者の病原体に対する抵抗力の低下等の悪条件下に行

われるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症

法」という。）に従い迅速に実施し、感染症流行の未然防止に万全を期する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 医療救護 医療防疫班、東名古屋豊明市医師会、藤田医科大学病院 

第２ 防疫・保健衛生 医療防疫班、環境班、情報班、県、各防災関係機関 

 

第１ 医療救護 

１ 市医療対策本部の設置等 

(1) 市医療対策本部の設置 

市内で震度６弱以上を観測した場合、市は保健センター内に市医療対策本部を設置し、

災害時の医療救護に関する対策を統括し、推進する。 

■市医療対策本部の主な機能 

ア 県（保険医療調整会議(事務局：瀬戸保健所)）、市対策本部、医療関係機関（災害

拠点病院、災害拠点精神病院 

市医師会会員、市薬剤師会等を含む）との連絡、調整、応援要請 

イ 災害現場、避難所等における医療救護ニーズの把握 

ウ 収容医療機関の受入調整 

エ 医療救護所の選定、運用 

オ 医薬品、医療資機材、水、非常電源等の確保、医療救護所等への供給 

カ 医療救護班、医療ボランティア等の受入れ、派遣 

キ 災害の長期化対策（被災者の健康管理、メンタルヘルスケア、感染症対策、慢性疾

患対策、医療機関の再開、透析患者対策など） 

(2) 保健医療調整会議との連携 

市医療対策本部は、保健医療調整会議に参画し、市内の医療ニーズや医療救護活動等を

報告するとともに、関係機関と情報を共有し、必要に応じて医療救護班等の派遣や、医薬

品供給等の支援を要請する。 

なお、市医療対策本部は、医療関係機関等と連携して市の医療救護活動への支援に努め

る。 

 

２ 医療救護活動 

市医療対策本部は、市、市医師会、市薬剤師会等と連携して医療救護所の設置を行い、医
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療救護活動を実施する。 

(1) 医療救護所の機能と設置施設 

医療救護所の機能は、次のとおりとする。 

医療救護所 

の主な機能 

① 傷病者のトリアージ 

② 重傷者、中等症者の搬送指示 

③ 助産 

医療救護所の

優先設置箇所 

① 前原外科・整形外科・小児科（緊急医療救護） 

② みずのクリニック（透析施設） 

③ 上記以外の医療機関（産婦人科（アキラレディスクリニック）及び

精神科（藤田こころケアセンター等）は専門医療機関とする。） 

(2) 医療救護班及び医療ボランティア等の受入れ 

市外から応援派遣される医療救護班や医療ボランティア等を受入れ、救命救急の優先度

の高いところから順次派遣する。 

(3) 医薬品、衛生材料等の確保 

医療救護活動に必要な医薬品等は、最寄りの医薬品等販売業者から調達することを原則と

し、災害の状況等により不足する場合は、市薬剤師会や保健医療調整会議に調達を要請する。 

(4) 巡回診療 

必要に応じて指定避難所に臨時救護所を設置し、医療救護班の巡回による避難者等の診

療を実施する。 

(5) 入院患者等の支援 

医療機関が被災により医療を継続できない場合は、入院患者の受入調整を県に要請す

る。 

(6) 災害救助法の適用 

災害救助法が適用された場合、県が同法に基づく救助の実施機関となる。ただし、当該

災害が局地災害の場合は、当該事務は市長村長への委任を想定しているため、当該市町村

が実施することとなる。また、当該災害が広域災害の場合は、日本赤十字社愛知県支部へ

の救助事務の委託を想定している。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細則による。 

 

３ 傷病者の搬送、受入れ等 

(1) 傷病者の搬送 

救出現場等から医療救護所等への傷病者の搬送は、住民及び自主防災組織等が実施する。 

また、医療救護所等から収容医療機関への重傷者等の搬送は、尾三消防組合及び応援消

防機関の救急車両を活用して行う。ただし、救急車両が手配できない場合は、県、災害拠

点病院等に協力を要請する。 

その他、道路の通行障害、遠隔地又はＳＣＵ（県営名古屋飛行場内に広域搬送拠点臨時

医療施設：ステージングケアユニット）への搬送等については、県、県警察、自衛隊等へ

ヘリコプターによる空輸を要請する。 

(2) 患者の受入れ等 

災害拠点病院（藤田医科大学病院）は、重傷者等の受入拠点及び広域搬送の拠点として

の機能を確保する。 
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第２ 防疫・保健衛生 

１ 防疫活動 

市（医療防疫班、環境班）は、県に準じて防疫組織を設け、次の措置を講じる。 

(1) 防疫活動 

ア 環境班は、県の指示、指導に基づき感染症の病原体に汚染された場所の消毒、ねずみ

族、昆虫等の駆除、物件に係る消毒等を実施する。 

イ 避難所の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレやマンホールトイレを早

期に設置するとともに、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの

収集処理等についても必要な措置を講ずるように努める。 

(2) 臨時予防接種の実施 

知事から臨時予防接種の実施について指示を受けた場合、医療防疫班は、市医師会等と

連携して実施する。 

(3) 感染症法による生活の用に供される水の供給を実施する。 

 

２ 食品衛生指導 

県は、炊き出しの施設等における食品の衛生的取扱等について指導する。 

 

３ 栄養指導 

(1) 市は県と連携して避難所等における炊き出しに際して栄養指導を行うとともに、避難所等

における被災者の食生活支援・相談を行う。また、避難所等における食物アレルギーを有

する者のニーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に

努めるものとする。 

(2) 市は避難所等における被災者に対する健康対策のうち、巡回栄養相談等を必要とする場合

は、「災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定」に基づき、県を通じ公益社団

法人  愛知県栄養士会へ支援の活動を要請するなど、避難所等における適切な食事の確保

及び提供について、専門性を有した支援の協力が得られるよう努める。 

 

４ 健康管理 

市は県と連携して避難所等に保健師、栄養士等を必要に応じて配置し、被災者等の健康相

談を行うとともに、保健師、栄養士等による巡回健康相談を行う。 

また、要配慮者の健康状態には特段の配慮行い、必要に応じ、医療を確保するとともに、

福祉施設等での受入れや介護職員の派遣等、保健・医療・福祉・介護関係者と協力し、健康維

持に必要な支援を行う。 

 

５ 健康支援と心のケア 

(1) 被災状況の把握と避難所・地域の保健活動 

市は、避難所や被災地の状況を踏まえて避難所等への保健活動方針と方法を決定し、巡

回健康相談や家庭訪問等を実施する。 

また、県に状況を報告するとともに、情報提供やＤＰＡＴなどの支援を求める。 

(2) 長期避難者等への健康支援 

市は、避難者の健康増進への支援、ストレスなどの心の問題等を含めた健康相談体制の
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充実、自治活動の支援等を行う。 

また、ストレス症状の長期化・悪化、ＰＴＳＤ・うつ病・アルコール依存症に対する精

神保健福祉相談体制を必要に応じて確保し、専門機関への橋渡しを行う。 

(3) 子供たちへの健康支援活動 

市は、学校における児童・生徒の健康診断を実施するとともに、スクールカウンセラー

による学校内でのカウンセリングや家庭訪問等で心のケアを行う。 

また、県は、児童相談センターに相談窓口を設置する。 

(4) 職員等災害対策活動従事者の健康管理 

市及び各防災関係機関は、災害対策活動従事者が過重勤務等から心身のバランスを崩す

ことを未然に防ぐため、定期的なミーティング等により心身の健康状態を把握し、適切な

勤務体制を整える。 

 

６ 避難所の生活衛生管理 

市（医療防疫班）は県と連携し、避難者の健康状態を調査するとともに、飲料水について

は、原則として水道水又はあらかじめ備蓄した飲料水を使用する。 

 

７ 動物の保護 

県は、被災動物の保護及び収容を行うとともに、特定動物及び犬による危害を防止す

る。また、獣医師会等関係団体が実施する動物救護活動を支援する。 

市は、これらの活動に協力する。 

 

８ 応援協力 

市は、県の実施する臨時予防接種について対象者の把握、対象者への連絡等必要な協力を

行う。 

また、自ら防疫・保健活動の実施が困難な場合は、他市町村や県へ防疫・保健活動の実施

又はこれに要する要員及び資機材について応援を要求する。 
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第８節  交通の確保・緊急輸送対策 

■基本方針 

○災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、道路交通法及び災害対策基本

法に基づき、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する。 

○災害発生時には、別に指定する緊急輸送道路を他の道路に優先して復旧作業等を実施し

て確保する。 

○応急対策の実施に当たり必要な人員、物資等を迅速に輸送するため、各々が保有する車

両等を総動員するとともに、運送関係業者等の保有車両等を調達する。 

○災害対策のための要員及び資機材等の緊急輸送機能を迅速に確保し、緊急交通の円滑化

を図るため、道路、鉄道等の交通施設に対する応急復旧活動を実施するとともに、輸送

機能の確保に努める。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 道路交通規制等 愛知警察署、自衛隊 

第２ 道路施設対策 土木班、愛知警察署、県尾張建設事務所、名古屋国道

事務所、中日本高速道路(株) 

第３ 鉄道施設対策 土木班、愛知警察署、名古屋鉄道（株） 

第４  緊急輸送手段の確保 本部班、各防災関係機関 

第５  燃料の確保 本部班 

 

第１ 道路交通規制等 

１ 警察の措置 

県警察は、危険防止又は災害の拡大防止を図るとともに、緊急輸送を確保するため、直ち

に一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うものとする。 

(1) 緊急交通路の確保 

ア 人命救助、災害の拡大防止、政府・自治体・インフラ関係、負傷者搬送等に要する人

員及び物資の輸送を優先した交通規制を行う。 

イ 緊急交通路として交通規制を実施する範囲は、道路の交通容量（復旧状況）、交通量

等に応じて段階的に見直しを行う。 

ウ 通行を認める車両の範囲は、交通状況、被災地のニーズ等を踏まえ、優先度を考慮し

つつ段階的に見直しを行う。 

■緊急交通路の通行を認める車両の分類 

分類 態様 

緊急通行 

車  両 

・緊急自動車 

・緊急自動車のほか、災害応急対策に使用される車両 

規制除外 

車  両 

・災害対策に従事する自衛隊、米軍及び外交官関係の車両であって特別のナンバ

ープレートを有しているもの 

・上記のほか、民間事業者等による社会経済活動のうち大震災発生時に優先すべ

きものに使用される車両 
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■交通規制の実施要領 

分類 態様 

初動対応 交通情報の

収集 

・道路の損壊状況、交通状況等の交通情報の収集に努め、特に緊急

交通路に予定されている道路の状況は、通行に支障がないか優先

的に確認する。 

・道路の損壊が見込まれる場所においては、警察署長による交通規

制又は現場の警察官の指示により、歩行者及び車両の安全を確保

しつつ、道路管理者等と連携し、道路情報の収集を行う。 

緊急交通路

の指定等に

係る連絡及

び調整 

・災対法第 76条第１項の規定に基づく交通規制の実施に向け、緊急

交通路の指定又は検問体制に係る関係機関との連絡及び調整を行

う。なお、必要に応じて警察署長による交通規制又は現場の警察

官の指示により、被災区域への車両の流入抑制を行う。 

第一局面

（大震災

発 生 直

後） 

・緊急通行車両及び規制除外車両（民間事業者等による社会経済活動に使用され

る車両のうち、人命救助及び輸送施設等の応急復旧に必要な車両に限る。）以

外の車両については、原則として、第一局面での緊急交通路の通行を禁止す

る。 

・交通規制の方法は、災害対策基本法施行規則別記様式第２の標示を設置して行

う。なお、信号機の滅灯等がある場合は、信号機電源付加装置の活用等に配意

する。 

第二局面 

（※） 

第一局面において交通規制の対象とした車両について、必要に応じた見直しを

図る。 

※交通容量は十分ではないが、第一局面で通行可能な車両以外の車両の通行も可能となった局面 

(2) エリア交通規制 

被害状況等により県内を名古屋・尾張エリア及び三河エリアに二分し、被害が集中した

エリアに対してその境界及び県境において交通の状況に応じた交通の抑制、広報活動等を

行う。 

(3) 大震災発生時の交通規制計画 

大規模な地震が発生した際には、高速道路等に交通規制を実施し、緊急交通路として災

害応急対策車両等の通行を確保する。 

 

２ 消防吏員・自衛官の措置 

災害派遣を命じられた自衛官及び消防吏員は、警察官がその場にいない場合に限り、それ

ぞれの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、緊急交通路において災害対策基本法第 76

条の３の規定により緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件に対して必要な措置をと

ることができる。 

その場合、措置命令・措置通知書により当該命令及び措置を行った場所を警察署長に直接

又は警察本部（交通規制課経由）に通知する。 

 

３ 道路管理者等との相互協力 

車両の通行を禁止し、又は制限する場合には、できるだけ道路管理者等及び関係機関と緊

密な連携を保ち、適切な交通規制を行う。 

また、交通規制のため車両が滞留し、その場で長時間停止することとなった場合は、関係

機関が協力して必要な対策を講ずる。 
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４ 自動車運転者の措置 

 県警察は関係機関と連携し、自動車運転者に対して次の措置を講ずるよう呼びかける。 

(1) 車両を運転中に大地震が発生したときは、一般車両の運転者は、次の措置をとることと

し、原則として徒歩で避難する。 

ア 急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停

止する。 

イ 停止後は、カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に

応じて行動する。 

ウ 引き続き車を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物など

に十分注意すること。 

エ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておく。 

オ やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを

止め、エンジンキーは付けたままとするか運転席などの車内の分かりやすい場所に置い

ておくこととし、窓を閉め、ドアはロックしない。 

カ 駐車するときは、避難する人の通行や地震防災応急対策の実施の妨げとなるような場

所には駐車しない。 

(2) 災害対策基本法に基づき緊急通行車両以外の車両の通行が禁止される交通規制が行われ

た場合、同法第 76 条の 2 の規定により、緊急交通路内の一般車両の運転者は、次の措置を

とる。 

ア 速やかに車両を次の場所に移動させる。 

（ｱ）緊急交通路に指定された区間以外の場所 

（ｲ）緊急交通路の区域に指定されたときは、道路以外の場所 

イ 速やかな移動が困難なときは、車両をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど、

緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車する。 

ウ 警察官又は道路管理者等の命令や指示を受けたときは、その 命令や指示に従って車

両 

を移動又は駐車する。 

 

第２ 道路施設対策 

各道路管理者等は、道路パトロールカーによる巡視、道路情報システムの活用等により、

道路の被害状況及び交通状況を速やかに把握し、他の道路管理者等、警察、その他関係機関と

の情報共有を行う。 

また、被災状況、緊急輸送道路等の確保状況等を踏まえ、被災した道路、橋りょう等の緊

急復旧、迂回路の確保等に努める。 

各道路管理者等による応急工事が困難な場合、県や国土交通省へ応援等を求める。 

(1) 被害状況の把握 

各道路管理者等（土木班、尾張建設事務所、名古屋国道事務所、中日本高速道路(株)）及

び警察署は、速やかに道路の点検巡視、被害調査・情報収集等を行い、通行可能な道路等

の情報共有を行う。 

(2) 緊急輸送道路等の機能確保 

ア 管理道路における緊急輸送道路指定路線及び重要物流道路（代替路及び補完路を含 

む。）について、障害物の除去、応急復旧等を行い、道路機能を確保する。 

また、南海トラフ地震の発生時においては、「南海トラフ地震における愛知県広域受援 
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計画」に定めるタイムラインに留意する。 

イ 放置車両や立ち往生車両等が発生した場合で、緊急通行車両の通行を確保するため緊 

急の必要があるときは、道路管理者として区間を指定して、運転者等に対し車両の移動等

の命令を行う。運転手がいない場合等においては、自ら車両の移動等を行うものとする。 

ウ 応急工事の実施が困難な場合、県へ要員の確保について応援を要求する。 

エ 重要物流道路（代替・補完路を含む。）において、道路啓開の実施が困難な場合、国 

に代行を要請する。 

(3) 情報の提供 

各道路管理者等及び警察署は、緊急輸送道路等の確保状況、通行規制、迂回路等の情報

について関係機関、道路利用者等に対して情報提供を行う。 

 

第３ 鉄道施設対策 

名古屋鉄道(株)は、災害が発生したときは、その被害の規模に応じて災害対策本部を設け

るとともに、関係箇所への連絡通報を行って、速やかに乗務員関係、駅関係、通信連絡関係の

緊急対応措置の実施、並びに応急復旧活動の実施に努める。 

 

第４ 緊急輸送手段の確保 

１ 輸送機関における措置 

鉄道事業者（名古屋鉄道(株)）、自動車運送事業者（日本通運(株)、名鉄バス(株)）、そ

の他の輸送機関は、一般貨客の輸送に優先して災害輸送の実施に努める。 

また、必要に応じて列車・車両の特発、う回運転、代替輸送等臨機の措置を講ずる。 

 

２ 輸送車両の確保・運用 

市及び各防災関係機関は、あらかじめ定める大地震時における輸送車両等の運用・調達計

画等により、車両等の調達先及び予定数を明確にし、人員・物資等の輸送手段を確保する。 

市は、輸送車両等が不足する場合、愛知県トラック協会知多支部等へ輸送協力を要請す

る。さらに輸送手段が不足する場合は、次の事項を明示して他市町村又は県に調達あっせんを

要請する。 

(1) 輸送区間及び借上げ期間 

(2) 輸送人員又は輸送量 

(3) 車両等の種類及び台数 

(4) 集結場所及び日時 

(5) その他必要事項 

 

３ 緊急通行車両の事前届出及び確認 

災害対策基本法第76条による緊急通行車両以外の通行の禁止又は制限が実施された場合

は、県又は県公安委員会に緊急通行車両確認申請書を提出し、標章、証明書の交付を受けて当

該車両の前面の見やすい部位に標章を表示する。 

また、災害応急対策活動用車両として事前に届出済みの車両については、県公安委員会か

ら速やかに標章等の交付を受ける。 
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４ 指定公共機関等への運送要請 

災害応急対策の実施のため緊急を要する場合は、災害対策基本法第 86 条の 14 及び第 86 条

の 18 の規定を活用し、運送事業者である指定公共機関（日本通運(株)など）又は指定地方公

共機関（名鉄バス(株)、愛知県トラック協会）への運送要請を県に依頼する。 

この場合、運送すべき人、物資又は資材並びに運送すべき場所及び期日を示して運送を要

請する。 

 

５ 緊急輸送の対象となる人員、物資の範囲 

(1) 応急（復旧）対策作業に従事する者 

(2) 医療、通信、調達等で応急（復旧）対策に必要とされる者 

(3) 食糧、飲料水等、その他生活必需物資 

(4) 医薬品、衛生機材等 

(5) 応急（復旧）対策用資材及び機材 

(6) その他必要な人員及び物資、機材 

(7)  被災者（滞留者、要配慮者、傷病者等）及びボランティア 

 

第５ 燃料の確保 

市は、公用車、応援車両等に必要な燃料について、愛知県石油商業組合名古屋第６地区に

対して優先的に行うよう要請する。 

また、市災対本部や病院等の非常用発電機の燃料が不足する場合、避難所の暖房や炊き出

し等に用いる燃料が不足する場合にも燃料の供給を要請する。 

さらに燃料が不足する場合は、県に応援を要請する。 
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第９節 水害等防除対策 

■基本方針 

○市及び防災関係機関は、堤防の崩壊・き裂、水門、樋門、ため池、高圧又は高位部の水

路等の決壊等により浸水し、又はそのおそれがある場合、水防上必要な警戒活動、広報

活動、応急復旧活動を適切に実施し、氾濫水による被害の拡大防止に努める。 

○浸水対策については、「愛知県水防計画」に準じて実施する。 

○水門の閉鎖や避難行動要支援者の避難支援などを実施するにあたっては、市、消防、警

察などが避難誘導や防災対応にあたる者の安全確保を前提として実施するものとする。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 浸水対策 土木班、物流班、消防団、県尾張建設事務所、県尾張農

林水産事務所 

第２ 土砂災害対策 土木班、消防団、県尾張建設事務所 

 

第１ 浸水対策 

(1) 河川、ため池等（防災重点ため池）の点検及び応急措置 

市（土木班、物流班）及び県は、地震が発生した場合、管理する河川、ため池等の点検を

行い、次の応急措置を講じる。 

ア 被災後の降雨による二次災害の可能性が認められる箇所については速やかに応急復旧

を行う。 

イ 排水機場、水門等が沈下・変形等により運転や開閉操作等に支障がある場合は、施設

の重要度を考慮し、また、専門業者への緊急連絡を行い、速やかに応急復旧等を行う。 

ウ 堤防、水門、樋門等の漏水、溢水等がある場合は、状況に応じて可搬式ポンプ等によ

る応急排水を実施する。可搬式ポンプが不足する場合は、必要に応じて県に貸与を要請

する。 

(2) 浸水対策 

洪水のおそれがある場合、市（土木班、消防団）は、豊明市水防計画に準じて水防活動を

行うが、地震時には河川施設の被害状況等を考慮して、適切かつ安全に行う。 

 

第２ 土砂災害対策 

市（土木班、消防団）は、県（尾張建設事務所）と連携して土砂災害危険箇所・区域の応

急点検を行う。 

また、亀裂や一部崩壊が発生した場合は、建設業協会等に協力を依頼し、土砂の撤去、二

次災害防止のためシート張りによる防護等を行う。 
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第 10節 避難者・避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

■基本方針 

○市長等は、災害対策基本法等に基づき必要に応じて避難のための可能な限りの措置をと

ることにより、生命及び身体の安全の確保に努める。 

○市は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要配慮者への支援体制を整備す

る。 

○帰宅困難者等の発生による混乱を防止するため「むやみに移動（帰宅）を開始しない」

という基本原則の徹底を図る。 

○新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制などの感

染症対策を取り入れた対策を推進する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 避難指示等 本部班、消防団、県、愛知警察署、自衛隊 

第２ 避難所の開設・運営

等 

教育１班、避難所開設職員 

第３ 避難所以外の場所に

滞在する被災者への対

応 

本部班、物流班、医療防疫班 

第４ 要配慮者の支援 本部班、高齢者班、福祉班、児童班、豊明市社会福祉協議

会 

第５ 帰宅困難者対策 本部班、事業所・学校等の管理者 

 

第１ 避難情報等 

１ 避難情報 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、特にその必要があると認められるとき

は、高齢者等避難の発表、避難指示又は緊急安全確保の発令を行う。 

(1) 避難情報の実施者 

 市長その他の避難情報の実施権者は、避難指示を発令し、又は解除する場合、相互にそ

の状況等を連絡して情報を共有するものとする。 

実 施 者 種類 要      件 根拠法令 

市 長 

災害全般 

(高齢者 

等避難) 

要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者が

避難行動を開始しなければならない事態で、人的

被害の発生する可能性が高まったと認めるとき 

災害対策基本

法第60条 

市 長 

災害全般 

(指示・緊急

安確保) 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、人命又は身体を災害から保護し、その

他災害の拡大を防止するため、特に必要があると

認めるとき及び急を要すると認めるとき 

災害対策基本

法第60条 
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実 施 者 種類 要      件 根拠法令 

知 事 

災害全般 

(指示・緊急

安確保) 

市長が事務の全部又は大部分の事務を行うこと

ができなくなったとき 

警察官 

災害全般 

(指示・緊急

安確保) 

市長が避難のための立退きを指示できないと認

めるとき又は市長から要求があったとき 

災害対策基本

法第61条 

(災害派遣の)

自衛官 

災害全般 

(指示) 

災害の状況により特に急を要する場合で、警察

官がその現場にいないとき 

自衛隊法第94

条 

知事、その命

を受けた職員 

地すべり 

(指示) 

地すべりにより著しい危険が切迫していると認

められるとき 

地すべり等防

止法第25条 

知事、その命 

を受けた職員

又は水防管理

者（市 長） 

洪水・雨水

出水 

(指示) 

洪水・雨水出水により著しい危険が切迫してい

ると認められるとき 
水防法第29条 

（注）種類の欄の「避難指示・高齢者等避難」、「緊急安全確保」、「近隣の安全な場所」の意味

は次のとおりである。 

・「高齢者等避難」は、必要と認める地域の居住者に対し避難のための立退き準備を促すもの、

避難に時間のかかる要配慮者とその支援者に立退き避難を促すもの。 

・「避難指示」は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを指示すること。 

・「避難指示」は、急を要すると認めるときに、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のた

めの立退きを指示すること。 

・「緊急安全確保」は、その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 

・「近隣の安全な場所」は、指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等 

(2) 知事等への助言の要求 

市長（本部長）は、避難のための立退きを指示し、又は「緊急安全確保」の安全確保措

置を指示しようとする場合において必要があると認めるときは、名古屋地方気象台、中部

地方整備局又は知事に対し助言を求めることができる。さらに、避難指示等の発令に当た

り、必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判

断するものとする。 

(3) 避難情報の内容 

市長等の避難情報を発令する者は、次の内容を明示して実施するものとする。 

① 避難対象地区      ② 避難先          ③ 避難経路 

④ 避難情報の理由    ⑤ その他の必要な事項 

 

２ 警戒区域の設定 

市長その他の警戒区域の設定権者は、警戒区域を設定し、又は解除する場合、相互に状況

を連絡し、情報を共有するものとする。 

設定権者 種 類 要      件 根拠法令 

市 長 災害全般 

災害が発生し、又は災害が発生しようとしてい

る場合において、人の生命又は身体に対する危険

を防止するため特に必要があると認めるとき 

災害対策基本法 

第 63条 

知 事 同上 上記の場合において、市が全部又は大部分の事 災害対策基本法 
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設定権者 種 類 要      件 根拠法令 

務を行うことができなくなったとき 第 73条 

消防長 

又は 

消防署長 

火災のお

それ又は

火災の発

生 

ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事

故が発生した場合において、当該事故により火災が発

生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生し

たならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれが

あると認められるとき 

消防法第 23条

の２ 

 

消防法第 23条

の２ 
警察署長 同上 

上記の場合で、消防吏員若しくは消防団員が現場に

いないとき、又は、消防長若しくは消防署長から要求

があったとき 

※当該職権を行った場合は直ちに消防長又は消防署長

に通知しなければならない。 

警察官 同上 

上記の場合において、市長もしくはその委任を

受けた市の職員が現場にいないとき、又はこれら

の者から要求があったとき 

災害対策基本法 

第 63条 

自衛官 同上 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長

その他職権を行うことができる者がその場にいな

い場合に限り行う。 

災害対策基本法 

第 63条 

消防吏員 

又は 

消防団員 

火災 火災の現場において必要があるとき 
消防法第 28条 

 
警察官 

(警察署長) 
同上 

上記の場合で、消防吏員又は消防団員が火災現場に

いないとき、又はこれらの者から要求があったとき 

消防機関に属する者 洪水 水防上緊急の必要がある場所において 
水防法第 21条 

警察官 同上 上記の場合で、消防機関に属する者がいないとき 

 

３ 避難誘導等 

(1) 避難情報の伝達・周知 

避難指示を発令するにあたっては、危険の切迫性に応じて避難情報の伝達文の内容を工夫

すること、その対象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動が分かるように

伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする。 

その際、市（本部班、情報班）は豊明市メール配信サービス、緊急速報メール、Ｙａｈｏ

ｏ避難情報、豊明市防災情報ブログ、ケーブルテレビ（ＣＣＮｅｔ）広報車の巡回放送等

の広報手段（その他広報手段は、第３節 第３「１ 広報活動」参照。）を活用し、その旨

を速やかに対象地区の住民等に周知する。 

(2) 住民等の避難誘導等 

ア 市（消防団）は、区長、自主防災組織等と連携し、区・町内会等の単位での集団避難

を行うものとし、住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努めるものと

する。 

避難行動要支援者については、第４ １「(1) 避難行動要支援者の安否確認・避難誘

導」により避難支援を行う。 

イ 学校、病院、社会福祉施設、その他不特定多数の者が利用する施設の管理者は、施設

利用者等の避難誘導を行う。 

ウ 警察署は、混雑や混乱等が予想される避難経路の交通規制や誘導員の配置に努める。 
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エ 指定緊急避難場所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に

受け入れるものとする。 

 

４ 応援要請 

市は、自ら避難者の誘導及び移送の実施が困難な場合、他市町村又は県へ避難者の誘導及

び移送の実施又はこれに要する要員及び資機材について応援を要求する。 

 

 

第２ 避難所の開設・運営等 

市は、「豊明市避難所運営マニュアル」、「避難所における新型コロナウイルス感染症へ

の対応」及び「新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所開設フロー」に基づき、避難

所の開設及び避難所の運営を行う。 

 

１ 避難所の開設 

市内で震度５強以上を観測した場合、又は本部長が必要と認めた場合、市は避難所を開設す

る。また、避難所を開設する場合は、あらかじめ施設の安全性を確認するものとする。ただし、

ライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や道路の途絶による孤立が続くと見込ま

れる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討するものとする。また、

避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等

を適切に県に報告する。 

(1) 避難所の開設 

避難所開設職員は、施設管理者（校長等）と連携し、避難所の開設及び初動運営にあたる。 

勤務時間外の場合、市（教育１班）は避難所開設職員及び施設管理者（鍵の保有者）の参

集状況等を確認し、未参集等の場合は速やかに避難所に職員を派遣して代行させる。 

(2) 避難者の受入れ等 

避難所開設職員等は、受入れスペースを設定して区・町内会等の単位で避難者を受入れ

る。なお、要配慮者には、利便性や居住環境のよいスペースの割り当てに努める。 

また、避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入

れるものとする。 

(3) 市災対本部への報告等 

避難所開設職員、又は施設管理者は、避難所施設及び避難収容者等の状況について所定の

様式を活用してとりまとめ、市災対本部（教育１班）へ速やかに報告する。 

なお、施設の構造等に危険な状況があることが報告された場合は、応急危険度判定実施本

部（第 15節 第１「１ 実施本部の設置」参照）へ避難所の応急危険度判定を要請する。 

 

２ 避難所の運営 

市は、避難所内の混乱を防止し、安全かつ適切な管理を図るため、次の点に留意して避難

所を運営する。 

(1) 避難所運営マニュアルに基づく避難所運営 

  市避難所運営マニュアルに基づき、避難所の円滑な運営を図る。 

(2) 避難所運営体制の確保 
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ア 避難所運営職員の編成 

市（情報班）は、避難所運営にあたる市職員のストレス障害を防止するため、市の全職

員を対象としたローテーション方式による避難所運営職員派遣計画をたてる。 

イ 自治運営体制の確立 

行政区の役員等で構成する避難所運営委員会と連携し、避難者による自治運営体制を確

立する。その際、女性の参画を推進し、避難の長期化等必要に応じて男女のニーズの違い

等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

(3) 避難者への情報提供 

  市は、常に県の災害対策本部と情報連絡を行い、正しい情報を避難者に知らせて、流言飛

語の流布防止と不安の解消に努めること。 

  特に、自宅での生活への復帰を避難者へ促す目安となるよう、ライフラインの復旧状況等、

日常生活に関わる情報を避難所にも提供するように努めること。 

  また、目の見えない人や耳の聞こえない人、外国人等への情報提供方法について、「愛知

県避難所運営マニュアル」の「避難所利用者の事情に配慮した広報の例」を参考に配慮す

ること。 

(4) 食料・物資等の供給 

避難所運営職員は、避難者名簿等から食料、生活必需品等の必要量を市災対本部（物流班）

に報告する。 

また、避難所に供給された食料等は、避難所運営職員が受け入れた後、避難所運営委員会

が各避難者へ配給する。 

なお、食料の提供にあたっては食物アレルギーや宗教上理由等により食べられないものが

ある避難者に配慮し、原材料表示や献立表の掲示等を行う。 

(5) 生活環境の確保 

避難者のニーズを早急に把握し、避難所における生活環境に注意を払い、良好な生活の

確保に努めるとともに、避難者のプライバシーの確保に配慮する。 

特に、女性や子育て家庭のニーズに配慮し、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設

置や生理用品、女性用下着の女性による配布、防犯対策などを講じる。 

また、災害発生後、一定期間が経過し、避難所の避難者に対する理容及び美容の提供、

被災者に対する入浴の提供、及び避難所等で避難者が使用する自治体所有の毛布、シーツ

等のクリーニングの提供を必要とする場合は、「生活衛生同業組合との災害時における被

災者支援に関する協定」に基づき、県を通じ生活衛生共同組合へ要請する。避難所の衛生

的な環境の確保が困難となった場合は、「災害時における避難所等の清掃業務の支援に関

する協定」に基づき、県を通じ一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会へ業務の提供を要

請するなど避難所の公衆衛生の向上に努めるものとする。 

(6) ペット同行避難者への対応 

ア ペットの受入れは原則可能とするが、避難所において避難者同士の理解が得られない

場合は、受入れないこととする。 

イ ペットの管理責任は飼育者にあることを徹底する。 

ウ ペットの受入れ状況を把握するとともに、必要に応じて行政等に支援を要請するため、

「避難所ペット登録台帳」を作成する。 

エ ペットの飼育場所については、避難者の健康及び避難所の衛生の保持を考慮したうえ

で、避難所運営委員会等で決定する。（例：自転車置き場、軒下、渡り廊下等） 
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オ ペットの飼育ルールを作成し、飼育者及び避難者への周知・徹底を図る。また、獣医

師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

(7) 避難者、自主防災組織、ボランティア等の協力による運営 

避難所における情報の伝達、生活物資の配給、清掃等について、避難者、自主防災組織、

避難所運営について専門性を有したＮＰＯやボランティア等の協力が得られるよう努める

こと。 

(8) 感染症対策 

市は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、感染症対策として必要な

措置を講ずるものとする。 

(9) その他 

緊急避難場所を兼用しない避難所については、大雨等で避難所が危険になる場合を想定し

た緊急避難場所等への円滑な避難誘導体制を確保する。 

 

３ 多様な避難所の確保及び応援要求 

避難所が不足する場合及び要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、旅

館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。 

また、市自ら避難所の開設、運営等を行うことが困難な場合は、他市町村又は県へ応援を

要求する。 

 

４ 広域一時滞在に係る協議等 

(1) 市における措置 

ア 広域一時滞在の要請 

市長（本部長）は、災害が発生し、被災した住民の、他市町村又は県域を越えての避難

が必要となる場合は、同一都道府県内の他の市町村への受入れについては、避難先市町村

と直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては、避難先都道府県との協議を

県に要請する。 

イ 広域一時滞在の受入 

他市町村又は県から本市への広域一時滞在の受入を要請された場合は、本市も被災して

いる場合等の理由がある場合を除いてこれを受諾し、一時滞在用の公共施設等を提供する。 

 

第３ 避難所以外の場所に滞在する被災者への対応 

市は、避難所以外の在宅や車中、テントなどで生活を余儀なくされた在宅避難者に対して

も避難所滞在者に準ずる支援に努める。 

(1) 本部班は、区長及び自主防災組織等に、避難所以外で生活をしている避難者の情報提供を

依頼する。 

(2) 物流班及び医療防疫班は、避難所等を各地区の避難所以外で生活をしている避難者への支

援拠点とし、食料及び生活必需品の配布、保健師による巡回健康相談等の実施に努める。 

 

第４ 要配慮者の支援 

１ 高齢者、障害者等の支援 
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市（高齢者班、福祉班、児童班）は、区長、自主防災組織、民生委員・児童委員等の避難

支援関係者と連携し、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者の避難等を支援する。 

(1) 避難行動要支援者の安否確認・避難誘導 

市は、避難支援関係者の協力を得て、避難行動要支援者への情報伝達、安否確認、避難

誘導を実施する。 

ア 避難のための情報伝達 

市は、豊明市メール配信サービス、緊急速報メール、ケーブルテレビ（ＣＣＮｅｔ）、

Ｙａｈｏｏ避難情報、豊明市防災情報ブログ、一斉ファックス（各区長）、広報車など複

数の手段を組み合わせ、避難行動要支援者及び避難支援関係者に警報及び避難指示等の情

報を速やかに伝達する。また、障がい者にはその障がいに配慮した手段を用いて情報を伝

達する。 

イ 避難行動要支援者の避難支援、安否確認 

避難支援関係者は、避難行動要支援者名簿や個別支援計画を活用し、避難行動要支援者

の安否確認、緊急避難場所・指定避難所等への避難誘導を行う。また、安否確認結果や避

難先を、指定避難所の市職員等を通じて市に報告する。 

市は、避難行動要支援者名簿の情報提供に不同意の者についても、災害が発生し、又は

災害が発生するおそれがある場合で、避難行動要支援者の生命、身体を保護するために特

に必要がある場合、必要な限度で名簿情報を避難支援関係者に提供し、安否確認、避難誘

導を要請する。 

 ウ 避難所における名簿情報等の有効活用 

市は、避難行動要支援者名簿や個別支援計画を、避難行動要支援者の避難生活支援に有

効利用するため、指定避難所の市職員に必要な限度で提供する。 

指定避難所の市職員は、これらの名簿情報や個別支援計画を適正に管理する。 

(2) 避難生活等の支援 

市は、福祉関係者等と連携し、避難所生活、在宅避難等を送る要配慮者の状況把握や必要

な福祉サービスの提供に努める。 

ア 避難所・在宅避難等におけるニーズ把握とサービスの提供 

市は、避難支援関係者、在宅介護サービス事業者、災害ボランティア等の協力を得て、

要配慮者の生活状況や福祉ニーズを調査する。 

また、市社会福祉協議会、地域包括支援センター等と連携し、避難所等の巡回による要

配慮者への保健・福祉サービスの提供に努める。 

イ 福祉避難所（要配慮者優先避難所・要配慮者専用避難所）の開設 

市は、指定避難所や在宅での避難生活が困難な要配慮者のために福祉避難所を開設し、

生活相談や介助等を行う。 

(ｱ) 対象者の把握 

市は、指定避難所や在宅避難の要配慮者の調査結果から、身体の状態、必要な介助

の状況等を考慮し、福祉避難所へ収容すべき要配慮者と優先度を把握する。 

(ｲ) 福祉避難所の開設、受入れ 

市は、福祉避難所予定施設の被災状況、要配慮者の受入れ可能状況を確認し、施  

設管理者に福祉避難所の開設、受入れを要請する。 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必要に応じ 

て、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して 
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公示するものとする。 

前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、 

個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難 

することができるよう努めるものとする。 

なお、市社会福祉協議会、地域包括支援センター、在宅介護サービス事業者等と連携

し、要配慮者の相談や介助にあたる人材（社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、

ホームヘルパーなど）や必要な物資（介護用品、衛生用品、医薬品、生活用具など）等

を確保する。人材や必要な物資等が不足する場合は、県に応援を要請する。 

その他、福祉避難所への要配慮者の搬送は、同行する家族、避難支援関係者、福祉

関係団体等へ要請するほか、必要に応じて福祉車両等を調達して実施する。 

   ■福祉避難所の収容対象者・施設等 

種 類 収容対象者 収容施設 備 考 

要配慮者 

専用避難所 

特に優先度の高

い要介護高齢者 

豊明苑、グループホームひびきの

家、グループホームぴぃす、グル

ープホームファミリアおおくて、

豊明老人保健施設、豊明第２老人

保健施設、ケアタウン豊明、勅使

苑、くつかけホーム 

 

特に優先度の高

い障がい者 

メイツ、ゆたか苑  

要配慮者 

優先避難所 

優先度の高い要

介護高齢者 

福祉体育館、各保育園 要配慮者の家族

等によるケアが

可能な場合は、

家族等も同行と

する。 

乳幼児、妊産婦 各保育園 

障がい者 どんぐり学園 

(3) 社会福祉施設への緊急入所支援 

市は、被災等により社会福祉施設への緊急入所を要する要配慮者について、市内の社会

福祉施設及び県と連携して受入施設の確保に努める。 

(4) 福祉サービスの継続 

市及び市社会福祉協議会は、地域包括支援センター、在宅介護サービス事業者等と連携

し、在宅避難や仮設住宅に入居する要配慮者への福祉サービスが継続されるように努める。 

 

２ 外国人に対する情報提供と支援ニーズの把握 

市（本部班）は、次の方法により災害情報や支援情報等の提供を行うとともに、必要な

支援ニーズを収集する。 

ア 市国際交流協会や各種ボランティア団体との連携 

イ 愛知県災害多言語支援センター（大規模災害時に設置）が発信する多言語情報の活用 

ウ 通訳ボランティア等の避難所等への派遣 

第５ 帰宅困難者対策 

１ 県及び市の措置 

(1) 「むやみに移動（帰宅）を開始しない」旨の広報及び一時滞在施設（滞在場所）の確保等 
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県及び市は、公共交通機関の運行停止により自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が

大量に発生した場合、「むやみに移動（帰宅）を開始しない」旨を広報して一斉帰宅の抑

制し、帰宅困難者の集中による混乱の抑制を図る。 

 また、状況に応じて一時滞在施設（滞在場所）を南部公民館とし、公共交通機関等と連

携して駅前等の帰宅困難者を誘導する。 

(2) 徒歩帰宅の支援 

県及び市は、安全な帰宅の為の災害情報を提供するほか、企業、放送事業者、防災関係

機関等との連携により、徒歩帰宅者に対して徒歩帰宅支援ルートやコンビニエンスストア

などの支援ステーションの情報提供に努める。 

また、各種の手段により、徒歩帰宅に必要な装備等、家族との連絡手段の確保、徒歩帰

宅経路の確認、事業所の責務等、必要な広報に努める。 

 

２ 事業者、学校等における措置 

事業者や学校などは、発災時には組織の責任において、安否確認や交通情報等の収集を行

い、災害の状況を十分に見極めた上で、従業員、学生、顧客等への対応を検討し、帰宅する者

の安全確保の観点に留意して、対策をとるものとする。 
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第 11節 水・食料・生活必需品等の供給 

■基本方針 

○被災住民に対し、最低限必要な水、食料、生活必需品を供給する。 

○被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物

資 

の調達・供給に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含め

るなど被災地の実情を考慮する。 

○被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状

態 

の解消に努め、食料、飲料水及び生活必需品等の円滑な供給に十分配慮する。 

■対策の体系と実施機関 

対策項目 実施主体 

第１ 給水 物流班、愛知中部水道企業団 

第２ 食料の供給 物流班 

第３ 生活必需品の供給 物流班 

第４ 救援物資等の募集、受入れ 物流班 

 

第１ 給水 

１  給水需要の把握 

市（物流班）は市内の断水状況を把握するともに、人命に関わる重要施設（病院、透析

医療機関、医療救護所、社会福祉施設等）の給水需要を速やかに把握する。 

 

２ 給水源の確保 

市は、愛知中部水道企業団と連携し、１人あたりの目標給水量（次表参照）を基準とし

て給水源を確保する。また、市関係各班、関係機関に協力を要請し、耐震性貯水槽、受水

槽、プール、井戸（協定によるフジパン(株)豊明工場など）等を補給水源として確保す

る。 

なお、貯水槽等を飲料水として利用する場合は、保健所等の協力を得て飲用の適否を検

査するほか、ろ水機等での処理や塩素剤による滅菌等を行う。 

災害発生からの日

数 

目標水量(㍑/人・日) 住民の運搬距離 主な給水方法 

発生～3 日 3 おおむね 1km 以内 耐震性貯水槽、タンク車 

4 日～10 日 20 おおむね 250m 以内 配水幹線等からの仮設給水栓 

11 日～21 日 100 おおむね 100m 以内 同上 

22 日～28 日 250(被災前給水量) おおむね 10m 以内 仮配管からの給水共用栓 

（愛知県地域防災計画より） 

(3) 応急給水 

災害発生直後は、人命に関わる重要施設（災害拠点病院、医療救護所、社会福祉施設等）

への給水を優先する。また、避難者等には家庭備蓄の飲料水等の利用を促すほか、市の備
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蓄品や調達したペットボトルによる飲料水の提供に努める。 

その後は、拠点給水方式（下記の実施要領参照）による給水を基本とし、断水区域が一

部の区域に限られる場合は断水地区への給水車の巡回方式により行う。 

水道の復旧が長期化する場合、愛知中部水道企業団は、指定水道工事店等の協力を得て

仮配管等の措置を講じる。 

■拠点給水方式の実施要領 

ア 応急給水所（拠点）は避難所を基本とし、水槽（ウォーターバルーン）を設置す

る。また、水道の復旧が長期化する場合は、公民館等公共施設全般、公園・運動場等

に拡充する。 

イ 応急給水所への輸送手段は、市の車両のほか、協定団体((株)毛受建材、ヤマト運輸

(株)、(株)名孝高速）、自主防災組織連合会、トラック協会等の協力を得てトラック

等を確保する。 

ウ 給水資機材は、市の備蓄資材（水槽（ウォーターバルーン）、給水タンク、ポリタ

ンク、小型水中ポンプ等）を使用するほか、愛知中部水道企業団の協力、「水道災害

相互応援に関する覚書」による他市町村への応援等を要請して確保する。 

エ 応急給水所、配給時間、持参品（容器等）等を住民に周知する。 

オ 応急給水所では、避難所運営委員会等の協力を得て被災者が持参する容器に配給す

る。 

なお、自ら容器を持参できない場合は、行政区、自主防災組織等へ相互援助を要請

するほか、必要に応じて市のポリタンクを貸与する。 

カ 飲料水の運搬が困難な要配慮者や中高層住宅の住民等については、行政区、自主防

災組織、災害ボランティア等に、住宅への運搬支援等を要請する。 

 

第２ 食料の供給 

１ 食料需要の把握 

市は、関係各班と連携して食料の供給対象者、必要な食料品等を把握する。 

供給対象者は、「災害救助法による救助の程度及び方法」に規定された被災者（下記参照）

のほか、災害応急対策従事者も含むものとする。 

■災害救助法による食料供給の対象者 

ア 避難所に収容された者 

イ 住家が損害を受けて炊事のできない者 

ウ 住家が損害を受けて一時縁故地等ヘ避難する必要のある者 

 

２ 食料の調達、搬送 

(1) 調達 

災害直後は、被災者の家庭内備蓄による持参品や市の備蓄食料を活用する。 

それらの食料が不足する場合、市は協定団体等から下表の基準により食料を調達す

る。調達に当たっては、要配慮者、食物アレルギー患者等に配慮した食品を確保する。 

協定団体等からの調達が困難な場合は、県に備蓄食品の放出依頼や食料調達の応援要請

を行う。 
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なお、事態に照らし緊急を要する場合は、応援要請を行う前に、国や県による物資輸送

が開始される場合があることに留意する。 

■食料の供給基準 

熱源の使用が 

不可能な場合 

第１段階 乾パン、ビスケットなど 

第２段階 パン、おにぎり、弁当など 

熱源の使用が可能な場合 即席めん、レトルト食品、包装米飯など 

高齢者や乳幼児等の食料 雑炊、粉ミルクなど 

(2) 搬送 

供給先の避難所等まで、調達先の業者等に要請する。ただし、調達先が輸送できない場合

や搬送先が物資集積拠点までとなる場合は、災害協定の運送業者等に搬送を要請する。 

 

３ 食料の配布等 

(1) 食料の配布 

避難所等に搬送された食料は、避難所担当職員が受領した後、避難所運営委員会が被災

者等に配布する。 

(2) 炊き出し 

ア 市は、避難者からの要望等に応じて、避難所運営委員会、自衛隊、災害ボランティア

等の協力を得て炊き出しを行う。 

炊き出し用の食材、燃料及び調理器具等は、学校給食センター、協定団体等から調達す

る。 

イ 米穀の調達において、米穀届出事業者等から米穀の原料（玄米）調達が困難な場合

は、県と緊密な連絡を図り「愛知県応急米穀取扱要領」及び「米穀の買入れ・販売等に

関する基本要領（第４章 Ⅰ 第１１の２に基づく災害救助用米穀の供給に係る手続き）｣

により調達を図る。 

ウ 市長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼することができるほか、通

信途絶などの場合には、農林水産省（農政局長）に要請を行うことができる。 

  ただし、いずれの場合も、事後、速やかに知事に報告するものとする。 

エ 市は、活用可能な精米施設を確保する。 

  なお、長期停電により県内に稼働施設がない場合は、他都道府県施設の活用を申し入

れる。 

(3) 食物アレルギーへの配慮 

原材料表示や献立表の掲示等を行うなど、食物アレルギーに配慮する。 

農業水産局食育消費流通課 

※炊き出し用として米穀を確保する手順図 
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第３ 生活必需品の供給 

１ 需要の把握 

市は、関係各班等と連携して、生活必需品の供給対象者、必要な品目等を把握する。 

供給対象者は、「災害救助法による救助の程度及び方法」に規定された被災者（下記参照）

を基準とする。 

■災害救助法による生活必需品の対象者 

住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼若しくは床上浸水（土砂の堆積等により一時的

に居住できない状態となった者を含む。）等により、生活上必要な被服、寝具その他生

活必需品を喪失し、又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

 

２ 生活必需品の調達、搬送 

(1) 調達 

災害直後は、被災者の家庭内備蓄による持参品や市の備蓄品を活用する。 

それらの物資が不足する場合、市は協定団体等から生活必需品を調達する。調達に当た

っては、女性や要配慮者等に配慮した物資を確保する。 

協定団体等からの調達が困難な場合は、県に備蓄品の放出依頼や物資調達の応援要請を

行う。 

なお、事態に照らし緊急を要する場合は、応援要請を行う前に、国や県による物資輸送

が開始される場合があることに留意する。 

(2) 搬送 

供給先の避難所まで、調達先の業者等に要請する。 

ただし、調達先が輸送できない場合や搬送先が物資集積拠点までとなる場合は、災害協定

の運送業者等に搬送を要請する。 

 

３ 生活必需品の配布 

(1) 生活必需品の配布 

避難所に搬送された物資は、避難所担当職員が受領した後、避難所運営委員会が被災者

等に配布する。 

(2) 女性等への配慮 

女性用品等の配布に当たっては、女性から手渡しするなど配布方法に配慮する。 

 

第４ 救援物資等の募集・受入れ 

１ 救援物資の募集、要請 

市は、被災者のニーズ、食品・生活必需品の不足状況等をふまえ、必要な物資等を広く募集

する。 

(1) 必要とする物資の内容、量、送付方法（梱包時の品名の表示等）などを明らかにし、Web

サイトや報道機関等を活用して募集する。 

(2) 小口、混載の物資は、仕分け等の負担がかかるため、原則として企業、団体からの支援を

受け入れることとする。 
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(3) 物資が充足した時点で、募集を打ち切り、その旨を広報する。 

２ 救援物資の受付 

市は、物資提供の応募を受け付け、必要な時期に必要な物資等を供給するよう、応募者に要

請する。 

 

３ 物資の集積・配送 

避難所等へ直接供給できない場合は、物資集積拠点を開設して物資を受け入れ、ボランティ

ア等の協力を得て仕分け・管理等を行う。また、指定(地方)公共機関及び協定企業（トラック

協会、ヤマト運輸(株)、(株)名孝高速等）の協力を得て避難所等へ搬送する。 

各被災者等への配布は、生活必需品に準ずる。 
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第 12節 環境汚染防止・災害廃棄物処理対策及び地域安全対策 

■基本方針 

○有害物質による環境汚染の状況を把握し、速やかに被害拡大防止措置を講じる。 

○市と県が連携し、被災状況に即した災害廃棄物の処理を迅速に実施する。 

○大震災発生時には、災害現場の混乱、人心の動揺等により不測の事案の発生が予測され

るため、災害現場及び避難地域を中心とした犯罪の予防、警戒活動を推進する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 環境汚染防止対策 環境班、県(環境局) 

第２ 災害廃棄物処理対策 環境班、東部知多衛生組合、県(環境局) 

第 ３ 地域安全対策 愛知警察署 

 

第１ 環境汚染防止対策 

市は、工場、事業所等の損壊等に伴う環境汚染、倒壊建築物の解体に伴う粉じん等の環境

汚染に対して、被災状況を的確に把握して、適切な措置を講ずるよう県に要請するとともに、

必要な協力を行う。 

 

１ 環境汚染事故の把握 

市及び防災関係機関は人命や健康に大きな影響を及ぼすおそれがある環境汚染事故を把握

した場合、速やかに県に通報する。 

 

２ 有害物質等事業者への指導 

 県は、環境汚染事故が発生した場合、保有する各事業所の有害物質等の情報を市及び関係機

関へ提供する。 

また、大気汚染防止法第 17 条第３項、水質汚濁防止法第 14 条の２、ダイオキシン類対策

特別措置法第 23 条第３項、県民の生活環境の保全等に関する条例第 70 条第２項等の規定に

基づき、事業者に対して汚染物質の流出、拡散防止のための適切な措置を指導する。 

 

３ 環境調査 

市は、県から有害物質の漏えい及び石綿の飛散状況について、情報提供を受けた場合は、

関係機関等に情報提供をする。 

 

第２ 災害廃棄物処理対策 

１ 災害廃棄物処理実行計画の策定 

市は、環境省の災害廃棄物対策指針（平成 26 年３月）及び愛知県災害廃棄物処理計画（平

成 28 年 10 月）を参考に、被災状況を踏まえて「豊明市災害廃棄物処理計画（令和 2 年 10

月）」に基づき、災害廃棄物の発生量を推定する。 

また、東部知多衛生組合及び同組合の構成市町（大府市、東浦町、阿久比町）と協議して
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災害廃棄物処理実行計画を策定し、災害廃棄物の計画的な処理及び進捗管理に努める。 

 なお、処理期間については、仮置場への搬出までを１年以内、最終処分までを２年以内を目

安として目標を設定する。 

 

２ 処理体制の確立 

市及び東部知多衛生組合は、災害廃棄物を円滑に処理するため、収集運搬器材、仮置場、

処理・処分場を確保するとともに、県及び周辺市町村と密接な連絡の下に処理体制を確立する。 

がれきの処理については、選別・保管のできる仮置場（候補地：勅使グラウンド）を確保

するとともに、最終処分までの処理体制を確立する。 

また、解体現場における分別を促進してリサイクルに努めるとともに、フロン使用機器に

ついては適切に回収する。 

県は、アスベスト含有廃棄物の飛散防止措置を講ずるよう指導するほか、産業廃棄物の処

理について事業者への適切な措置を指導する。 

 

３ し尿・ごみの収集・運搬、処分 

被災状況を考慮して緊急を要する地区からし尿・ごみの収集・運搬を実施する。 

し尿はし尿処理施設等への投入処分とし、ごみは焼却処分を原則とするが、不燃性又は焼

却できないものは破砕処理や埋立処分等を行う。これらの収集・運搬、処分は、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行令に定める基準に従って行い、フロン使用機器の廃棄処理にあたっ

ては、適切なフロン回収を行うとともに、災害等廃棄物処理事業費国庫補助金交付要綱（環境

省）等を活用して実施する。 

 

４ トイレ対策 

下水道及び集落排水の被災地区では水洗トイレの使用を中止し、し尿の推定排出量及び施設

の復旧状況に応じたトイレ対策を講じる。 

(1) 避難者対策 

避難所等に備蓄している簡易トイレを活用するほか、市内の建設業者やリース会社等か

らの調達等により、仮設トイレや災害用トイレ（固液分離方式が望ましい。）を確保して

避難所に配置する。 

(2) 在宅者対策 

市は、凝固型の非常用トイレや避難所等のトイレを使用するよう市民に呼びかける。 

市及び東部知多衛生組合は、非常用トイレ等のし尿をごみとして回収することを検討し、

可能な場合は排出場所等を指定して市民に排出方法を広報する。 

 

５ 応援要請 

市及び東部知多衛生組合は、自区内での処理が困難な場合には、県内他市町村と締結した

「一般廃棄物に係る災害相互応援協定」、県が関係団体と締結した「災害時の一般廃棄物処理

及び下水処理に係る相互応援に関する協定」及び「災害時等におけるフロン類の回収に関する

協定」等を活用し、県、他市町村及び関係団体等からの応援を確保する。 

なお、ボランティア、NPO 等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉

協議会、NPO 等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害

廃棄物等の搬出を行う。 
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■災害時の支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 地域安全対策 

警察署は、被災地の安全を確保するため次の措置を講じ、また、市はこれらの活動に積極

的に協力する。 

(1) 社会秩序の維持対策 

ア 被災地及びその周辺において、独自に又は自主防犯組織等と連携し、パトロールや生

活の安全に関する情報の提供等を行い、速やかな安全確保に努めるものとする。 

イ 防犯団体等に対して、火災及び盗難の予防、交通整理、関係機関が行う諸活動の補助、

情報の伝達に関する事項等について、協力を要請する。 

ウ 災害に便乗した犯罪、生活必需物資等の欠乏に伴う悪質業者の買占め、売り惜しみ、

暴利販売等については、取り締まりを強化する。 

エ 災害に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集及び市民に対する適切な情報提供を行う

など社会的混乱の抑制に努める。 

(2) 広報、相談活動 

ア 広報活動 

被災者の不安を解消し、混乱を防止するため、被害の規模・区域、火災の発生・延焼状

況、避難場所、避難経路、救護所の設置場所、気象情報、交通規制状況等について積極的

な広報を行う。 

イ 相談活動 

警察署に災害相談所を開設し、または避難所等を訪問しての各種相談活動を推進する。   

(3) 行方不明者発見・保護活動 

行方不明者を早期に発見・保護するための活動拠点として、警察署等に行方不明者相談窓

口を設置する。 

 

 

 

  

支援要請 

支援要請 
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援
要
請 

支援要請 

支 援 

支援要請 

支
援
要
請 

支援要請 

支 

援 

愛知県衛生事業協同組合 

一般社団法人愛知県産業資源循環協会 
一般社団法人愛知県解体工事業連合会 
一般社団法人愛知県建設業協会 

一般社団法人愛知県土木研究会 
一般社団法人日本建設業連合会中部支部 
愛知県フロン類排出抑制推進協議会 

支 援 

他県・他県市町村等 

豊 明 市 被災していない市町村 

支援要請 

愛知県 

全国知事会、中部９県１市協議会、環境省 
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第 13節 遺体の取扱い 

■基本方針 

○周囲の状況から災害により死亡したと思われる者を速やかに捜索・収容し、所要の処理

をした後に埋葬又は火葬（以下「埋火葬」という。）する。 

○遺体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意するとともに、遺族等の心身の

状況、その置かれている環境等について適切な配慮を行う。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 遺体の捜索 市民班、愛知警察署 

第２ 遺体の処理 市民班、愛知警察署 

第３ 遺体の埋火葬 市民班 

 

 災害救助法が適用される可能性がある場合、市は関係機関と連携し、同法の実施基準により

遺体の捜索、処理及び埋火葬等を実施する。 

 

第１ 遺体の捜索 

市（市民班）は、県警察と緊密に連絡をとりながら遺体の捜索を実施し、遺体を発見した

ときは、その現場で警察官の検視（調査※）を得た後、速やかに収容する。 

検視を得ることができない場合は、発見の日時、場所、発見者、発見時の遺体の状況、所

持品等を明確にした上で収容する。 

遺体の捜索・収容が困難な場合は、他市町村又は県に応援を要求する。 

※「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」に基づき、警察等が死因

及び身元を明らかにするために行う調査（外表の調査、死体の発見された場所の調査、

関係者に対する質問等） 

 

第２ 遺体の処理 

市（市民班）は、次の措置を講じる。 

(1) 遺体の収容及び一時保存 

遺体の身元識別に相当の時間を必要とし、又は死者が多数のため速やかに埋火葬ができ

ない場合等には、葬祭業者に協力を要請して遺体安置所（候補施設：災害協定による葬祭

業者の施設等）を確保するとともに、棺、ドライアイス等を調達して遺体を一時保存する。 

(2) 遺体の検視（調査）及び検案 

警察と連携し、遺体安置所において警察官の検視（調査）及び医師の検案（死亡の確認

及び死因その他の医学的検査）を受ける。 

(3) 遺体の洗浄等 

検視（調査）及び検案を終了した遺体について、遺体の識別のため又は遺族への引き渡

しまで相当の期間を要する場合は、遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を行う。 

(4) 遺体の身元確認及び引き渡し 
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身元不明の遺体は、警察その他関係機関に連絡する。また、身元が判明し、引き取り人

があるときは、速やかに遺族等へ引き渡す。 

なお、被災地域以外から漂着し、身元が判明しない遺体は、行旅死亡人として取扱う。 

(5) 応援要求 

遺体の処理が困難な場合、市は他市町村又は県に応援を要求する。 

 

第３ 遺体の埋火葬 

市（市民班）は、次の措置を講じる。 

(1) 死亡届書の受理、火葬（埋葬）許可証の交付 

死亡診断書又は死体検案書が添付された死亡届書を受理するとともに、火葬（埋葬）許

可証を交付する。 

(2) 遺体の搬送 

遺体安置所又は火葬場までの遺体の搬送を行う。 

(3) 埋火葬 

火葬（埋葬）許可証を確認し、遺体を埋火葬する。 

(4) 棺、骨つぼ等の支給 

棺、骨つぼ等を現物で遺族に支給する。 

(5) 埋火葬相談窓口の設置 

必要に応じて埋火葬相談窓口を設置し、火葬場、遺体の搬送体制等に関する情報を提供

する。 

(6) 応援要求 

遺体の埋火葬が困難な場合、市は他市町村又は県に応援を要求する。 
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第 14節 ライフライン施設の応急対策 

■基本方針 

○災害対策に必要不可欠な電力を確保するため、電力施設の応急復旧を迅速に実施する。 

○ガスの漏洩等による火災、爆発等の二次災害を防止するため、被災地の状況を迅速かつ

適格に把握して被災地域へのガスの供給停止を判断する。また、都市ガスの早期復旧を

図るともに、被災地域以外への都市ガスの継続供給に努める。 

○水道施設の被災により給水機能が停止した場合は、住民が必要とする最低限の給水機能

を確保するとともに、被害施設を短期間に復旧するため取水、導水及び浄水施設の充分

な機能を確保する。 

○下水管渠、ポンプ場、終末処理場の被害に対し、速やかに応急措置を講じて機能回復を

図る。特に排水機能の障害は住民生活や衛生状態の悪化を招くため、優先的に復旧を図

る。 

○復旧にあたり、可能な限り地区別の復旧予定時期の目安を明示するものとする。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 電力施設対策 中部電力(株) 

第２ ガス施設対策 東邦瓦斯(株)※、(一社)愛知県ＬＰガス協会 

第３ 上水道対策 愛知中部水道企業団 

第４ 下水道・集落排水施設対策 下水道・住宅班 

第５ 通信施設対策 本部班 

第６ ライフライン施設の応急復旧 本部班、ライフライン事業 

※東邦ガスネットワーク株式会社を含む（以降同じ。） 

第１ 電力施設対策 

中部電力(株)は、防災業務計画に基づいて下記の対策を実施し、感電等による二次災害の

防止、災害対策拠点等を優先した電力の早期回復等に努める。路上障害物により被害箇所への

到着や復旧作業が困難な場合には、道路啓開について関係機関と連携、協力し、迅速な復旧に

努める。 

市は、災害情報の収集や消費者への電力に関する広報等に協力する。 

(1) 災害対策本部の設置 

(2) 情報の収集・伝達 

(3) 危険防止措置 

(4) 応急復旧 

(5) 要員、資機材等の確保 

(6) 広報活動 

(7) 広域応援 

 

第２ ガス施設対策 

東邦瓦斯(株)は防災業務計画に基づき、また、(一社)愛知県ＬＰガス協会は愛知県ＬＰガ
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ス災害対策マニュアルに基づいて下記の対策を実施し、ガスの漏洩等による二次災害の防止、

災害対策拠点や病院等を優先したガスの早期復旧に努める。 

市は、災害情報の収集や消費者へのガスに関する広報等に協力する。 

(1) 災害対策本部の設置 

(2) 情報の収集 

(3) 緊急対応措置 

(4) 応援要請 

(5) 応急復旧 

(6) 広報活動 

 

第３ 上水道対策 

愛知中部水道企業団は、被害施設を短期間に復旧するため、配水池から主要給水所に至る

送配水幹線を最優先として配水本管、配水支管、給水装置の順に復旧を進め、給水の再開に努

める。なお、給水拠点までの各管路も最優先管路として復旧する。 

市は、災害情報の収集や消費者への上水道に関する広報等に協力する。 

 

第４ 下水道・農村集落家庭排水施設対策 

 市は、下水道施設や農村集落家庭排水施設の被害状況を速やかに把握し、次の応急対策を実

施する。 

 

１ 応急復旧 

(1) 管渠 

管渠、マンホール内部の土砂の浚渫、止水バンドによる圧送管の止水、可搬式ポンプに

よる下水の送水、仮水路、仮管渠の設置等を行い、排水機能の回復に努める。 

(2) ポンプ場、終末処理場 

各施設の被害状況に応じて、関係機関に情報伝達の上、緊急措置を講ずる。また、停電、

断水等による二次的な被害に対しても速やかな対応ができるように努める。 

なお、排水機能や処理機能に影響が出た場合、まず市街地から下水を排除させるため、

仮設ポンプ施設や仮管渠等を設置し、排水機能の応急復旧を図る。 

また、周辺の水環境への汚濁負荷を最小限にとどめるため、処理場内の使用可能な池等

を沈殿池や塩素消毒池に転用する等により簡易処理を弾力的に行うとともに、早急に通常

の処理機能への回復に努める。 

 

２ 応援の要請 

他市町村との相互応援協定や県が中部 10 県 4市と協定した「下水道事業災害時中部ブロ

ック支援に関するルール」を活用し、広域的な応援体制を確保する。 

 

第５ 通信施設対策 

無線通信施設に障害を生じた場合は、認められた範囲内において通信系の変更等必要な臨

機の措置をとるとともに、移動系無線局を防災拠点や被災地域等に重点配備し、地域の円滑な
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情報の受伝達を行う。 

 

第６ ライフライン施設の応急復旧 

(1）現地作業調整会議等の開催 

ライフライン施設の速やかな応急復旧を図るため、市、関係するライフライン事業者等

は、合同会議、調整会議等における対応方針等に基づき、必要に応じて、現地のライフラ

イン事業者の事業所等で実動部隊の詳細な調整を行うため、現地作業調整会議を開催する。 

(2）ライフラインの復旧現場等へのアクセスルート上の道路啓開 

合同会議、調整会議等における対応方針等に基づき、道路管理者は、ライフラインの復

旧現場等までのアクセスルート上の道路啓開を実施する。 
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第 15節 住宅対策等 

■基本方針 

○あらかじめ登録された各種調査の判定士を現地に派遣して技術的な危険度判定をし、そ

の危険性を周知することにより、二次災害を未然に防止し、市民の生命の保護を図る。 

○判定活動の実施にあたっては、各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それ

ぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災

者に明確に説明するものとする。 

○災害により、自らの資力では住宅を確保することが困難な被災者のため、短期間の一時

的な住まいとして公共賃貸住宅等の空家を提供する。 

○市は平常時から、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努める。また、災

害時には適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要

最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の

支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。 

○家屋に被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない被災者のため、応急仮設住宅の

設置、被災住宅の応急修理、障害物の除去を速やかに実施する。 

○応急仮設住宅の設置については、民間賃貸住宅等の空き家・空室が存在する地域におい

ては、民間賃貸住宅等の借上げによる方法を積極的に活用する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 被災建築物応急危険度判定・

被災宅地危険度判定 

下水道・住宅班 

第２ 被災住宅等の調査 下水道・住宅班 

第３ 賃貸住宅等への一時入居 下水道・住宅班、県(建築局)、都市機構 

第４ 応急仮設住宅の設置及び管理運営 下水道・住宅班、県(建築局) 

第５ 被災住宅の応急修理 下水道・住宅班、県(建築局) 

第６ 住居障害物の除去 下水道・住宅班、県(防災安全局) 

 

第１ 被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険度判定 

１ 実施本部の設置 

市災害対策本部下に被災建築物応急又は被災宅地の危険度判定実施本部（以下「危険度判

定本部」という。）を設置し、被災建築物応急又は被災宅地の危険度判定実施計画を作成する。 

また、必要に応じて県の被災建築物応急又は被災宅地の危険度判定支援本部へ支援要請を

行う。 

 

２ 判定活動の実施 

危険度判定本部は、判定士、資機材等を確保し、判定活動を実施する。 

判定活動の実施にあたっては、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調

査、住家被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、

それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者
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に明確に説明するものとする。 

 

第２ 被災住宅等の調査 

市は、災害のため住家に被害が生じた場合、罹災証明書の交付、公共賃貸住宅等への入居、

応急仮設住宅の建設、被災住宅の応急修理、住居障害物の除去及び被災者生活再建支援金の給

付等に必要な次の調査を実施する。 

(1) 住家の被害状況 

(2) 被災地における住民の動向 

(3) 応急仮設住宅建設現地活動上の支障事項等 

(4) その他住宅の応急対策実施上の必要事項 

 

第３ 賃貸住宅等への一時入居 

市は、県及び都市再生機構と連携し、家屋に被害を受けた被災者の短期間の一時的な住ま

いとして公営賃貸住宅等の空家を提供する。 

また、都市再生機構は、県からの要請に応じて、提供可能な空家を選定・確保し、空家の

提供に協力する。 

(1) 提供する住宅の選定・確保 

提供住宅の確保に当たっては、地域の被災状況を考慮して選定する。 

(2) 相談窓口の開設 

被災状況により、被災者総合支援センター等に入居相談窓口を適宜開設する。 

(3) 一時入居の終了 

応急措置として被災者の一時的な居住場所を提供することから、一定期間をもって終了

する。なお、終了に際しては被災者個々の状況を考慮して適宜対応する。 

(4) 使用料等の軽減措置 

一時入居住宅の使用料等については、できる限りの軽減措置を図る。 

(5) 応援協力の要請 

必要な戸数が不足する場合、県や関係団体等に協力を要請し、あっせん及び借上げの方

法により民間賃貸住宅の確保、提供に努める。 

 

第４ 応急仮設住宅の設置及び管理運営 

 県は、災害救助法に基づき家屋に被害を受けた被災者の一時的な居住の安定を図るため、応

急仮設住宅を設置する。 

 応急仮設住宅の設置は、建設又は賃貸住宅の借り上げによるものとし、災害の特性等に応じ

て供与方法を選択する。なお、災害救助法が適用されない場合の応急仮設住宅の設置及び管理

運営は市が行う。 

 

１ 応援協力の要請 

市は、住宅の被災状況等から応急仮設住宅の設置が必要な場合は、県に対して、設置を要請

する。 

県は、応急仮設住宅の設置に当たっては、協定締結団体に協力を要請する。 
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２ 建設用地の確保 

市は、原則として市が予定した建設用地の中から、①公有地、②国有地、③企業等の民有地

の順に建設用地を選定し、県へ報告する。なお、企業等の民有地については、公租公課等の免

除を前提とし、原則として無償で提供を受けられる土地とする。 

また、二次災害に充分配慮する。 

市は、あらかじめ選定した仮設住宅建設用地（中央公園、落合公園、唐竹公園）について、

応急仮設住宅建設候補地台帳を作成しておくものとする。 

 

３ 応急仮設住宅の設置 

県は、愛知県災害救助法施行細則等の基準を踏まえ、建設業者からのリース又は買取りに

より仮設住宅を設置する。 

なお、状況により知事の事務の一部を市長が行うこととされた場合は、市が実施する。 

 

４ 入居者の選定 

仮設住宅への入居者の選定は、県からの委託により市が行う。 

入居対象者は、「災害救助法による救助の程度及び方法」に規定された被災者（下記参照）

を基準とする。 

■災害救助法による応急仮設住宅の入居対象者 

① 家が全壊、全焼又は流失した者 

② 居住する住家がない者 

③ 自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない者 

（例）生活保護法の被保護者並びに要保護者、特定の資産を持たない高齢者、障害

者、母子世帯、病弱者等、それらに準ずる者 

市は、災害広報紙等で入居者の募集を広報し、被災者総合支援センター等で入居の申込み

を受け付ける。選定にあたっては、要配慮者等に配慮して行う。 

 

５ 管理運営 

応急仮設住宅の管理は、県からの委託により市が行う。 

市は、被災者の一時的な居住場所を提供するための応急措置であることを考慮し、使用目

的に反しないよう適切に管理する。 

その際、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死やひきこもりなどを防止するため

の心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進

し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急仮

設住宅におけるペットの受入れに配慮するものとする。 

入居期間は、「災害救助法による救助の程度及び方法」により原則２年以内とし、供用期

間終了後は、県が譲渡又は解体撤去の処分を速やかに行う。 

 

第５ 被災住宅の応急修理 

災害救助法が適用された場合、県は同法に基づく救助の実施機関となる。ただし、当該災

害が局地災害の場合は、当該事務は市への委任を想定しているため、市が実施することとなる。 



第１章 災害応急対策計画 

地－69 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細則による。 

また、市は、県からの委託により、被災住宅の応急修理に係る申請の受付（被災者総合支

援センター等で受付）、修理業者の指定と斡旋等の業務、請求書のとりまとめ並びに県への各

種情報提供等を行う。なお、災害救助法が適用されない場合の住宅の応急修理は、市が行う。 

 

第６ 住居障害物の除去 

災害救助法が適用された場合、市は県からの委託により、住宅の日常生活に欠くことがで

きない部分等に運び込まれた土石、竹木等の除去を行う。 

市は、愛知県災害救助法施行細則等の基準を踏まえ、建築業者、土木業者等への請負契約

により障害物の除去を行う。また、災害広報紙等で住居障害物除去の内容、対象者等を広報し、

被災者総合支援センター等で申込みを受け付ける。なお、災害救助法が適用されない場合の住

居障害物の除去は、市が行う。 

市が実施困難な場合は、他市町村又は県に応援を要求する。 
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第 16節 応急教育・応急保育 

■基本方針 

○災害のため平常の学校教育が困難となった場合は、教育施設及び教職員を確保して応急

教育を実施するほか、被災した児童・生徒の学用品等を速やかに確保する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 園児・児童の安全確保 教育１班、児童班、保育園・学校管理者 

第２ 応急教育 教育１班、学校管理者 

第３ 教科書・学用品等の給与 教育１班 

第４ 応急保育 児童班、 

 

第１ 園児・児童の安全確保 

 保育園・小学校の管理者は、市と連携して災害時の園児・児童の安全確保に努める。 

(1) 児童が下校中などの場合は、児童クラブと連携して児童の安否を確認する。 

(2) 開校(園)時又は閉校(園)時にかかわらず、園児・児童の安否確認、施設の被害状況を把握

し、市に報告する。 

(3) 園児・児童は、保護者へ引き渡すまで保育園、小学校等で保護する。また、あらゆる連絡

手段をもって保護者への連絡、情報発信に努める。 

 

第２ 応急教育 

１ 応急教育の実施 

 市立小中学校、県立高校、私立学校の管理者は、市及び県と連携して災害時にも教育を継続

するため次の措置を講じる。 

なお、応急教育の開始に当たっては、開始時期、方法等について児童・生徒、保護者等へ

周知する。 

(1) 校舎等の被害が軽微な場合 

速やかに応急修理を行い、授業等を実施する。 

(2) 被害が相当に大きいが校舎等の一部が使用可能な場合 

使用可能な校舎において安全を確保し、授業等を実施する。 

なお、一斉に授業が実施できない場合は、二部授業又は地域の公共施設等の利用による

分散授業を実施するなどの措置を講ずる。 

(3) 校舎等が全面的に使用困難な場合 

市内の公民館等公共施設、近隣の学校の校舎等を借用し、授業等を実施する。 

(4) 特定地域内の教育施設の確保が困難な場合 

他地域の公民館等公共施設、校舎等を借用し、授業等を実施する。 

(5) 校舎等が集団避難施設となる場合 

授業実施のための校舎等の確保は、(1)から(4)の場合に準ずるものとする。また、校舎

等での避難生活が長期にわたる場合は、応急教育活動と避難生活との調整について市と協
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議を行い、授業の早期再開を図る。 

なお、施設の確保が困難な場合は、仮校舎を建設して授業等を実施する。 

 

２ 応援要請 

(1) 市立学校 

市（教育委員会）は、自ら応急教育の実施が困難な場合、他市町村教育委員会又は県教

育委員会へ教育施設及び教職員の確保につき応援を要求する。 

(2) 私立学校 

 自ら応急教育の実施が困難な場合、他の私立学校設置者（管理者）、市教育委員会又は

県教育委員会へ教育の実施又はこれに要する教育施設及び教職員の確保について応援を要

求する。 

 

第３ 教科書・学用品等の給与 

災害救助法が適用された場合、市は県からの委任により、災害により教科書・学用品等を

喪失又はき損し、就学上支障を来した市立学校等の児童・生徒に対して教科書・学用品等の給

与を実施する。 

なお、教科書については、給与するために必要な冊数等を、「事故発生等の報告について」

(平成 22 年 3 月 26 日 21 教総第 947 号)別紙様式６により、速やかに（７日以内）県教育委員

会に報告する。 

また、市が自ら教科書・学用品等の給与の実施が困難な場合は、他市町村又は県へ教科

書・学用品等の給与の実施調達につき、応援を求める。 

 

第４ 応急保育 

市は、保育園の被害状況を把握し、既存施設での保育ができない場合、臨時の保育スペー

スを確保する。 

交通機関の被害等により通園に支障をきたす園児については、近隣の保育園への受入れに

努める。また、災害により保育が困難となった乳幼児のため、通常の入園手続きを省略した緊

急入園措置に努める。 
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第１節 総則 

 

第１ 東海地震に関する事前対策の意義 

東海地震の発生が予知され、東海地震に関する警戒宣言が内閣総理大臣から発せられた場

合に、地震発生までに地震発生に備えて地震防災上実施すべき応急の対策（地震防災応急対策）

を混乱なく迅速に実施することにより、また、東海地震注意情報が発表された場合に、実施す

べき地震防災応急対策の準備行動を行うことにより、地震被害の軽減を図ろうとするものであ

る。（地震発生後は、「第１章 地震災害応急対策計画」に定めるところにより対処する。) 

なお、この地震防災応急対策は、大規模地震対策特別措置法（以下「大震法」という。）

第６条第２項に基づく地震防災対策強化地域に関する地震防災強化計画の中核を成すものであ

る。 

また、地震防災強化計画には、地震防災応急対策のほか、東海地震に係る地震防災上緊急に整

備すべき施設等の整備に関する事項、東海地震に係る防災訓練に関する事項、及び地震防災上

必要な教育及び広報に関する事項について定めることとされているが、これらの事項について

は、次のとおりとする。 

１ 東海地震に係る地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項 

  総則・災害予防計画「第２章 災害予防計画」第７節「応急対策活動のための施設、資

機材、体制等の整備」第２「地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備」で定めるとおり。 

２ 東海地震に係る防災訓練に関する事項 

  総則・災害予防計画「第２章 災害予防計画」第２章「防災訓練及び防災意識の向上」

第１「防災訓練」で定めるとおり。 

 

第２ 東海地震に関する情報 

１ 情報の種類 

東海地域に関する観測データに有意な変化を観測した場合、気象庁がその原因等の評価を

行い、以下のような「東海地震に関連する情報」を発表する。 

なお、「東海地震に関連する情報」は、各情報が意味する状況の危険度を表す指標として

赤・黄・青の「カラーレベル」で示される。 

■東海地震に関連する情報 

種 類 内容等 主な防災対応等 

東海地震予知情報 

(カラーレベル赤) 

東海地震が発生するおそれがあると認められ

た場合に発表される。また、東海地震発生の

おそれがなくなったと認められた場合には、

本情報解除が発表される。 

・警戒宣言 

・地震災害警戒本部設

置 

・地震防災応急対策 

東海地震注意情報 

(カラーレベル黄) 

東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認

められた場合に発表される。「判定会」の開

催については、この情報の中で伝えられ

る。また、東海地震発生のおそれがなくなっ

たと認められた場合には、本情報解除が発表

される。 

・準備行動の実施 

・市民への広報 
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東海地震に

関連する調

査情報 

(カラー 

レベル青) 

臨時 東海地震の観測データに異常が現れている

が、東海地震の前兆現象の可能性について直

ちに評価できない場合等に、変化の原因につ

いての調査の状況を発表する。 

・情報収集連絡体制 

定例 毎月の定例の判定会で評価した調査結果を発

表する。 

(防災対応なし) 

 

２ 警戒宣言発令までの流れ 

警戒宣言発令までの流れは、次のとおりである。 

■警戒宣言発令までの流れ 

 

  

地震活動等総合
監視システム 

気象庁及び他機
関の監視網 

異
常
現
象 

 

気
象
庁
長
官 

 
判定会 

 

閣議 

 

内
閣
総
理
大
臣 

 
警
戒
宣
言 

地震予知情 
報の報告 

東海地震注意情報 

 

 

(カラーレベル黄) 

 

東海地震予知情報 

 

 

(カラーレベル赤) 

 

気象庁 

 

東海地震に関連す
る調査情報(臨時) 
 
 

(カラーレベル青) 

情報の
流れ 

 

情 報 の
流れ 
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第２節 地震災害警戒本部の設置等 

■基本方針 

○気象庁により東海地震注意情報が発表された場合、担当職員の緊急参集等、東海地震の

地震災害に関する警戒宣言（以下｢警戒宣言｣という｡）時の地震防災応急対策を円滑に実

施できるように準備するものとする。 

○警戒宣言が発せられた場合、市及び防災関係機関は地震災害警戒本部等の対策組織を設

置し、地震防災応急対策を総合的に実施する。 

○警戒体制をとるべき旨の公示、地震防災応急対策に係る措置をとるべき旨の通知、東海

地震に関連する情報（東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報、東海

地震予知情報）の内容、その他これらに関連する情報（以下「東海地震に関連する情報

等」という。）又は避難状況等に関する情報については、防災関係機関相互間及び各機

関内部において確実に伝達するものとする。 

○東海地震に関連する情報等に伴う混乱の発生を未然に防止し、地震防災応急対策が迅速

かつ的確に行われ、被害の軽減に資するよう、各防災関係機関は、地震に関する情報等

に対応する広報計画を作成し、これに基づき強化地域内外において広報活動を実施す

る。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 地震災害警戒本部の設置等 各班、防災関係機関 

第２ 警戒宣言等の伝達等 各班 

第３ 警戒宣言発令時等の広報 本部班、情報班 

第４ 警戒宣言後の避難状況等に関す

る情報の収集、伝達等 

本部班、情報班 

 

第１ 地震災害警戒本部の設置等 

１ 地震災害警戒本部の設置、廃止 

市長は、東海地震注意情報が発せられた場合は、直ちに豊明市地震災害警戒本部(以下｢警

戒本部｣という｡)を設置する。なお、災害対策基本法第 23条第１項に基づく災害対策本部を設

置した場合は警戒本部を廃止し、災害対策本部に移行する。 

また、大震法第９条第３項に基づく警戒宣言の解除があったときは、警戒本部を廃止する

ものとする。 

 

２ 警戒本部の組織及び運営 

警戒本部は、大震法、大震法施行令、豊明市地震災害警戒本部条例及び豊明市地震災害警

戒本部要綱に定めるところにより組織を編成して運営する。 

 

３ 地震防災応急対策要員の参集 

第１章 第１節 第１「１ 配備態勢の判断」により、東海地震に関連する調査情報（臨時）

が発表された場合は警戒第１配備、東海地震注意情報又は東海地震予知情報（警戒宣言）が発
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せられた場合は、非常第２配備をとる。 

なお、市職員は、東海地震に関連する情報が発表され、自らの配備レベルに該当する場合

は、動員指令を待つことなく速やかに参集するように努める。 

 

第２ 警戒宣言等の伝達等 

１ 伝達系統 

警戒宣言等の伝達経路は、次のとおりとする。なお、何らかの事情により通信が困難な場

合は、第１章 第２節「第１ 通信手段の確保」に定める非常通信を確保する。 

(1) 東海地震に関連する情報（東海地震に関連する調査情報(臨時)、東海地震注意情報、東海

地震予知情報） 

 

(2) 警戒宣言 

 

 

２ 市職員への伝達 

市職員への伝達要領は、第１章 第１節 第１ ２「(1) 動員連絡、自主参集」に準ずる。 

気象庁 

 

指定公共機関 

 

予警報一斉 

伝達装置 

 
消防庁 

 

警察庁 

 

県(本庁) 

関係省庁 

 

県警察本部 

 

指定地方行政機関 

 

豊明市 

尾張県民事務所 

尾張建設事務所 

尾張農林水産事務所 

瀬戸保健所 

ライフライン関係機関 

(一部 NTT回線による) 

 

住民等 

防災行政無線に 

よる一斉指令 

 

管区警察局 

 

消防防災無線 

 
Ｊ-ALERT 

気象台 

 

内閣府 

関係省

消防庁 

 

県(本庁) 

 

豊明市 

 

住民等 

 
内閣総理大臣 

内  閣  府 

 

警 察 庁 

 

県警察本部 

 

関係省庁 

 

指定地方行政機関 

 指定公共機関 

 

管区警察局 

 

尾張県民事務所 

尾張建設事務所 

尾張農林水産事務所 

瀬戸保健所 

ライフライン関係機関 

(一部 NTT回線による) 

 

Ｊ-ALERT 
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第３ 警戒宣言発令時等の広報 

１ 広報内容 

(1) 東海地震注意情報発表時 

広報を行う必要がある項目は、おおむね次のとおりとする。 

ア 東海地震注意情報 

イ 社会的混乱を防止するための適切な対応の呼びかけ 

ウ 防災関係機関の準備行動に関する情報 

エ 市長から市民への呼びかけ 

(2) 警戒宣言発令時 

広報を行う必要がある項目は、おおむね次のとおりとする。 

ア 地震予知情報の内容、特に震度及び津波の予想 

イ 社会的混乱を防止するための適切な対応の呼びかけ 

ウ 市長から市民への呼びかけ 

エ 強化地域内外の交通規制の状況、公共交通機関の運行状況 

オ ライフラインに関する情報 

カ 避難対象地域以外の小規模小売店に対する営業の確保の呼びかけ 

キ 応急計画を作成すべき事業所に対する計画実施の勧告 

ク 住民、応急計画を作成しない事業所がとるべき措置 

ケ 車両運転の自粛と運転者のとるべき措置 

コ 金融機関が講じた措置に関する情報 

サ その他状況に応じて事業所又は住民に周知すべき事項 

 

２ 広報手段等 

 広報手段は、第１章 第３節「第３ 広報活動」によるものとし、サイレン等による場合は

必要に応じて地震防災信号（下記）を利用する。なお、外国人等情報伝達について特に配慮を

要する者に対する対応については、愛知県災害多言語支援センターによる多言語や、やさしい

日本語による情報提供、表示、冊子又は外国語放送など様々な広報手段を活用して行う。 

■地震防災信号 

警   鐘 サイレン 

（５点） 
●－●－●－●－● 

吹鳴（約45秒）  休止（約15秒） 
―――――――――  - - - - - - -  

備 考 
１ 警鐘又はサイレンは、適宜継続すること。 
２ 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 

 

３ 問い合わせ窓口 

市は、住民等からの問い合わせに対応できるよう、問い合わせ窓口等の体制を整えるもの

とする。 
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第４ 警戒宣言後の避難状況等に関する情報の収集、伝達等 

１ 収集・伝達系統 

避難状況等に関する情報は、市がとりまとめ、尾張方面本部（尾張県民事務所）を通じて

県に報告する。 

 

２ 報告事項及び時期 

(1) 市は警戒宣言発令後１時間以内に、「避難・地震防災応急対策の実施状況報告(速報

用)(様式 1)」により県に報告する。報告事項は、次のとおりとする。 

ア 東海地震予知情報の伝達、避難指示 

イ 地域住民の避難状況 

ウ 消防・浸水対策活動 

エ 応急の救護を要すると認められる者の救護・保護 

オ 施設・設備の整備及び点検 

カ 犯罪の予防、交通の規制、その他社会秩序の維持 

キ 食料、生活必需品、医薬品等の確保 

ク 緊急輸送の確保 

ケ 地震災害警戒本部の設置 

コ 対策要員の確保 

(2) それ以降は、「避難・地震防災応急対策の実施状況報告(様式２)」により報告することと

する。報告事項及び報告時期は、次のとおりとする。 

報告事

項 

ア 避難の経過(「危険事態、異常事態の発生状況」及び「措置事項」) 

イ 避難の完了(「避難場所名」、「避難人数・要救護人数」及び「救護・

保護に必要な措置等」) 

ウ 東海地震予知情報の伝達、避難指示等 

エ 消防・水防その他応急措置 

オ 応急の救護を要すると認められる者の救護・保護 

カ 施設・設備の整備及び点検 

キ 犯罪の予防、交通の規制、その他社会秩序の維持 

ク 緊急輸送の確保  

ケ 食料、医薬品等の確保、清掃・防疫の体制設備 

コ その他災害の発生防止・軽減を図るための措置 

報告時

期 

ア 危険な事態、その他の異常な事態が発生した後直ちに 

イ 避難に係る措置が完了した後速やかに 

ウ～コ それぞれの措置を実施するため必要な体制を整備したとき、その

他経過に応じて逐次 
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第３節 発災に備えた資機材、人員等の配備手配 

■基本方針 

○市及び防災関係機関は、地震発生後に災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、警

戒宣言が発せられた場合には、主要食糧や毛布等の生活必需品、応急復旧用資機材等の

発災後の災害応急対策に必要な物資を調達するための手配手続き、災害応急対策に係る

措置を実施する人員の事前配備を行うものとする。なお、東海地震注意情報が発表され

た場合には、これらの準備的な対応を実施する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 食料、医薬品、住宅等の

確保 

物流班、医療防疫班、下水道・住宅班 

第２ 災害応急対策等に必要な

資機材及び人員の配備 

医療防疫班、環境班、土木班、消防団、東部知多衛生組

合、愛知中部水道企業団、名古屋鉄道(株)、中部電力

(株)、東邦瓦斯(株)、西日本電信電話(株)、(株)ＮＴＴ

ドコモ、ＫＤＤＩ(株)、エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ(株)、ソフトバンク(株) 、楽天モバイル

（株） 

 

第１ 食料、医薬品、住宅等の確保 

１ 食料の確保 

市（物流班）は、警戒宣言が発せられ、また、大規模地震が発生した場合に食料等の流通

が停滞することを考慮し、協定団体等に主食、パン等を確保するよう協力を要請する。 

 

２ 医薬品等の確保 

市（医療防疫班）は、発災後の医療活動用として医薬品等の確保に努めるものとする。警

戒宣言が発せられた場合、市は、発災に備えて医薬品その他衛生材料の確保に努める。 

なお、血液、医薬品その他衛生材料の不足を生じたときは、県に要請する。 

 

３ 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 

県は、東海地震注意情報が発表された段階から、発災後に備えて応急仮設住宅の建設、住

宅の応急修理及び住宅相談のため、関係機関・団体に協力要請を行う。市（下水道・住宅班）

はこれに必要な協力を行う。 

 

第２ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配備 

１ 市における措置 

(1) 緊急輸送確保用の資機材・人員の配備 

市（土木班）は、東海地震注意情報が発表された段階から、発災後における緊急輸送道

路を確保するため、応急復旧用の資機材の確認、人員の確保等の措置を講ずるものとす
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る。 

(2) 浸水対策用の資機材･人員の配備 

市（土木班、消防団）は、水害の防止及び軽減についての活動が他の防災活動と一体と

なって、迅速かつ強力に推進できるよう、必要な体制を整えるものとする。 

(3) 廃棄物処理及び清掃活動確保用の資機材･人員の配備 

市（環境班）及び東部知多衛生組合は、次の措置を講じる。 

ア 一般廃棄物処理施設 

地震等災害が発生した場合に備えて、速やかに一般廃棄物処理施設を復旧、稼動できる

よう、警戒宣言発令時の体制の確保を図るものとする。 

イ ごみ処理 

倒壊家屋及び家具等の可燃物並びに瓦等不燃物が発生した場合に備えて、これらの廃棄

物の収集、運搬、処分が速やかに行えるよう、警戒宣言発令時には人員体制及び資機材の

確保を図るものとする。 

ウ し尿処理 

家屋の倒壊、水道の断水等により、トイレが使用不可能になった場合に備えて、必要な

箇所に仮設トイレを設置できるよう、警戒宣言発令時には人員体制及び資機材の確保を図

るものとする。 

(4) 防疫活動確保用の資機材･人員の配備 

市（医療防疫班）は、地震発生時に速やかに感染症まん延防止対策として防疫活動が実

施できるよう、警戒宣言発令時には必要な配備体制をとるものとする。 

(5) 医療救護用の資機材･人員の配備 

市（医療防疫班）は、東海地震注意情報が発表された段階から、応急的な医療救護活動

の実施のための準備をする。 

 

２ 水道事業者の措置 

愛知中部水道企業団は、東海地震注意情報が発表された段階から、発災後の給水確保のた

め、給水用資機材、水道施設の応急復旧用資機材の整備点検を行うものとする。 

また、警戒宣言が発せられた場合、給水用資機材、水道施設の応急復旧用資機材及び人員

の配備等を実施するとともに、水道の工事業者及び｢水道災害相互応援に関する覚書｣を締結し

ている水道事業者と連絡を密にして、災害時の緊急体制を整えるものとする。 

 

３ 鉄道事業者の措置 

名古屋鉄道(株)は、警戒宣言が発せられた場合、発災後における応急復旧に備えるため、

おおむね次のような措置を講ずるものとする。 

(1) 応急復旧用資機材･機器の所在を確認するとともに、関係者の手持ち資料、機器について

もその所在を確認する。 

(2) 必要によりあらかじめ定めてある要員により応急復旧体制をとる。 

 

４ 電力事業者の措置 

中部電力(株)は、東海地震注意情報、又は警戒宣言が発表された場合、社内に非常体制を

発令し、非常災害対策本部等を設置し、次の措置を講ずる。 

(1) 車両を整備･確保して応急出動に備えるとともに、手持資機材の数量確認及び緊急確保に
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努める。 

(2) あらかじめ定めた連絡ルートにより、対策要員を動員し確保に努める。 

 

５ ガス事業者の措置 

東邦瓦斯(株)は、東海地震注意情報が発表された場合、社内に警戒体制を発令し、災害対 

策本部を設置して、次の措置を講ずる。 

(1) 車両等を整備･確保して応急出動に備えるとともに、備蓄資機材の数量確認及び緊急確保

に努める。 

(2) あらかじめ定めた連絡ルートにより、対策要員の確保に努める。 

 

６ 通信事業者の措置 

西日本電信電話(株)、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 、(株)ＮＴＴドコモ、

ＫＤＤＩ(株)、ソフトバンク (株) 、楽天モバイル（株）は、東海地震注意情報を受けた場

合、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、あらかじめ配備してある復旧用資機材、車

両等の所在及び数量等の確認、広域応援計画に基づく必要な手配を実施するものとする。 

また、あらかじめ定めている要員により応急復旧体制をとるものとする。 
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第４節 発災に備えた直前対策 

■基本方針 

○警戒宣言が発せられた場合、地震被害の軽減を図るため、防災関係機関及び地域住民等

は一体となって冷静かつ迅速に、発災に備えた直前対策をとるものとする。なお、東海

地震注意情報が発表された場合、これらの準備的な対応を実施する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 避難対策等 本部班、物流班、高齢者班、福祉班、児童班、学校管理者 

第２ 消防、浸水等対策 土木班、尾三消防組合、消防団、水防施設の管理者 

第３ 社会秩序の維持 愛知警察署 

第４ 道路交通対策 土木班、県、県公安委員会、県尾張建設事務所、名古屋国

道事務所、中日本高速道路(株) 

第５ 鉄道対策 名古屋鉄道(株) 

第６ 路線バス対策 名鉄バス(株) 

第７ 飲料水、電気、ガス、

通信及び放送局等の対策 

物流班、愛知中部水道企業団、中部電力(株)、東邦瓦斯

(株)、(一社)愛知県ＬＰガス協会、西日本電信電話(株)、

日本放送協会 

第８ 生活必需品の確保 物流班、県 

第９ 金融対策 県、東海財務局、日本銀行 

第 10 郵政事業対策 日本郵便(株) 

第 11 病院、診療所の措置 医療防疫班、東名古屋豊明市医師会 

第 12 小売店の措置 小売業者 

第 13 緊急輸送 本部班、教育２班、防災関係機関 

第 14 帰宅困難者・滞留旅

客対策 

本部班、事業者 

 

第１ 避難対策等 

１ 市における措置 

(1) 避難対象地区の周知 

市（本部班）は、警戒宣言が発せられた場合において避難情報の対象となるべきがけ地

崩壊危険地域等の範囲（以下「避難対象地区」という。）について、警戒宣言発令時の避

難勧情報の対象地区として定め、対象地区の範囲、想定される危険の種類、避難地、避難

ルート、その他避難に関する注意事項を、関係地区住民に対して周知するものとする。 

なお、本市の避難対象地区は、急傾斜地崩壊危険箇所及び土砂災害警戒区域とする。 

(2) 避難の指示 

市長（本部長）は、警戒宣言が発せられた場合において、住民等の生命及び身体を保護

するため必要があると認めるときは、あらかじめ定めた避難対象地区について、避難の指

示を行い、あるいは警戒区域の設定を行う。 



第２章 東海地震に関する事前対策 

地－84 

(3) 避難生活に必須である物資の支給に関する周知 

市（物流班）は、避難生活に必要な食料、飲料水、生活必需品等の物資を、警戒宣言時

には避難者に支給しない場合、その旨を周知するものとする。 

なお、警戒宣言の発令直後は、避難者が自ら家庭内備蓄等による食料等を持参して自助

により対処することを原則とし、その旨を周知するものとする。 

(4) 屋外における避難生活の運営 

緊急避難場所で運営する避難生活は、原則として屋外によるものとする。ただし、要配

慮者の保護のため、安全性を勘案し、必要に応じて指定避難所等の屋内における避難生活

を運営できるものとする。 

(5) 徒歩による避難の誘導 

避難対象地区内の居住者等が緊急避難場所まで避難するための方法については、徒歩に

よるものとする。ただし、避難地までの距離が遠く、徒歩による避難が著しく困難な避難

対象地区の居住者等については、地域ごとの実情に応じて必要最小限の車両の活用の適否

を検討するなど、避難行動の実効性を確保するよう努めるものとする。 

(6) 要配慮者に対する支援・配慮 

市（高齢者班、福祉班、児童班）は、避難行動要支援者の人数及び介護者の有無等の把

握に努めるとともに、必要な支援を行うものとする。なお、避難にあたり他人の介護を必

要とする者を収容する施設のうち市が管理する施設については、収容者の救護のために必

要な措置を講ずるものとする。 

また、市（本部班）は外国人に対する情報伝達において、多言語、簡単な日本語による

伝達に配慮するものとする。 

(7) 出張者、旅行者等の対応 

市（本部班）は、出張者及び旅行者等について、関係事業者と連携しつつ、避難誘導等

適切な対応を実施する。特に、帰宅困難者、滞留旅客の避難対策については、事前に鉄道

事業者と十分調整しておくものとする。 

(8) 県への要請 

 市（本部班）は、避難や救護等の対策に関して次のような協力を求める必要がある場合

は、県に対して要請する。 

ア 県の管理する施設を避難場所として開設・開放する際の協力 

イ 避難に当たり他人の介護を必要とする者を収容する施設のうち県が管理するものにつ

いて、収容者の救護のため必要な措置 

ウ 県が把握している物資等の供給のあっせん 

エ 県が備蓄している物資等の放出 

オ 給水車、ろ水機等の給水用資機材その他防災用資機材の配備 

 

２ 県警察における措置 

(1) 避難の際における警告、指示等 

警戒宣言が発せられた場合において、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生するお

それがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又

は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示を行う。 

この場合において、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若 

しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両の撤去そ
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の他必要な措置を行う。 

(2) 避難の指示 

警戒宣言が発せられた場合、市長が避難のための立退きを指示することができないと認

めるとき、又は市長から要求があったときは、警察官は、必要と認める地域の居住者、滞

在者、その他の者に対し、避難のための立退きを指示する。 

警察官が避難のための立退きを指示したときは、直ちにその旨を市長に通知する。 

 

３ 学校における措置 

 市立小中学校、県立高校、私立学校の管理者は、次の措置を講じる。 

(1) 児童・生徒等の安全確保 

児童･生徒等の安全を確保するため、東海地震注意情報が発表された場合、原則として、

次のとおり取り扱うものとする。 

ア 児童･生徒等が在校中には、授業、部活動等を中止し、あらかじめ定められた方法に基

づき速やかに下校させる。 

イ 児童･生徒等が登下校中には、あらかじめ定められた方法に基づき速やかに帰宅するよ

う指導する。 

ウ 児童･生徒等が在宅中には、休校として、児童･生徒等は登校させない。 

(2) 実態に即した具体的な対応方法の検討 

学校等においては、(1)の原則を踏まえて、通学方法、通学距離、通学時間、通学路の状

況、交通機関の状況等を勘案し、あらかじめ保護者、地域の関係機関の意見を聞いた上で、

実態に即した具体的な対応の方法を定めておくものとする。 

(3) 児童生徒及び保護者等に対する対応方法の周知 

東海地震注意情報が発表された場合の対応方法については、児童生徒及び保護者、その

他関係者に周知しておくものとする。 

(4) 施設設備に対する安全点検 

施設設備について、日頃から安全点検を行い、災害の発生を防止するため必要な措置を

とるものとする。 

 

第２ 消防・浸水等対策 

市及び尾三消防組合は、警戒宣言が発せられた場合、出火及び混乱の防止等に関して講ず

る措置として、次の事項を重点として推進するものとし、東海地震注意情報が発表された場合

においても、資機材の点検・整備等準備行動を行う。 

また、発災後の迅速な消火、救急救助活動を確保するため、東海地震注意情報が発表され

た段階から、準備等必要な体制をとるものとする。 

(1) 正確な情報の収集及び伝達 

(2) 火災、水災等の防御のための警戒 

(3) がけ地崩壊危険地域等における避難のための立退きの指示、避難誘導、避難路の確保 

(4) 火災発生の防止、初期消火についての住民への広報 

(5) 自主防災組織等の防災活動に対する指導 

(6) 地震防災応急計画の実施の指導 

(7) 迅速な救急救助のための体制確保 
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(8) 監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

(9) 水防資機材の点検、整備及び配備 

 

第３ 社会秩序の維持 

県警察（愛知警察署）は、警戒宣言が発せられた場合等における混乱の防止並びに犯罪の

予防及び取締りのため社会秩序の維持対策を推進する。 

(1) 混乱防止の措置 

ア 警戒宣言が発せられた場合主要駅、繁華街、銀行、百貨店、大型スーパー等不特定多

数の人が集まる施設・場所の管理者と緊密に連携し、広報、整理誘導等の混乱防止措置

を行うものとする。 

イ 正しい情報の積極的な広報及び混乱発生時における迅速な対処により流言飛語による

混乱の防止を図るものとする。 

(2) 不法事案に対する措置 

ア 悪質商法等の生活経済事犯の予防及び取締りを行うものとする。 

イ 窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力事犯等生活に密着した犯罪の予防及び取

締りを行うものとする。 

ウ その他混乱等に乗じた各種不法事案の予防及び取締りを行うものとする。 

(3) 避難に伴う措置 

避難先及び避難対象地区に対する警戒活動を行うものとする。 

(4) 自主防災活動に対する支援 

区・町内会、自主防災組織等の住民等による防災活動に対する支援活動を行うものとす

る。 

 

 

第４ 道路交通対策 

１ 県公安委員会における措置 

警戒宣言が発せられた場合、車両等が滞留して一般道路の交通が著しく混雑することが予

想されるため、県公安委員会は、道路管理者等及び関係機関と緊密に連絡し適切な交通規制を

実施し、交通混乱の防止、緊急物資の輸送、警察･消防活動等が行えるよう道路交通の確保を

図るものとする。 

(1) 交通規制の基本方針 

ア 一般道については、一般車両の強化地域内での走行は、極力抑制するとともに、強化

地域への流入は、極力制限し、強化地域からの流出は交通の混乱が生じない限り原則と

して制限しない。 

イ 高速自動車国道及び自動車専用道路については、一般車両の強化地域内のインターチ

ェンジ等からの流入を制限するとともに、強化地域への流入を制限し、強化地域からの

流出は制限しない。 

ウ 避難路及び緊急交通路については、優先的にその機能の確保を図る。 

(2) 交通規制の内容 

警戒宣言が発せられた場合は、県公安委員会は道路管理者等及び関係機関と緊密に連絡
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し、大震法及び道路交通法の定めるところにより、地震防災応急対策に従事する者又は必

要な物資の緊急輸送、その他地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸送を確

保するため、愛知警察署は歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限する。 

ア 緊急交通路の確保 

第１次規制として、所定の自動車専用道路各インターチェンジ及び所定の国道・県道各

主要箇所において、一般車両に対し流入の制限等必要な規制を行う。 

また、避難及び地震防災応急対策に支障が生じる事態が発生した場合、第２次規制とし

て、必要な交通規制の見直しを行う。 

(ｱ) 第１次 

強化地域においては、高速道路の各インターチェンジにおいて、一般車両に対し、

流入の制限及び強化地域内の高速道路等における走行の抑制を行う。 

強化地域周辺では、強化地域内への流入を極力制限するために、一般車両に対し、

主要箇所において必要な規制等を行う。 

(ｲ) 第２次 

避難及び地震防災応急対策に支障が生じる事態が発生した場合、必要な交通規制の

見直しを行う。 

イ 広域交通規制 

交通の混乱を防止し、かつ緊急輸送を確保するため、交通の状況に応じて、警察庁の指

定する「広域交通規制道路」又は「広域交通検問所」のうちから区間又は地点を指定し、

一般車両を対象とした必要な交通規制を行う。 

なお、豊明市周辺の広域交通規制道路（広域交通検問所）には、伊勢湾岸自動車道（湾

岸弥富インター）、国道１号（豊橋市西八町交差点）、国道 23 号（名古屋市名四町交差

点）がある。 

ウ 広域的な避難場所の周辺道路 

避難場所としての機能を確保するため、駐車禁止、一方通行及び指定方向以外進入禁止

規制等の必要な交通規制を行う。 

(3) 交通規制の方法 

警戒宣言発令時の交通規制は、「大震法」第 24 条並びに「道路交通法」第５条及び第６

条により行うこととし、大震法による場合は、同法施行令第 11 条に基づく交通規制標示の

設置、道路管理者等及び関係公安委員会への通知を行うものとする。 

(4) 交通規制を行う地域、路線及び区間における車両等の措置 

ア 通行の禁止又は制限を行った路線上の車両については、直ちにこれを同路線以外の道路

へ誘導撤去させるとともに、その走行を極力抑制する。 

イ 強化地域内へ入ろうとする車両にあっては、その流入を極力抑制する。 

ウ 通行の禁止又は制限を行った路線上の駐車車両については、直ちに移動の広報、指導を

行い、状況により必要な措置を講ずる。 

(5) 交通規制の結果生ずる滞留車両の措置 

強化地域内にある車両に対しては、通行の禁止又は制限をされた路線以外の路線にあっ

ても、現場広報及び指導を行い、極力走行を抑制し、交通規制のため車両が滞留し、その

場で長時間停止することとなった場合は、関係機関と協力し、必要な対策を講ずる。 

(6) 緊急輸送車両の確認 

ア 緊急輸送車両の確認 
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県又は県公安委員会は、県公安委員会が大震法第 24 条の規定により、緊急輸送を行う

車両以外の車両について通行の禁止又は制限を行った場合、同法施行令第 12 条の規定に

より緊急輸送車両の確認を行う。 

イ 緊急輸送車両の確認届出 

緊急輸送車両であることの確認を受けようとする車両の使用者は、「緊急通行車両等届

出書」を県又は県公安委員会の事務担当部局等に提出するものとする。 

ウ 緊急輸送車両の標章及び証明書の交付 

緊急運送車両であると認定したときは、県又は県公安委員会は、「緊急輸送車両等確認

証明書」を標章とともに申請者に交付する。 

 

２ 県、県公安委員会及び道路管理者等における措置 

県、県公安委員会及び道路管理者等（土木班、尾張建設事務所、名古屋国道事務所、中日

本高速道路(株)）は、東海地震注意情報が発表された段階から、警戒宣言時の交通規制等の情

報についてあらかじめ情報提供するとともに、以下に示す運転者のとるべき措置について周知

徹底を図るものとする。 

(1) 車両の運転中に警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて直ちに低

速走行に移行するとともに、カーラジオ等により継続して地震情報や交通情報を聞き、そ

の情報に応じて行動すること。 

(2) 車両を置いて避難するときは、できる限り道路外の場所に移動しておくこと。やむをえず

道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジン

キーは付けたままとするか運転席などの車内の分かりやすい場所に置いておくこととし、

窓は閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や地震防災応急

対策･災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。 

 

第５ 鉄道対策 

警戒宣言に伴う強化地域内の運行停止による旅客の混乱を軽減するため、各鉄道事業者は、

警戒宣言前の段階から、警戒宣言時の運行規制等についてあらかじめ情報提供するとともに、

不要不急の旅行や出張等を控えるよう要請するものとする。また、警戒宣言が発せられるまで

は、需要に応えるため極力運行を継続する。なお、強化地域内で震度６弱未満かつ津波等の被

害のおそれがない地域について、安全に運行可能と判断した場合は、警戒宣言が発せられた場

合においても運行を継続できるものとする。 

 なお、名古屋鉄道(株)は次の措置を講じる。 

(1) 東海地震注意情報発表時 

ア 列車の運行 

(ｱ) 東海地震注意情報を受領した時点では、平常通り運行する。 

(ｲ) 情報の受領時期にもよるが、基本的には旅客ができるだけ早く帰宅できるように、状

況に応じて輸送力を増強する。 

イ  旅客への対応 

(ｱ) 旅客に対して、警戒宣言が発せられた場合には、列車の運転を中止する旨を伝え、速

やかな帰宅を促す案内を実施する。 

(ｲ) 地震が発生した場合には地下駅や橋上駅は危険である旨を知らせる。 
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(ｳ) 東海地震注意情報の内容を旅客に説明し、落ち着いて行動するよう呼びかける。 

(ｴ) ターミナル駅は混雑が予想されるため、旅客の誘導を行うとともに、必要に応じ警察

官等の増備を依頼することもある。 

(2) 警戒宣言発令時 

ア 列車の運行 

(ｱ) 強化地域内の列車は、強化地域外に直ちに脱出し、強化地域外へ脱出できない列車は、

あらかじめ定めた最寄の駅に停車し、旅客を安全な場所に案内する。 

(ｲ) 強化地域外の列車は、強化地域内へ進入せず、あらかじめ定めた駅での折り返し運転

を行う。 

イ  旅客への対応 

(ｱ) 東海地震に関連する情報及び列車の運行情報等を、駅又は車内での案内放送、急告板

の掲出等により、旅客に案内する。 

(ｲ) 強化地域内の駅構内及び列車内の旅客に対しては、最寄りの避難場所へ避難するよう

案内するとともに、強化地域外での列車折り返し駅までの案内を実施する。 

 

第６ 路線バス対策 

名鉄バス(株)は、乗客等の安全を確保するため、原則として、強化地域においては次の措

置を講ずるものとする。 

(1) 運行路線にかかわる津波の被害が予想される箇所、山崩れ･がけ崩れが想定される箇所等

の危険箇所、避難場所についてあらかじめ調査し、それを教育･訓練等により従業員に周知

徹底するものとする。 

(2) 東海地震注意情報が発表された又は警戒宣言が発せられた場合における情報の収集･伝達

経路についてあらかじめ定めておく。特に、運行車両の乗務員は、ラジオ、サイレン、標

識等による情報収集に努めるものとする。 

(3) 東海地震注意情報が発表された場合、乗客に対して、警戒宣言が発せられた場合には車両

の運行を中止する旨を伝え、速やかな帰宅を促す。 

(4) 警戒宣言発令の情報を入手した乗務員は、速やかに車両の運行を中止し、危険箇所を避け

安全と思われる場所に停止し、旅客に対し避難場所の教示を行うものとする。 

(5) 旅客を降ろした後、車両は、所属営業所又は最寄りの営業所まで回送する。ただし、緊急

の場合は、安全な場所へ退避する。 

(6) 滞留旅客に対して、警戒宣言の内容、最寄の避難場所及び運行中止の措置をとった旨の案

内を掲示物、放送等により広報する。 

 

第７ 飲料水、電気、ガス、通信及び放送局等の対策 

１ 水道事業者等の措置 

市（物流班）及び愛知中部水道企業団は、警戒宣言が発せられた場合、震災に備えた緊急

貯水を住民等に強力に呼びかけるとともに、次の措置をとるものとする。 

(1) 住民等の飲料水等の緊急貯水によって水量不足が生じないよう、配水池の水位確保等配水

操作に十分留意する。 

(2) 需要水量を確保するため、送水に努めるものとする。 
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２ 電力事業者における措置 

中部電力(株) は、地震災害予防及び災害復旧にとって必要不可欠な条件となっている電力

を円滑に供給するため、警戒宣言等が発せられた場合の地震防災応急対策として次の措置を講

ずる。 

(1) 電力施設の予防措置 

東海地震注意情報又は警戒宣言に基づき、電力施設に関する次の予防措置を講ずる。こ

の場合において、地震発生の危険に鑑み、作業上の安全に十分配慮する。 

ア 特別巡視、特別点検 

給電制御所、発電所、変電所等において、構内特別巡視、非常電源設備の点検、燃料・

冷却水等の補充、消火設備の点検を実施する。 

イ 応急安全措置 

仕掛り工事及び作業中の電力施設は、状況に応じて、設備保全及び人身安全上の応急措

置を実施する。 

(2) 電力の緊急融通 

各電力会社とあらかじめ定めた電力融通に関する契約等に基づき、電力の緊急融通体制

について確認する。 

(3) 安全広報 

テレビ、ラジオ等の報道機関及び Webサイトを通じて、地震発生時の具体的な電気の安全

措置に関する広報を行う。 

 

３ 都市ガス事業者における措置 

東邦瓦斯(株)は、都市ガスを円滑に供給するため、警戒宣言等が発せられた場合、地震

防災応急対策として、次の措置を講ずる。 

(1) 供給の継続 

警戒宣言が発せられた場合においても、ガスの供給を継続する。 

(2) 安全広報 

警戒宣言発令等があった場合、ガス利用者に対し、不使用中のガス栓が閉止されている

ことの確認、地震発生時におけるガス栓の即時閉止等を要請する。 

また、テレビ、ラジオ等の報道機関に対して、この広報内容を報道するよう要請する。 

(3) 帰宅等の要請 

東海地震注意情報が発表された場合、本社及び事業所等の見学者、訪問者等に対して、

注意情報が発表された旨を伝達し、帰宅等を要請する。 

(4) ガス工作物の巡視･点検 

警戒宣言発令等があった場合、点検が必要な設備については、あらかじめ定める点検要

領に従い巡視･点検を行う。 

(5) 工事等の中断 

警戒宣言発令等があった場合、緊急でない工事･作業等は、工事中･作業中のガス工作物

の危険を防止する措置を施した後、これを中断する。 

 

４ ＬＰガス協会における措置 

警戒宣言が発令された場合、(一社)愛知県ＬＰガス協会は、ラジオ、テレビ等の報道機関
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を通じて、あらかじめ連絡してある広報内容により、ＬＰガスの具体的な安全措置に関する広

報を依頼する。 

 

５ 通信会社における措置 

西日本電信電話(株)は、警戒宣言が発せられた場合、通信の疎通が著しく困難となる事態

が予想されるため、地震防災応急対策実施上の重要通信を確保するため次の措置を行う。 

また、他の通信会社は、これに準じた措置をとるものとする。 

(1) 地震防災応急対策等に関する広報 

東海地震注意情報若しくは警戒宣言が発せられた場合、利用者の利便に関する次の事項

について、Webサイト、テレビ、ラジオ放送等を通じて情報提供及び必要な広報を行う。 

ア 通信の疎通状況及び利用制限等の措置状況 

イ 電報の受付、配達状況 

ウ 加入電話等の開通、移転等の工事及び障害修理等の実施状況 

エ 西日本電信電話(株)の東海支店における業務実施状況 

オ 災害用伝言ダイヤルの利用方法 

カ その他必要とする事項 

(2) 通信の利用制限等の措置 

各情報及び災害等により、通信が著しく困難となった場合は、重要通信を確保するため、

契約約款の定めるところにより、通話の利用制限等の措置をとるものとする。 

(3) 災害用伝言ダイヤル及び災害用伝言板の運用 

東海地震注意情報が発表された段階から、状況に応じて災害用伝言ダイヤル及び災害用

伝言板等を提供するとともに、報道機関への連絡等を行う。 

なお、必要に応じてこれらの措置を東海地震注意情報発表前からも実施する。 

(4) 建物、施設等の巡視と点検 

東海地震注意情報が発表された場合又は警戒宣言が発せられた場合、建物及び重要通信

施設を巡視し、必要な点検を実施するものとする。 

(5) 工事中の施設に対する安全措置 

東海地震注意情報が発表された場合又は警戒宣言が発せられた場合、工事中の電気通信

設備、建築物等については、原則として工事を中断するものとする。中断に際しては、現

用電気通信設備等に支障を与えないよう、必要により補強及び落下、転倒防止等の安全措

置を講ずるものとする。 

なお、この場合、付近住民及び作業員の安全に十分配意するものとする。 

 

６ 日本放送協会の措置 

日本放送協会名古屋放送局は、次の措置を講じる。 

(1) 防災組織の整備及び県・市等との協力 

警戒宣言が発せられた場合、防災業務計画により防災組織を整備して、自ら活動を実施

するとともに、市と協力して減災・防災に向けた活動を行う。 

(2) 地震災害及び社会的混乱の防止を目的とした緊急警報放送等 

地震予知情報等の放送に当たっては、地震災害及び社会的混乱の防止を目的として、居

住者等に対して冷静な対応を呼びかけるとともに、交通・ライフライン・生活関連情報等

の正確・迅速な情報の提供に努めることを基本として、緊急警報放送、臨時ニュースを編
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成する等、各メディアを有効に活用して対処する。 

(3) 外国人、視覚障害者等への配慮 

放送に当たっては、外国人、視覚障害者等にも配慮を行うよう努める。 

 

第８ 生活必需品の確保 

市は国及び県と連携し、警戒宣言が発せられた場合に、食料等生活必需品の売り惜しみ、

買占め、及び物価高騰が生じないよう、関係する生産団体、流通団体等に対して、安定して供

給するよう要請するものとする。 

なお、平時から各家庭においては、警戒宣言発令時に市から食料や生活必需品等が原則と

して支給されないおそれがあることや地震発生時にはライフラインの途絶等の事態が予想され

ることを考慮し、可能な限り１週間分程度、最低でも３日間分の飲料水、食料や生活必需品等

を家庭内に常時備蓄しなければならないことの周知徹底に努めるものとする。 

 

第９ 金融対策 

１ 東海財務局及び日本銀行名古屋支店における措置 

東海財務局、日本銀行名古屋支店は、警戒宣言が発せられたときは、金融機関の現金保有

状況の把握に努め、金融機関の所要現金の確保について必要な援助を行うなど、通貨の円滑な

供給の確保に万全の措置を講じる。 

また、必要に応じて、適当と認められる機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、民間金融

機関等に対し、その業務の円滑な遂行を確保するよう要請する。 

 

２ 県における措置 

共済事業を行う中小企業等協同組合並びに農業協同組合系及び漁業協同組合系の金融機関

について、県は関係機関と密接な連携をとりつつ、民間金融機関等と同様の措置を講じるよう

要請する。 

 

第 10 郵政事業対策 

 日本郵便(株)は次の措置を講じる。 

(1) 警戒宣言が発せられた場合は、その時点から郵便局における業務の取扱いを停止するもの

とする。 

(2) (1)により業務を停止し、又は業務の一部を取り扱うときは、強化地域内に所在する郵便

局において、窓口取扱いを行う事務の種類及び取扱時間並びにその他必要な事項を局前等

に掲示するものとする。 

(3) 警戒宣言が発せられた場合は、屋外で業務に従事している者は、原則として、速やかに郵

便局に戻るものとする。 

(4) 警戒宣言が発せられて、地方公共団体との防災に関する協定に基づき、郵便局が一時的避

難場所として使用される場合には、避難者の安全確保に万全を期するものとし、その際、

要配慮者に十分配慮するものとする。 
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第 11 病院、診療所の措置 

(1) 病院、診療所は、東海地震注意情報が発表された段階から、院内放送等により、医師等の

職員、入院患者及び外来患者等に対し情報を伝達するとともに、被害の発生防止、医療機

能の維持に努める。 

(2) 強化地域内の病院、診療所については、警戒宣言が発せられたときの外来診療を原則とし

て中止するものとするが、耐震性を有するなど安全性が確保されている場合は、地域の医

療を確保するため、診療を継続することができるものとする。 

(3) 災害拠点病院（藤田医科大学病院）については、発災後の医療救護活動を確保するため、

警戒宣言時の救急外来、投薬外来（簡単な問診での投薬外来）を除き、外来診療を原則縮

小する。 

 

第 12 小売店の措置 

避難生活の維持のため、警戒宣言時においても、コンビニエンスストア等小売店舗につい

て自ら安全性を確保できると判断した場合にはサービスを継続することができるものとす

る。警戒宣言直後は備蓄物資があると想定されるが、物資搬送に備え、安全な輸送の方法、ル

ート等をあらかじめ計画するとともに、コンビニエンスストア等の営業確保方策として、営業

に必要な物資輸送のための車両を確保し、地震防災応急対策の実施状況を勘案しながら段階的

に輸送を実施する。 

 

第 13 緊急輸送 

１ 市及び防災関係機関における措置 

市（本部班、教育２班）及び防災関係機関は、地震防災応急対策のための緊急輸送あるい

は発災後の緊急輸送等に備えて、緊急輸送用車両及びヘリポート等の確保を図るものとする。 

また、確保すべき車両の数量及び確保先との連絡手段をあらかじめ定めておくものとする。 

なお、警戒宣言が発せられた場合、発災に備え、その応急救助対策に関する業務を遂行す

るため必要とされる人員、物資の輸送範囲、輸送方針及び緊急輸送道路は、おおむね次のとお

りとする。 

(1) 輸送範囲 

ア 応急対策作業に従事する者 

イ 医療、通信、調査等で応急対策に必要とされる者 

ウ 食料、飲料水、その他生活必需品 

エ 医薬品、衛生材料等 

オ 救援物資等 

カ 応急対策用資材及び機材 

キ その他必要な人員及び物資、機材 

(2) 輸送方針 

ア 緊急輸送は、市及び関係機関が保有する車両等の輸送力により、必要最小限の範囲で

実施するものとし、実施にあたって輸送手段の競合が生じないよう、緊急輸送関係機関

及び実施機関は、あらかじめ相互の連携協力体制を十分整備するものとする。 

イ 警戒宣言後の緊急輸送の実施にあたり具体的に調整すべき問題が生じた場合は、県及
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び市の警戒本部において調整を行う。 

(3) 緊急輸送道路 

県指定の第１次及び第２次緊急輸送道路（総則・災害予防計画 第２章 第４節 第２１ 

(1)「イ 緊急輸送道路の指定」参照）とする。 

 

２ 緊急輸送車両の事前届出及び確認 

大規模地震対策特別措置法第 24 条の規定により、緊急輸送を行う車両以外の車両について

通行の禁止又は制限が行われた場合の、緊急輸送車両であることの確認については、第 4の１

「(6) 緊急輸送車両の確認」による。 

なお、大震法施行令第 12 条第１項の規定に基づき、緊急輸送車両であることの確認を受け、

現に緊急輸送に従事している際に警戒宣言に係る地震が発生した場合には、災害対策基本法施

行令第 33 条第４項の規定に基づき、同条第１項による確認を受けるまでもなく、当該緊急輸

送に従事することができる。 

 

第 14 帰宅困難者・滞留旅客対策 

警戒宣言が発せられ、交通機関が運行停止等の措置をとった場合、通勤・通学者、買物客

等には、帰宅が困難になる者が相当数生じることが見込まれることから、市は、帰宅困難者、

滞留旅客の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を講じるものとする。 

市以外で避難誘導及び保護を実施すべき機関においては、規制等の結果生じる帰宅困難者、

滞留旅客に対する具体的な避難誘導、保護並びに食料等のあっせん、市が実施する活動との連

携体制等の措置を講ずるものとする。 

(1) 交通機関の運行停止等により帰宅が困難になった人に対しては、原則として徒歩による帰

宅を促す。 

(2) 事業所等は、従業員、学生、顧客等に対し、東海地震注意情報が発表された段階から正確

な情報を提供することとし、警戒宣言発令時には交通機関が運行停止する旨の情報を提供

して事前の帰宅困難者発生抑制に努める。 
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第５節 市が管理又は運営する施設に関する対策 

■基本方針 

○市は、警戒宣言が発せられた場合、自ら管理･運営する道路、河川、不特定かつ多数が出

入する施設、あるいは地震防災応急対策の実施上重要な建物に関して、地震発生に備え

た対策を速やかに実施するものとする。なお、東海地震注意情報が発表された場合は、

これらの対策の準備的な対応を実施する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 道路 土木班 

第２ 河川 土木班、物流班 

第３ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 関係各班 

第４ 地震防災応急対策の実施上重要な建物

に関する措置 

関係各班 

第５ 工事中の建築物等に対する措置 関係各班 

 

第１ 道路 

市は、東海地震注意情報が発表された段階から、次のとおり所管道路における管理上の措置を

とるものとする。 

(1) 広報車等を活用して、東海地震注意情報、東海地震予知情報、警戒宣言その他の地震に関

する情報及び運転手のとるべき措置を道路利用者に伝達する。 

なお、東海地震観測情報が発表された場合においても、広報車等により、その内容を伝

達するものとする。 

(2) 巡視等を実施して、交通状況、工事中箇所、通行止め箇所の把握をする。 

(3) 必要な安全対策を講じたうえで、原則として工事中の道路における工事の中断等の措置を

とる。 

(4) 応急復旧資機材の保有状況について、情報収集･把握を行う。 

(5) 道路巡視及び応急復旧作業の担当業者に事前配備について連絡、確認を行う。 

(6) 愛知警察署、その他関係機関と連携協力し、必要な措置を講ずる。 

 

第２ 河川 

市は、管理河川の堤防、排水機場・水門等のうち、特に重要な施設では、直後の点検、応

急復旧が実施できる準備をあらかじめ定めるものとする。 

 

第３ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

不特定多数の市民等が利用する市庁舎、学校、福祉施設等の管理上の措置は、おおむね次

のとおりとする。 
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１ 一般的事項 

(1) 警戒宣言等の情報伝達及び退避等の措置 

ア 東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された場合 

庁舎、市民が利用する施設においては、庁舎への来訪者、施設利用者に対して、東海地

震に関連する調査情報（臨時）の伝達に努める。 

イ 東海地震注意情報が発表された場合 

(ｱ) 庁舎 

庁舎への来訪者に対して、東海地震注意情報が発表された旨及び警戒宣言が発せら

れた場合には強化地域内の交通機関が運行停止等の措置をとる旨を、的確、簡潔に伝達

するとともに、原則として、庁舎からの退避を促す。 

(ｲ) 市民が利用する施設 

施設利用者に対して、東海地震注意情報が発表された旨及び警戒宣言が発せられた

場合には強化地域内の交通機関が運行停止等の措置をとる旨を、的確、簡潔に伝達する

とともに、施設からの退避を誘導し、原則として、施設等を閉館する。 

ウ 警戒宣言が発せられた場合(東海地震注意情報等が発表されることなく突発的に発せら

れた場合を含む) 

(ｱ) 庁舎 

来訪者に対して、警戒宣言が発せられた旨を的確、簡潔に伝達するとともに、庁舎

からの退避を誘導し、原則として、一般業務を停止し、庁舎を閉庁する。 

(ｲ) 市民が利用する施設 

施設利用者に対して、警戒宣言が発せられた旨を的確、簡潔に伝達するとともに、

施設からの退避を誘導し、原則として、施設等を閉館する。 

(2) その他の措置 

庁舎、施設において、警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとるなど、発災に備える

とともに、東海地震注意情報が発表された場合には、その準備的な対応を行い、必要な体

制を整えるものとする。 

ア 施設の防火点検及び応急補修、設備備品等の転倒・落下防止措置 

イ 出火防止措置 

ウ 受水槽等への緊急貯水 

エ 消防用設備の点検、整備と事前配備 

オ 非常用発電装置の準備、水の緊急配備、コンピューターシステムなど重要資機材の点

検等の体制 

 

２ 学校 

学校及び保育所等においては、第４節「３ 学校における措置」に定めるところによる。 

なお、当該学校に保護を必要とする生徒等がいる場合、これらの者に対する保護の措置を

講じるものとする。 

 

３ 福祉施設 

福祉施設においては、情報の伝達や避難等に当たって特に配慮を必要とする者が入所又は

利用している場合が多いことから、これらの者の保護及び保護者への引き継ぎの方法について

は、施設の種類や性格及び個々の施設の耐震性を十分に考慮し、各施設において警戒宣言が発
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せられた場合の避難等の安全確保のための具体的な措置を定めるものとする。 

 

第４ 地震防災応急対策の実施上重要な建物に関する措置 

(1) 市の建物で、地震防災応急対策の実施上重要な建物の管理者は、第４節 第１「１ 市に

おける措置」に掲げる措置をとるほか、次に掲げる措置をとるものとする。 

ア 自家発電装置、可搬式発電機等による非常電源の確保 

イ 無線通信機等通信手段の確保 

(2) 市は必要に応じて、屋内避難に使用する県有施設の活用について県へ協力を要請するも

のとする。 

(3) 本計画に定める避難所が置かれる県立豊明高等学校の管理者は、第４節「３ 学校にお

ける措置」をとるとともに、市が行う緊急避難場所・避難所及び救護所の開放・開設に必

要な資機材の搬入、配備協力するものとする。 

 

第５ 工事中の建築物等に対する措置 

工事中の建築物その他工作物又は施設については、東海地震注意情報が発表された段階で、

安全対策を講じた上で、原則として工事を中断するものとする。 
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第６節 他機関に対する応援要請 

■基本方針 

○防災関係機関は、地震防災応急対策を実施する上で、他機関の応援等を求める必要があ

る場合に備えて、事前に協定その他の手続き上の措置を定めておくものとする。なお、

各防災関係機関が他機関の応援要請について、その具体的な内容を定める場合には、他

の機関との競合に留意するとともに、調整を行うものとする。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 防災関係機関に対する応援要請等 本部班、県 

第２ 自衛隊の災害派遣 本部班 

 

第１ 防災関係機関に対する応援要請等 

１ 市における措置 

市は、警戒宣言が発せられた場合において、地震防災応急対策を実施するため大震法第

26 条第１項の規定による他市町村への応援要請に備え、あらかじめ相互に応援協定を締結

しておくものとする。 

 

２ 県における措置 

(1) 知事の応援に関する指示  

知事は、強化地域の市町村において実施する地震防災応急対策が的確かつ円滑に行われ

るため、特に必要があると認められるときは、他の市町村に応援すべきことを指示するも

のとする。 

この場合において、知事は次の事項を示さなければならない。 

ア 応援すべき市町村名 

イ 応援の範囲又は区域 

ウ 担当業務 

エ 応援の方法 

(2) 連絡・受入れ体制の確保 

県は、災害が発生し、他の都道府県等からの応援を受入れることとなった場合に備え、

関係機関との連絡体制を確保し、受入体制を確保するよう努めるものとする。 

 

３ 費用の負担方法 

(1) 他市町村から市に応援がなされた場合の、応援に要した費用の負担方法は、大震法第 31

条の規定による。 

(2) 指定公共機関等が市に協力した場合の経費の負担については、各計画に定めるもののほ

か、その都度あるいは事前に相互に協議して定めるものとする。 
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第２ 自衛隊の災害派遣 

１ 自衛隊の派遣要請 

市長（本部長）は、地震防災応急対策を迅速かつ的確に実施するため自衛隊の支援が必要

と認めるときは、県地震災害警戒本部長に対して、次の事項を明らかにして、自衛隊の地震防

災派遣を要請するものとする。 

ア 派遣を要請する事由 

イ 派遣を要請する期間 

ウ 派遣を希望する区域 

エ その他参考となるべき事項 

 

２ 関係部隊等との連絡調整 

市（本部班）は、自衛隊の地震防災派遣が実施される場合には、支援活動の細部に関し、

関係部隊等と連絡調整するものとする。 

 

３ 経費負担 

地震防災派遣が実施された場合の部隊の受入れ及び経費の負担区分については、第１章 第

４節「第２ 自衛隊の災害派遣」に準ずるものとする。 
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第７節 市民のとるべき措置 

■基本方針 

○警戒宣言が発せられた場合、市民はそれぞれの家庭及び職場において、人命の安全対策

を第一として、混乱の防止に留意しつつ、個人又は共同で、地震被害を最小限にとどめ

るために必要な措置をとるものとする。また、東海地震に関連する調査情報（臨時）及

び東海地震注意情報が発表された場合においても、今後の情報に注意する。 

■対策の体系と実施機関 

対策 実施機関 

第１ 家庭においてとるべき措置 市民 

第２ 職場においてとるべき措置 事業者 

 

第１ 家庭においてとるべき措置 

(1) テレビやラジオのスイッチは常に入れ、正確な情報をつかむこと。また、市役所、消防

署、警察署などからの情報に注意する。 

(2) 警戒宣言が発せられた場合には、がけ地崩壊危険地域など避難対象地区内の居住者等にあ

っては、市の指示に従い、指定された避難地へ速やかに避難する。避難対象地区以外の居

住者等は、耐震性が確保された自宅や庭、自宅付近の広場、空き地等での待機等安全な場

所で行動する。 

また、このため、あらかじめ自宅の耐震点検等を行い、その耐震性を十分把握してお

く。 

なお、各家庭で食料、生活用品や、屋外での避難・待機等に備えた防寒具、雨具等を準

備する。 

(3) 警戒宣言が発せられたとき、家にいる人で家庭の防災会議を開き、役割の分担と段取りを

決めて、すぐに取りかかる。 

(4) とりあえず、身の安全を確保することができる場所を確保し、家具等の転倒防止やガラス

の飛散防止措置を確認する。 

(5) 火の使用は自粛する(止むを得ず使用するときは、火のそばから離れないこと)。 

(6) 灯油等危険物やプロパンガスの安全措置をとる。 

(7) 消火器や水バケツ等の消火用具の準備、確認を行うとともに、緊急用の水をバケツや風呂

桶等に溜めておく。 

(8) 身軽で安全な服装(長袖、長ズボン)に着替える(底の厚い靴も用意すること)。 

(9) 水・食料（３日分以上※可能な限り１週間分程度）、携帯ラジオ、懐中電灯、医薬品、着

替え等の非常持出品及び救助用具の用意をする。 

(10) 万一のときの脱出口を確認する。また、災害が大きかった場合に備えて避難場所や避難

路等を確認し、家族全員が知っておく。 

(11) 自主防災組織は情報収集伝達体制を確保する。 

(12) 自動車や電話の使用は自粛する。 
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第２ 職場においてとるべき措置 

(1) 防火管理者、保安責任者などを中心に、職場の防災会議を開き、分担に従い、できるかぎ

りの措置をとる。 

(2) とりあえず、身の安全を確保することのできる場所を確保し、ロッカー等の転倒防止措置

やガラスの飛散防止措置を確認する。  

(3) 火の使用は自粛する。 

(4) 消防計画、予防規程などに基づき、危険物の保安に注意し、危険箇所を点検する。 

(5) 職場の自衛消防組織の出動体制を整備する。 

(6) 重要書類等の非常持出品を確認する。 

(7) 職場の条件と状況に応じ、安全な場所で待機する。 

(8) 不特定かつ多数の者が出入りする職場では、入場者の安全確保を第一に考える。 

(9) 正確な情報をつかむとともに、その情報を職場にいる者全員にすばやく伝達する。 

(10) 近くの職場同士で協力し合う。 

(11) マイカーによる出勤、帰宅等は自粛すること。また、危険物車両等の運行は自粛する。 
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第１節 計画の趣旨  

 

本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「南海ト

ラフ法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域について、

南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、本市

における南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

なお、この推進計画に定めのない事項については、第１編「総則・災害予防計画」及び第

２編「地震災害対策計画」によるものとする。 

 

 

第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

 

１ 建築物、公共施設等の被害軽減 

市及び防災関係機関は、南海トラフ地震発生時の被害を軽減するため、次の建築物、構造

物の耐震化等を推進する。 

(1) 住宅 

(2) 公共建築物 

(3) 電気、ガス、上下水道等のライフライン施設 

(4) 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路 

 

２ 防災施設等の整備 

市、県及び防災関係機関は、南海トラフ地震発生時の応急対策を円滑に実施するために必

要な次の施設の耐震性や機能性の強化を推進する。 

(1) 消防施設、消防水利 

(2) 病院、社会福祉施設 

(3) 緊急輸送道路 

(4) 非常通信施設・設備 

 

 

第３節 防災訓練 

 

市、県及び防災関係機関は、南海トラフ地震を想定した防災訓練を定期的に実施するよう

に努める。 

訓練の方法等は、総則・災害予防計画 第２章 第２節「第１ 防災訓練」に準ずるものと

し、南海トラフ地震の特性や地域の実状に合わせて実施するものとする。 
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第４節 関係者との連携協力の確保 

 

市及び防災関係機関は、南海トラフ地震を想定した応援の要請先、要請事項、受入ルート、

受入拠点等を検討し、災害協力協定の締結や応援及び受援計画の策定に努める。 

 

 

第５節 防災教育及び広報 

 

市及び防災関係機関は、南海トラフ地震に関する防災教育及び広報に努める。 

広報、教育の方法等は、総則・災害予防計画 第２章 第２節「第２ 防災意識の啓発・広

報」に準ずるものとし、南海トラフ地震の特性や本市の実状に合わせて実施するものとする。 

 

 

第６節 南海トラフ地震臨時情報に対する防災対応 

南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の発表に伴う本市の防

災対応については、国及び県の対応に準じて以下のとおりとする。 

項目 対応 

情報の収集及び伝

達・連絡体制の整備 

適宜必要な情報の収集に努め、各関係機関等へ必要な情報を伝達す

る。 

※第２編第３節「災害情報の収集・伝達・広報等」に準ずる。 

市民への呼びかけ 市民に対して、日頃からの備え（家具の固定、最寄りの避難所・避

難場所の確認、家族との安否確認手段の取決め、家庭における備蓄

等）の再確認を呼びかける。 

※第２編第３節「災害情報の収集・伝達・広報等」に準ずる。 

庁内会議の開催 情報共有を目的とする庁内会議（本部員会議）を開催する。 

※第２編第１節第２「市災害対策本部の設置・運営」に準ずる。 

施設の点検 市の所管する施設のうち、防災上重要な施設や市民が利用する施設

を必要に応じて点検し、地震発生後の災害応急対策の確認等を行

う。 

非常配備態勢 気象庁から発表される臨時情報の内容及び国、県の対応状況等及び

後発地震の対応を踏まえ、災害対策本部の設置等必要な体制を執

る。 

※第 2 編第 1 章第 1 節第 1「市職員の動員・配備」１配備態勢の判

断「■配備態勢（南海トラフ地震臨時情報発表時）」に準ずる。 

滞留旅客等に対する

措置 

滞留旅客等の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な措置

を講ずる。 

※第１編第２章第 10 節第３「帰宅困難者対策」、第２編第 10 節第

５「帰宅困難者対策」に準ずる。 
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その他 上記のほか、市職員は「南海トラフ地震臨時情報発表時の職員防災

対応チェックリスト」に基づき各対応にあたる。 

※「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」（令和元年５月内

閣府作成）及び「南海トラフ地震臨時情報発表時における防災対応の内『巨大地震警戒時の事

前避難』の検討手引き」（令和２年３月県作成）を参照 

 

＜参考 「南海トラフ地震臨時情報の種類と発表条件情報＞ 

「南海トラフ地震に関連する情報」は以下の２種類の情報名で発表します。 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 ○南海トラフ沿いで異常な現象※が観測され、その現象が南海

トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始し

た場合、または調査を継続している場合  

○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説

情報 

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推

移等発表する場合 

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合

における調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨

時情報を発表する場合を除く。） 

「南海トラフ地震情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件」 

情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で情報発表

します。 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等

から 5～30

分後 

調査中 

下記いずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価

検討会」を開催する場合 

・監視領域内でマグニチュード 6.8以上※1の地震※2が発生 

・1 か所以上のひずみ計※3 での有意な変化と共に、他の複数の観

測点でもそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源

域内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発生して

いる可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関

連性の検討が必要と認められる変化を観測 

・その他、想定震源内のプレートの固着状態の変化を示す可能性

のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の境界

の変化を示す可能性の検討が必要と認められる現象を観測 

地震発生等

から最短で

2時間後 

巨大地震 

警戒 

想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュー

ド※4 8.0以上の地震が発生したと評価した場合 

 

巨大地震 

注意 

・監視領域内のプレート境界において、モーメントマグニチュー

ド 7.0 以上の地震※2が発生したと評価した場合（巨大地震警戒

に該当する場合は除く） 

・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっく

りすべりが発生したと評価した場合 
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調査終了 

（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにもあてはまらな

い現象と評価した場合 

 

 

 
想定震源域内（科学的に想定される最大規模の南海トラフ地震の想定震源域（中央防災会議、2013）のプレート境

界部と監視領域（想定震源域内及び想定震源域の海溝軸外側 50Km程度）） 

 

※1 モーメントマグニチュード 7.0 の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見

込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8 以上の地震から調査を開始 

※2 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※3 当面、東海地域に設置されたひずみ計を使用 

※4 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算したマグニチュードで

す。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対してもその規模を正しく表せる特

徴を持っています。ただし、このマグニチュードを求めるには、若干時間を要するため、気象庁が地震発生直後の

発表する津波警報等や地震速報じは、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いています。 
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